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建設環境委員会会議録 

 

平成２８年３月８日 火曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ５時２２分閉議（実時間３６７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第１０号・平成２８年度八代市一般会

計予算（関係分） 

１．議案第１５号・平成２８年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計予算 

１．議案第１６号・平成２８年度八代市浄化槽

市町村整備推進事業特別会計予算 

１．議案第２３号・平成２８年度八代市下水道

事業会計予算 

１．議案第３４号・市道路線の認定について 

１．議案第５０号・八代市営住宅設置管理条例

の一部改正について 

１．議案第５１号・八代市建築審査会条例の一

部改正について 

１．議案第５２号・八代市手数料条例の一部改

正について 

１．議案第５３号・八代市特定用途制限地域に

おける建築物等の用途の制限に関する条例

の一部改正について 

１．議案第５４号・八代市下水道条例の一部改

正について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 （八代市汚水適正処理構想について） 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

 （環境センター建設事業の進捗状況につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  福 嶋 安 徳 君 

副委員長  中 山 諭扶哉 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  松 永 純 一 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  百 田   隆 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

建設部長      市 村 誠 治 君 
 
 建設部総括審議員 
          植 野 幹 博 君 
 兼次長 
 

 建設部次長    閘   賢 一 君 

 建築住宅課長   宮 端 晋 也 君 

 建築指導課長   松 元 真 介 君 

 都市整備課長   西   竜 一 君 

 土木課長     松 本 浩 二 君 

 下水道総務課長  古 田 洋 二 君 
 
 下水道総務課長補佐 
          中 村 光 宏 君 
 兼経営係長 
 
 
 下水道総務課副主幹 
          徳 田 啓 治 君 
 兼水洗化促進係長 
 

 下水道建設課長  福 田 新 士 君 
 
 下水道建設課長補佐 
          南   浩 一 君 
 兼水処理ｾﾝﾀｰ場長 
 

 下水道建設課計画係長 吉 村 真 一 君 

市民環境部長    本 村 秀 一 君 

 市民環境部次長  湯 野   孝 君 

 環境ｾﾝﾀｰ建設課長 山 口 敏 朗 君 

 廃棄物対策課長  山 口   修 君 

 廃棄物対策課長補佐 坂 口 初 美 君 
 
 廃棄物対策課副主幹 
          宮 川 芳 行 君 
 兼収集計画係長 
 
 
 廃棄物対策課副主幹 
          竹 下 圭一郎 君 
 兼施設管理係長 
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 廃棄物対策課 
          谷 口   徹 君 
 廃棄物対策係長 
 

 理事兼環境課長  山 口   剛 君 

経済文化交流部 
 
 理事兼 
          桑 原 真 澄 君 
 国際港湾振興課長 
 

                              

○記録担当書記    岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、皆

さんおはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しましたので、ただ

いまから建設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第５号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第９号（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、最初に、

予算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第５号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算・第９号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第７款・土木費について、建設

部から説明願います。 

○建設部長（市村誠治君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部長の市村でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第５号・平成２７年度八代市一般会計補正予算

・第９号の建設部所管分につきまして、植野総

括審議員兼次長並びに関係課長より説明させま

すので、よろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 植野建設部審議員兼

次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）建設部総括審議員兼次

長、植野でございます。補正予算につきまし

て、御説明させていただきます。着座にて失礼

いたします。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 資

料の平成２７年度八代市一般会計補正予算書第

９号を使って御説明をいたします。資料の３ペ

ージをお開き願います。 

 歳入歳出予算補正のうちの歳出の一覧表でご

ざいます。このうち款の７・土木費を補正前の

５９億３９８３万５０００円に補正額４７８９

万５０００円を加えまして、５９億８７７３万

円といたしております。 

 内訳は、項の２の道路橋梁費と項の４・港湾

費ですが、詳しくは１９ページで御説明をいた

します。１９ページをおめくりください。 

 まず、１９ページの中段の表の項の２・道路

橋梁費ですが、目２・道路維持費が補正額で４

９５９万３０００円の増額です。これは、国の

補正に伴いまして、坂本町の市道１路線と泉町

の２路線につきまして、災害防除工事を行うも

のです。内訳は、この節の１５・工事請負費で

４３５９万３０００円と測量設計に要する委託

料が６００万円でございます。 

 ここで、別冊の資料をごらんいただきたいと

思います。別冊の資料です。これに具体的な内

容を記載をいたしております。表紙をめくって

いただきますと、――縦長のＡ４の資料です。

はい、これです。一番下に八代市建設部と書い

てある資料です。これ、１ページ目をめくって

いただきますと――。（｢これやろ」と呼ぶ者

あり）で、１ページ目は路線名等を記載をいた
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しております。左側が路線名です。で、右側の

備考欄に書いてありますとおりに、対策として

具体的には、落石防止網工事やモルタル吹きつ

け箇所の補修工事を行いまして、災害を未然に

防ぐという事業でございます。 

 次の１枚めくって２ページ目に坂本町１路線

の箇所図を添付をいたしております。この丸、

赤丸のついた箇所でございます。 

 次の３ページが泉町の２路線の箇所を赤丸で

示しております。 

 道路につきましては以上です。 

 次に、予算書に戻っていただきまして、先ほ

どの１９ページをお願いをいたします。 

 １９ページの下段の表の項の４・港湾費で

す。目２・港湾建設費が１６９万８０００円の

減額補正でございます。これは、八代港整備の

国直轄事業及び県事業に対する市の負担金です

けれども、当初予算計上分の航路や土砂処分場

などの各事業ごとの事業費及び負担率が確定し

まして、それに伴って、結果的に負担額の減額

が６６６９万８０００円、これに国の補正によ

りまして、航路整備等の事業が追加をされま

す。で、それの負担金が６５００万円の増額で

す。で、差し引きが１６９万８０００円の減額

でございます。負担金は減額しておりますけれ

ども、事業費は３億７０００万ほどふえており

ます。で、当初予算の予定よりも事業は進捗す

ることとなります。 

 事業費がふえたのに負担金が減った主な要因

ですけれども、これは国直轄事業の中の土砂処

分場の整備に係ります市の負担割合が、ほかの

直轄の負担割合の半分の２分の１に確定したこ

とによるものでございます。 

 以上で一般会計補正予算・第９号の建設部所

管分につきましての説明を終わります。御審議

をよろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、それでは、以

上の部分について質疑を行います。何かありま

せんか。 

 はい、ないようですが。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません、

今、負担金の割合の関係のお話ありまして、一

般質問でもですね、取り上げられた部分だった

ですけれども、これは、その国、――通常であ

ればその負担金のほうがふえるはずだったとい

うようなことで、今回協議によって、そういっ

た負担金のほうの割合が減ったというようなこ

とで、ちょっと私はそういうふうに認識をしと

っですけれども、そういうな協議によって、い

ろんな協議によってですよ、いろんな分の負担

金というのが、今後も減る可能性というのはあ

るんですか。今回に限り、そういった特例だっ

たのかどうかっちゅうのを、ちょっとそこをお

聞きしたいんですけど。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 植野建設部総括審議

員。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。負担金につきましてはですね、国の事業、

県の事業について市負担金がございます。これ

につきましては、事業の種類ごとによってそれ

ぞれ決まっております。 

 で、そういう中で、今回、土砂処分場、――

大築島南地区土砂処分場です、これにつきまし

ては、直轄での事業です。直轄事業につきまし

ては、改修で１０分の１になっております。こ

れは、それで決まってますけどもですね、その

中で、土砂処分につきましてがですね、負担金

といいますのが、その市町村の受益の範囲に応

じて負担金を求められることになっておりま

す。で、そういう中で、今回の土砂処分場とい

いますのが、場所が島になっております。で、

結果的にでき上がった土地の利活用っていうの
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が、通常の陸地側と比べると利活用の度合いが

少し小さいということでですね、協議をいたし

まして、結果的に２０分の１ということで決定

させてもらうことができました。 

 で、通常は、事業等にたんびたんび協議をす

るということではございません。今回特殊な内

容ということでですね、協議をして、結果的に

負担割合が下がることができたということで

す。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。その特殊

なというのが、ちょっと気になるんですけど、

何で特殊だったんですか。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） え

え。で、先ほど少し申しましたけども、――

あ、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 植野総括審議員。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 受

益の割合ということで、八代市も受益を当然受

けるということで、一律１０分の１に直轄事業

は決まっております。 

 で、そういう中で、今回はでき上がった土地

が島になりますので、そこの利活用が通常と違

う、なかなか利活用が簡単ではないと、島に渡

っての利活用ということになります。そういう

なことで、受益の度合いが落ちるんではないか

ということを考えまして、そういうことで説明

して協議をいたしました。で、結果的に理解を

得ることができたということです。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。協議がなけれ

ば、通常の１０分の１というところで進んでた

ていう話の理解でよろしいんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 植野総括審議員。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

 冒頭申しました、事業の種類によって決まっ

ているということです。で、直轄事業というこ

とですので、直轄は１０分の１ということで

す。で、事業内容を詳しく確認しまして、結果

的に、その土砂処分場については、通常でない

扱いをお願いする必要があるということで協議

をしたところでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。理解しました。

ありがとうございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員長（福嶋安徳君） 百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい。ただいまの説明

では、１６９万８０００円減ということで、持

ち出し分がそれだけ少なくなったというふうに

理解していいわけですかね。 

 そうすっと、同時に、７０００万ふえてきた

ってことは、国がこちらが思っている以上の事

業費を出してきたということで理解してようご

ざいますか。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 植野建設部総括審議

員。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。そのとおりです。市の負担は少なくなっ

た。ただ、事業はふえた、進捗するということ

です。 

○委員（百田 隆君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（百田 隆君） はい、よかです。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい、もう１つ。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。先

ほど道路維持の関係で、坂本と泉のということ
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でお話聞きましたけれども、これ完成はいつな

んですかね。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 植野建設部総括審議

員。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。３路線ございます。で、先ほどの資料の１

ページ目で表がございましてですね、２路線―

―泉の２路線につきましては、測量設計をやっ

た上での対策工事になります。と、坂本側は測

量設計はなくて工事だけです。 

 で、進捗は少し違いますけども、坂本につき

ましては上半期での完成を目標といたしており

ます、９月。と、泉の２路線につきましては、

測量設計をした上での工事着工ということで、

結果的には、年明け１月か２月ぐらいになるの

かなということで今のところ想定をいたしてお

ります。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） ないですか。ほかに

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 以上で、第７款・土木費についてを終了しま

す。 

 小会します。 

（午前１０時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１６分 本会） 

○委員長（福嶋安徳君） 本会に戻します。 

 引き続き、歳出の第４款・衛生費中、市民環

境部所管分について説明願います。 

○市民環境部長（本村秀一君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 本村市民環境部長。 

○市民環境部長（本村秀一君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）本委員会に、――市民環境部の部長

の本村でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第５号・平成２７年度八代市一般会計補正予算

・第９号の衛生費中、市民環境部の本委員会付

託分について、湯野次長並びに関係課長より説

明をさせますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）市民環境部次長の湯野でございます。よ

ろしくお願いいたします。座らせていただきま

して説明をいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） それでは、

議案第５号・平成２７年度八代市一般会計補正

予算・第９号について、市民環境部がお願いし

ております本委員会付託分の補正予算の内容に

ついて説明をさせていただきます。 

 補正予算書の３ページをお願いいたします。

中段をお願いします。 

 歳出の款４・衛生費、項の２・生活環境費に

補正額案の記載のとおり、１億３３７０万円の

補正をお願いしております。 

 次に、目ごとの補正の内容について御説明い

たします。補正予算書の１７ページをお願いい

たします。 

 下段をお願いします。款の４・衛生費、項の

２・生活環境費、目の３・廃棄物対策費に１億
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３３７０万円の補正予算をお願いしておりま

す。その内訳につきましては、節１９・負担金

補助及び交付金１億３３７０万円であります。 

 補正の理由につきましては、環境センター建

設に伴い、エネルギー回収推進施設において、

高圧蒸気を用いて発電し、それを売電して運営

費の財源とすることを計画しておりまして、九

州電力の変電所――古賀変電所から環境センタ

ーまで特別高圧配電線の引き込み工事が必要と

なるため、その工事費について負担金を九州電

力に支払うものでございます。 

 なお、補正額の財源内訳につきましては、記

載のとおり国庫支出金を事業費の３分の１、４

４５６万６０００円、地方債を残りの９５％、

８４６０万円、一般財源を４５３万４０００円

を予定いたしております。 

 補正予算書の４ページをお願いいたします。 

 また、九州電力との事前協議が終了し、平成

２７年度中に申込申請手続を行うこととなり、

本工事につきましては、平成２８年度の当初予

算で計上を予定しておりましたが、国の平成２

７年度補正予算の交付対象予定となり、３月の

補正予算に計上できたことから、平成２８年度

へ繰越明許費とするものでございます。 

 以上、議案第５号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算第９号のうち、市民環境部がお願

いしております本委員会付託分の補正予算の内

容についての御説明といたします。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。確

認でちょっと、確認したいんですが、今度、環

境センターのほうで売電をするということで伺

っとっとですけれども、この発電量と売電収入

の金額とか予定、わかればちょっと教えてほし

いんですが。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） おは

ようございます。環境センター建設課の山口で

ございます。 

 まず、施設の売電の能力ですけれども、発電

機の出力が２８８０キロワット、大体一般世帯

に換算しますと５０００世帯分ぐらいになると

いうところでございます。で、施設内で使いま

すのが、その半分程度１２４７キロワット、

で、残りを売電していくということになりまし

て、おおむね概算ではございますけれども、年

間１億程度の売電収入になるんではないかなと

いうところで今のとこ計算しているとこでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） ちょっと待ってくださ

いね。引き続きよろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。こ

の引き込み、高圧線の引き込み工事について

は、いろいろと工事費についてですね、いろい

ろと協議されてきているというような経過をで

すね少し聞いとったと思うとですけれども、最

終的に今回これだけの金額を八代市のほうが負

担をしなきゃならないと、出さなきゃならない

というようなことに決まったわけなんですけれ

ども、その経過っていう、どこら辺のところ

で、そういうふうな納得されて、この決定がな

されたのか、その経過っちゅうのをちょっと少

し教えてほしいんですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 九電

のほうとずっと協議を行ってまいりまして、昨
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年末、九電のほうから概算の工事費という形で

示しがありました。その中に示されてましたの

が今の、今回補正予算のほうに上げております

金額でございます。 

 で、工事費につきましては、どうしても売電

を行いますので、こちらのほうが負担をしなけ

ればならないというところになりますので、向

こうが示された工事費につきましては負担をし

ていかなきゃならぬということの理解で今回計

上させていただいたというところでございま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 今、確認ですけど、売

電だから１００％工事費について市が負担する

ということですかね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。そういうことになります。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。まあ、売電と受

電の場合は多少違うんでしょうね。受電の場合

は、例えば１メートル当たり、１キロ以内は九

電持ちとかですね、そういうのがありますけ

ど、やっぱり売電は売るということで、そうい

う取り決めが、もうこれは全ての、まあ八代市

だけでなくて、そういう、今ずっとできてるわ

けですけども、売電のですね発電所が、ソーラ

ーにしてもいろいろですね、そういったものに

係るのは、そういうもう決まりになってるんで

しょう。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、そういう取り決めになっております。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。はい、

ほかに。 

 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。売電されると

いうことで、売電の先っていうのはどちらで予

定されているんでしょうか。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。今回工事をしますのは九州電力になります

けれども、電力を買うほう、また売電するほう

につきましては、まだ決まっておりません。今

後決定していくということで、今、自由化にな

っておりますので、今後決定されるということ

になります。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、ありがとうご

ざいました。昨今ですね、ニュースで取り沙汰

されておりますけど、見きわめてですね、やっ

ていただければと思います。ありがとうござい

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） その建設費、まあ建設

自体は九電がされるということですばってん、

発注はもちろん市でしょうばってん、その辺の

ところの少し疑問があっとですばってん、その

辺のところ、ちょっと教えていただきたいと思

います。 

○委員長（福嶋安徳君） 工事費の問題です
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か。 

○委員（古嶋津義君） うんうん。うちが工事

すっとに、何で入札なんかは――。 

○委員長（福嶋安徳君） 市が発注して、九電

に支払うというのは、どういう関係なのかとい

うことでしょう。 

 山口環境センター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 九電

のほうが基本的には電気の工事を行うというこ

とで、環境センターの入り口まで電線が来る

と。その工事につきましてはどうしても九電の

所管であるというところです。あと、施設内の

ほうにつきましては、こちらのほうが、もう工

事を行っていくということで、キュービクル等

の変電、そういったもの、受電の施設について

はこちらが準備すると。そこまでの電線を九電

が引かれるというところでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） まあ、その辺のところ

が、九州電力の言いなりっていうならおかしか

ですばってん、その辺のところ、工事費が、単

価が、適正なものであるのか、お尋ねをいたし

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山口環境セン

ター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。申しわけありません。その点につきまして

は、九電から示された額を、こちらのほうはも

うお支払いするしかないかなというところで理

解しているところでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） その辺のところがです

ね、きのうもちょっと特別委員会でありました

が、地元発注、地元発注ちゅう話がありました

ので、その辺のところ、少し見積もりぐらいと

ってですね、せぬと、やっぱり向こうの言いな

りのごとすればですね――。 

 例えば環境センターの炉の修理なんかも、少

し話がそれますが、炉の発注なんかも、修理な

んかも、その炉のメーカーが取られたところが

言いなりで、１日の労務単価が８万とか９万と

かも前ありましたもんですから、その辺のとこ

ろ、少し注意をしていただきたいと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） 答弁いいですか。 

○委員（古嶋津義君） あれば答弁願います。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。エネルギー回収推進施設につきましては、

２０年間のＤＢＯ事業ということで、もう既に

運営費の委託費のほうは決まっております。そ

のときの社会情勢によって、どうしても金額が

上がる場合においてはですね、協議を行って、

それが相当であるかどうか、こちらも精査した

上で、そのときには対応していくとなっており

ますけれども、一応、焼却施設、エネルギー回

収推進施設の管理運営、全てＳＰＣと言われま

す、今度運営会社が行うことになっております

ので、その点については、基本的には、今、こ

の前契約させていただきました金額で２０年間

行っていくというのが基本となっておりますの

で、あとにつきましては、毎年精査しながら、

そのあたり運営費を管理していきたいと考えて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今ですね、炉の話は例

え話としてお話しをさせていただいたんです

よ。九電の工事自体が適正なものか、向こうの

言いなりというならちょっとおかしかっじゃな

かかなと、そういう疑義を持つから申し上げて

おりますよ。炉の話はですね、宮原にあります

生活環境事務組合のクリーンセンターがです

ね、当時７万とか８万とか労務単価がありまし

たので、申し入れたら少し値段が半分ぐらいに

なったもんでね、それは例え話として申し上げ
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たので、今度工事されるのが適正な価格なのか

ということをお聞きをしているわけです。再度

御答弁を願います。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。ちょっと答えになるかどうかわかりません

けれども、今回の九電の引き込み工事につきま

しては、どうしても九電さんが電線を、高圧電

線を引かれるということの所管になっておりま

すので、こちらのほうで工事を行うということ

でできない範囲ということでなりますので、向

こうが示された金額というのに応えるしかない

のかなというふうに理解しているところであり

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。古嶋委

員。 

○委員（古嶋津義君） はい。まあ理解はしま

せんが、いいです。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野環境センター、

――環境部次長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） この九電の

ですね引き込み工事、これにつきましてはです

ね、事前に何度も一応協議いたしておりまして

ですね、当初は４億とかいうような額について

打診があったというようなことでですね、それ

を幾度となく協議いたしまして、現在のとこ

ろ、この１億３３７０万ということで、お互い

に一応協議が成立したというようなことで、今

回計上したというようなことで、ある程度の期

間を要しまして、協議をした段階がありました

もんですから、いろんな協議を行ってきたとい

うようなことで御理解していただきたいという

ふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今、次長のおっしゃる

ように、最初からそう言っていただければです

ね、わかったと――。私もクリーンセンターの

ほうも、最初７万か８万だったか、ずっと交渉

していけばですね、３万ぐらい下がった経緯の

あるもんだけん、その辺をちょっとお聞きした

かったんですよ。 

 はい、以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかに。 

 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。確

認です。 

 最初に質問したときに、その経緯もですね、

お話しいただければよかったかなと思ったんで

すけど、古嶋委員からのあれで答えていただい

たんでよかったかなと思います。 

 で、ちょっと今の質問の中で、ちょっと思っ

たのが、この変電、――引き込み、高圧線の引

き込みですね、鉄塔立てたりとかっていうそう

いう工事なんだろうなとかって思うんですけれ

ども、その工事自体っていうのが、九州電力さ

ん以外でできるもんなんですか。ほかにも工事

をできるような会社さんがあるんですか。どう

ですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。この

引き込み工事に関しましては、九電のほうが、

まず、また工事会社のほうに一応発注するとい

う経緯をとると。うちのほうでは、その工事に

対して負担金として支出するというようなこと

になっております。 

 この支出に関しまして、ＳＰＣだったかな、

のほうから、今度は維持管理契約をしておりま

す、ＳＰＣのほうから発注する、お願いすると

いうことになって……。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。 
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○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。私、質問

の仕方が悪かったと思うとですけど、九州電力

さん以外に、この工事を受けれる会社があるん

ですか。ほかの会社にお願いできるんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 協議

を行っていく中では、九州電力さんしかないっ

てふうに伺っております。 

○委員（野﨑伸也君） それは――。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） それは何かの決まりが

あって、そうなっているんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 済い

ません。ちょっとそのあたりは私の知識不足

で、決まりがあってるかどうかっていうのは、

ちょっと、どの決まりかっていうのがちょっと

頭の中ありません。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 多分、何らかのですね

決まりがあって、そのようなことになってるん

じゃないかと私は思うとですね。ちょっと調べ

てもらってよかですかね。後ほどでいいです、

後から。まだ委員会続きますんで。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） できそうですか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、それでは、な

いようです。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第５号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第９号中、当委員会関係分について原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１０号・平成２８年度八代市一般会計

予算（関係分） 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第１０号

・平成２８年度八代市一般会計予算中、当委員

会関係分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第４款・衛生費中、市民環境部

所管分について説明願います。 

○市民環境部長（本村秀一君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 本村市民環境部部

長。 

○市民環境部長（本村秀一君） はい。引き続

き、よろしくお願いします。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第１０号・平成２８年度八代市一般会計予算に

つきまして、当委員会所管の衛生費中、市民環

境部所管分の本年度予算の内容を総括的に説明

をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。座らせていただきまして説明をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○市民環境部長（本村秀一君） 少し時間が長

くなりますが、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○市民環境部長（本村秀一君） まず、平成２
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８年度の市民環境部の衛生費関係予算につい

て、少し説明をさせていただきます。 

 予算書の１６ページをごらんいただきたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 款４・衛生費でございますが、衛生費には、

健康福祉部所管分と市民環境部所管分を含めた

予算額が記載されております。 

 款４・衛生費の２８年度の予算額は、８３億

４３１６万２０００円でございまして、平成２

７年度予算額４３億９３４７万８０００円と比

較しまして、３９億４９６８万４０００円の約

８９.９％の増となっております。 

 その主な要因でございますが、環境センター

建設事業関連のＤＢＯ事業のエネルギー回収推

進施設を建設する環境センター施設整備運営事

業に伴います債務負担行為の２８年度分の２６

億８３３６万８０００円と予算書の９ページに

ございますが、――９ページをごらんいただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。市で

建設をしますマテリアルリサイクル施設などの

整備経費、平成２８年度、２９年度の２カ年分

の継続費４７億円のうち２８年度分として１７

億９０００万円の合計４４億７３３６万８００

０円を計上したためでございます。 

 それでは、まず総括的な説明に移りたいと思

いますが、まず、人と自然が調和した環境に優

しいまちづくりとして、長年の懸案でありまし

た市としての喫緊の重要課題であります環境セ

ンター建設事業に関しましては、皆様御案内の

ように、平成２６年３月に約１９６億円の債務

負担行為を議会で御承認をいただきました。そ

の後、昨年の平成２７年の３月定例会におきま

して、八代市環境センター建設工事の建設請負

契約の御承認をいただいたところでございま

す。 

 ２７年度は、まず環境センターの全ての施

設、外構、緑地についての基本設計が９月末に

終了しまして、現在実施設計中でございます。

本年３月末に完了することとなっております。 

 また、用地につきましては、昨年１２月末

に、港町の建設用地約５.６ヘクタール、全て

の取得が完了しましたことから、現在、用地全

体の造成工事を進めているところでございま

す。 

 平成２８年度からは、いよいよ本格的な工事

着工ということで、エネルギー回収施設、推進

施設の本体工事が始まりますとともに、マテリ

アルリサイクル推進施設、管理棟、車庫、洗車

棟などのＤＢＯ事業以外の工事の発注を順次行

いまして、平成３０年度の供用開始を目指し、

着実な事業進捗に向けた取り組みを進めてまい

ります。 

 次に、地球温暖化対策事業としまして、太陽

光発電など再生可能エネルギーの普及について

は、平成２１年度より、住宅用太陽光発電設備

の設置者に対しまして市独自の補助金交付制度

を実施しておりますが、本市の普及率は、平成

２７年１２月末現在で１２.５％となり、総合

計画後期基本計画で設定をいたしました平成２

９年度の目標値１０％を超え、一定の成果があ

ったものと考えております。 

 平成２８年度につきましても、引き続き、市

民事業者に対する啓発を進めるとともに、各家

庭における再生可能エネルギーの普及及び利用

促進並びに温室効果ガス排出量の削減を図るた

め、市単独で補助金交付制度を継続してまいり

ます。また、誰もが簡単に楽しみながら夏の省

エネ・節電を実践できる緑のカーテンの普及を

図る緑のカーテンコンテストを実施し、啓発を

図ってまいります。 

 次に、市民環境部としての課題への取り組

み、対応でございますが、主に、４点に絞って

説明をさせていただきます。 

 １点目、所管します斎場、衛生処理センタ

ー、清掃センターなど、市民環境部が所管しま

す施設につきましては、老朽化したものが多
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く、各施設の安全性や処理機能を維持するため

の対応を重点的に進めながら、安定的な市民へ

のサービス提供が維持できるよう努めてまいり

ます。 

 斎場につきましては、昭和５５年に供用を開

始し３５年を経過していることから、平成２７

年度に火葬炉の調査を実施しますと同時に、延

命化計画の策定を行っているところでございま

す。調査結果では、建物本体の耐用年数が訪れ

るまでの期間、火葬炉などの設備については、

適正な整備・改修を計画的に実施することで十

分使用可能との結果でございました。今後は、

作成します延命化計画に基づき、計画的な整備

改修を実施してまいります。 

 衛生処理センターにつきましては、昭和３５

年に供用開始し５５年を経過していることか

ら、特に老朽化が著しく、約１０年後をめどに

新施設の整備が必要であると考えているところ

でございます。平成２７年度は、施設の整備方

針の基礎となる資料作成を行っているところで

ございます。平成２８年度には、今回の基礎資

料をもとに施設整備方針の検討を行ってまいり

ます。 

 清掃センターにつきましては、昭和５０年に

供用を開始し４１年が経過している状況でござ

いますけれども、環境センターが供用開始する

までをめどに運転を行うこととしております

が、外部に委託処理をしているものについて

も、安定的な継続した処分先の確保に努めてま

いります。 

 また、それぞれの施設を利用される市民への

サービス提供や近隣住民への皆さんに御迷惑を

かけず、あわせて施設の安定運転に努めてまい

ります。 

 ２点目に、ごみ減量・再資源化への取り組み

についてでございますが、今回新たな体系で見

直された市長八策の、人と自然が調和した環境

に優しいまちづくりの中に、新規事業として追

加をされております。 

 ごみ非常事態宣言以降、市民の皆様にお願い

しております目標値にはまだ達してはおりませ

んが、各家庭から出されるごみの量は減少傾向

でございますので、平成２８年度も、引き続

き、生ごみ堆肥化容器等設置助成金の利用促進

を図り、生ごみ処理機の普及を一層推進し、ま

た、資源物の分別推進など、啓発活動に積極的

に展開することで、市民の皆様や事業者の方々

への御理解を図り、燃えるごみの減量化と再資

源化に努めてまいります。 

 また、事業系廃棄物のごみ減量につきまして

は、まだ多数の事業者への訪問調査やごみの減

量化についての啓発が行き届いておりませんの

で、平成２８年度は、ごみ減量アドバイザーの

訪問計画を検討、見直しを行いまして、事業系

一般廃棄物のごみ減量目標を設定するなど、燃

えるごみの減量に効果のある事業展開に努めて

まいります。 

 ３点目、平成２７年度に行いました支所管内

における一般廃棄物の収集運搬業務委託に係る

訴訟については、平成２７年度中から弁護士に

訴訟事務を委任しておりまして、平成２８年度

も、引き続き訴訟経費を計上して訴訟に対応し

てまいります。 

 ４点目、九州新幹線鉄道騒音問題への対応に

つきましては、平成２７年度に引き続き、沿線

地域において騒音・振動測定を市職員による測

定及び業務委託で行い、鉄道騒音等の状況を沿

線住民の皆様にお知らせする一方、一部地域に

おいて基準値をオーバーすることもあることか

ら、鉄道事業者などに対しましても、必要な措

置を講じていただくよう要望してまいります。 

 以上が、市民環境部が所管をいたします平成

２８年度当初予算に関する総括とさせていただ

きます。 

 今後も、市議会を初め、市民の皆様の御意見

を聞きながら、改善すべきところは改善し、環
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境に優しいまちづくりを目指し、事業の確実な

遂行に努めてまいりたいと考えております。 

 それでは、各事業の内容につきましては、担

当の湯野次長から御説明をいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） では、市民

環境部の湯野でございます。 

 それでは、引き続き、座らせていただきまし

て説明をさせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 議案第１０

号・平成２８年度八代市一般会計予算、市民環

境部の本委員会付託分について説明をさせてい

ただきます。 

 平成２８年度の市民環境部の本委員会付託分

については、先ほど本村部長が説明をいたしま

したので、私からは予算書の目ごとに順次説明

をさせていただきます。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 中段でございます。款４・衛生費、項の１・

保健衛生費、目の３・斎場管理費から説明をさ

せていただきます。 

 まず、斎場管理費の事業概要について説明を

いたします。 

 説明欄にもありますが、斎場管理運営事業及

び斎場施設整備事業では、松崎町にあります市

斎場──当該施設は昭和５５年の供用開始後３

５年を経過しておりますが、市斎場では、厳か

な環境を保持する必要があることから、礼節と

安全面、衛生面に配慮した管理運営に努めてお

ります。また、施設の老朽化対策として、定期

的な改修を実施し、炉等の緊急停止等が起こら

ないよう注意を払っております。 

 生活環境事務組合負担金事業（火葬場）は、

東陽町にあります組合斎場の維持管理に充てる

本市負担金と、本市と氷川町の住民が市斎場と

組合斎場を同額でともに利用できるよう協定を

結んでいる斎場相互利用負担金を計上するもの

でございます。予算額８２５８万６０００円で

ございます。 

 主な節ごとの内容を説明をいたします。節１

１・需用費２８９３万９０００円の主なもの

は、火葬炉設備等修繕料８４７万円や電気料等

の光熱水費１９８万４０００円などでございま

す。節１３・委託料１９３２万５０００円の主

なものは、１月１日を除き供用いたしておりま

す市斎場の火葬業務委託１５７６万９０００円

や清掃委託１４２万４０００円などでございま

す。節１９・負担金補助及び交付金３３８１万

１０００円の主なものは、組合斎場の維持管理

負担金３２３８万４０００円、これは負担割合

が共通経費割３０％、国勢調査人口割７０％と

なっております。また、もう１つが斎場相互利

用協定に基づき、組合斎場を利用した場合に生

じる市負担金１４２万７０００円でございま

す。特定財源８０３万７０００円の主なもの

は、市斎場使用料７７６万５０００円、氷川町

からの斎場相互利用負担金２１万７０００円な

どでございます。 

 また、予算額が、前年度比較１７７万円の増

となっておりますのは、組合斎場の空調及び中

央監視制御装置の更新に伴う予算増が主な理由

でございます。 

 続きまして、この下のほうになりますが、目

４・狂犬病対策費でございます。狂犬病予防対

策事業は、狂犬病予防法に基づく犬の登録及び

狂犬病予防注射事務に要する予算でございまし

て、３２８万７０００円を計上いたしておりま

す。節４・共済費と節７・賃金は、狂犬病予防

注射事務の繁忙期に雇用します臨時職員１名に

要する経費でございます。節１２・役務費９０
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万２０００円の主なものは、畜犬登録及び狂犬

病予防注射通知に要する郵便料でございます。

節１３・委託料１０９万１０００円は、犬の飼

い主が行うこととなっている犬の登録及び狂犬

病予防注射に関する諸手続を極力簡素化できる

よう獣医師会に事務委託することに伴う経費で

ございます。特定財源３２８万７０００円は、

犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料な

どでございます。 

 続きまして、７８ページをお願いいたしま

す。 

 上段になりますが、項の２・生活環境費、目

１・生活環境総務費でございます。職員３２人

分の人件費と建設部の下水道サイドで所管しま

す小型合併処理浄化槽設置整備事業及び特別会

計繰出金事業（浄化槽）に伴う予算でございま

す。３億４６４９万７０００円を計上いたして

おります。節の２・給料から節４・共済費まで

は職員３２人の人件費でございます。節１９・

負担金補助及び交付金７５４９万１０００円

は、小型合併処理浄化槽１９０基分の設置補助

金が主なものでございます。節２８・繰出金２

６３６万９０００円は浄化槽市町村整備推進事

業特別会計への繰出金でございます。なお、特

定財源として、小型合併処理浄化槽設置整備事

業に伴います国・県支出金４６８７万２０００

円を計上いたしております。 

 続きまして、下のほうになりますが、目の２

・環境保全対策費でございます。環境保全対策

費では、自然環境及び生物多様性に関する啓発

を行う自然環境保全推進事業、子供たちを初

め、市民を対象に環境教育、環境学習の推進を

図る環境学習推進事業、環境パートナーシップ

会議と連携を図りながら環境基本計画の推進を

図る環境パートナーシップ推進事業、公害の未

然防止と環境負荷の低減に向けた施策を推進す

る環境保全対策事業、日常生活や事業活動を支

える恵まれた地下水を保全し、持続的な利用を

図るため、地下水の定期的なモニタリング調査

等を行う地下水保全対策事業、地球温暖化問題

への対応として、各家庭における再生可能エネ

ルギーの普及、温室効果ガスの排出量削減を図

る観点から実施する住宅用太陽光発電システム

設備補助等を行う地球温暖化対策推進事業が環

境保全対策事業の主な内容であり、２２８４万

４０００円を計上いたしております。 

 節１・報酬１１万８０００円は、環境審議会

委員１０人分の報酬でございます。節４・共済

費１９万９０００円、節７・賃金１１８万８０

００円は、太陽光発電システム設置補助事業実

施に伴う臨時職員１人の雇用に要する経費でご

ざいます。節８・報償費３６万５０００円は、

環境パートナーシップ会議委員謝礼、こどもエ

コクラブ講師謝礼及び緑のカーテンコンテスト

に要する経費でございます。節１３・委託料６

３７万５０００円では、九州新幹線鉄道騒音振

動調査業務委託１５１万２０００円、自動車騒

音常時監視業務委託１５５万４０００円、大気

汚染測定局維持管理業務委託１３３万５０００

円、地下水塩水化調査分析業務委託２１万３０

００円など、環境保全、地下水保全にかかわる

諸調査を中心に実施いたしております。節１９

・負担金補助及び交付金１３６９万６０００円

は、住宅用太陽光発電システム設置費補助金１

８５基分が主なものでございます。 

 なお、特定財源３２万５０００円は、騒音規

制及び地下水採取に伴う届け出事務等に対する

県支出金でございます。 

 続きまして、この下のほうになりますが、目

３・廃棄物対策費でございます。廃棄物対策費

では、一般家庭や事業系ごみの減量化対策を図

るごみ減量化対策事業、敷川内環境保全用地の

継続的な維持管理を行う敷川内環境保全対策事

業、清掃センターにかわる新たなごみ処理施設

の建設を進める環境センター建設事業、廃棄物

の適正処理を確保し、生活環境の保全を図る廃
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棄物処理対策事業に取り組みます。 

 ２８年度予算として、４５億１９５７万８０

００円を計上いたしております。２７年度の５

億１３２６万６０００円と比較いたしまして、

４０億６３１万２０００円の増額となっており

ます。 

 その主な要因でございますが、先ほど部長が

申し上げましたように、廃棄物対策費の環境セ

ンター建設事業が、２７年度、施設の基本設

計、実施設計を完了し、平成２８年度からいよ

いよ本格的な工事の着工となります。今後、八

代市環境センターの平成３０年度の供用開始に

向けて、着実に事業の進捗を図ってまいりま

す。そのため、関係いたします予算を計上した

ためでございます。 

 節４・共済費１０１万２０００円、節７・賃

金５６１万１０００円は、事業系ごみの減量化

を進めるごみ減量アドバイザー２名、及び廃棄

物の不法投棄及び野焼き防止のパトロールを行

います警察ＯＢによる不法投棄監視指導員２名

の雇用に要する経費でございます。節１１・需

用費２５９万８０００円は、出前講座等で配布

します段ボール箱を使った生ごみ堆肥化キット

２５０セットに要する経費１８万８０００円、

ごみの減量化を幅広く市民や事業所の皆様にお

願いするための新聞、市報等への折り込みチラ

シの作成経費９７万７０００円が主なものでご

ざいます。節１２・役務費８４万４０００円

は、ごみ減量啓発チラシ新聞折り込み手数料２

２万８０００円及び環境センター建設に伴う計

画通知等申請手数料４２万１０００円が主なも

のでございます。 

 次のページ、７７ページをお願いいたしま

す。 

 上段になりますが、節１３・委託料３１０１

万７０００円は、環境センター建設事業に伴う

環境影響評価事後調査業務委託６３５万７００

０円、設計施工監理業務委託１９３９万９００

０円、その他敷川内環境保全用地の維持管理委

託、二見、昭和、坂本地区最終処分場周辺水質

調査委託等に要します経費でございます。節１

５・工事請負費４４億７３３６万８０００円

は、環境センター建設事業に関して、平成２８

年度、いよいよ本格的な着工に入りますので、

ＤＢＯ事業のエネルギー回収推進施設棟を建設

する環境センター施設整備運営事業に伴う債務

負担行為の２８年度分の２６億８３３６万８０

００円と、先ほど部長が説明しましたように、

市で建設しますマテリアルリサイクル推進施設

や車庫棟、洗車棟、管理棟、外構工事、緑地エ

リア等の経費を平成２８年度、２９年度の２カ

年分の継続費４７億円のうちの２８年度分の１

７億９０００万円でございます。合わせまして

４４億７３３６万８０００円を計上いたしてお

ります。節１９・負担金補助及び交付金２４０

万４０００円は、コンポスト式生ごみ堆肥化容

器１００基分と電気式生ごみ処理機７０基分の

購入助成２３０万円が主なものでございます。 

 戻りまして、７６ページの特定財源でありま

すが、国・県支出金１２億１４７０万７０００

円は、環境センター建設事業に伴う循環型社会

形成推進交付金が主なものであります。地方債

２１億６４３０万円は、環境センター建設事業

に伴う合併特例債、特定財源（その他）１０億

１２９万円は、環境センター建設事業に伴い、

市有施設整備基金からの繰入金１０億円や敷川

内環境保全用地維持管理基金からの繰入金１２

８万円が主なものでございます。 

 再度、７７ページをお願いいたします。 

 中段になりますが、続きまして、目・４環境

衛生費でございます。環境衛生費では、感染症

のおそれのある衛生害虫の駆除等を行う衛生害

虫駆除事業、環境美化への意識の高揚を図り、

良好な生活環境の確保に努める環境美化推進事

業及び市営墓園３カ所の維持管理を行う墓地関

係事業を行っており、４７８万６０００円を計
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上いたしております。主なものは、節１１・需

用費１９７万３０００円、これは衛生害虫駆除

に使用します薬剤等の消耗品の購入、その他消

毒機械等の点検整備に伴う修繕料及び市民団体

が行われるボランティア清掃時に配布しますボ

ランティア清掃用ごみ袋作製に伴う印刷製本費

が主なものでございます。節１３・委託料１５

０万３０００円は、排水路等の害虫駆除委託７

３万９０００円や市営上片墓園、鏡墓地公苑、

東陽墓地公苑３カ所の清掃管理委託７０万４０

００円が主なものでございます。特定財源９４

万４０００円は、市営墓苑３園の墓苑管理料が

主なものでございます。 

 続きまして、この下のほうになりますが、目

５・塵芥処理費でございます。塵芥処理費で

は、ごみの減量化と樹木剪定くずの資源化を図

る樹木剪定くずリサイクル事業、清掃センター

の管理運営及び施設整備を行うごみ処理施設管

理運営事業及びごみ処理施設整備事業、各家庭

から排出される可燃物・資源物の収集運搬、分

別を行うごみ収集管理事業及び分別収集事業並

びにクリーンセンターでのごみ処理に要する経

費を負担する生活環境事務組合負担金事業（じ

ん芥）がその主な内容でありまして、１３億６

５６９万１０００円を計上いたしております。

なお、予算額が前年度比較８２６８万８０００

円の減額となっておりますが、これは、後ほど

説明いたしますクリーンセンターの起債償還が

終了したことによる八代生活環境事務組合（じ

んかい）の負担金の減額が主な理由でございま

す。節２・給料から節４・共済費までは、職員

９人分の人件費が主なものでございます。節７

・賃金１６５６万５０００円は、施設管理業務

の一部を担当する非常勤職員２名、プラスチッ

ク製品や小型家電製品の再分別作業等に従事す

る臨時職員９名、事務員２名、合計１３人の賃

金でございます。節１１・需用費２億５１９０

万７０００円は、清掃センター施設管理用消耗

品３４５万４０００円、高度排ガス処理施設薬

剤等消耗品購入費２５５１万２０００円、分別

収集容器等購入費３９０万円、有料ごみ指定袋

作製経費５２３４万８０００円、清掃センター

施設設備修繕費９１６９万８０００円、電気料

５５４０万４０００円、燃料費９９４万円が主

なものでございます。 

 次のページ、７８ページをお願いします。 

 上段になります。節１２・役務費１０８２万

２０００円は、有料ごみ指定袋や販売いただい

ている小売店等への販売手数料１０２０万円が

主なものでございます。節１３・委託料７億８

１８２万１０００円は、清掃センター運転管理

業務委託１億４０６１万６０００円、清掃セン

ターから排出されます焼却灰最終処分委託１億

２５５５万７０００円、家庭系可燃性一般廃棄

物処理委託６９３５万１０００円、資源物減容

機等運転及び資源ストックヤード管理、一般搬

入受付業務委託３６９７万２０００円、可燃物

及び資源物収集運搬業務委託３億２３０１万７

０００円、有料指定袋の販売代金収納業務委託

１５３０万円、廃プラ・廃乾電池等処理委託１

０００万円、樹木剪定くずリサイクル事業委託

６４７万円、また、説明欄にもございますが、

一般廃棄物収集運搬業務委託契約訴訟において

弁護士に訴訟事務を委任しておりまして、着手

金は２７年度に支払い済みのため、２８年度は

日当などの訴訟経費を日当２万円の１２回、２

４万円を訴訟事務委託料として計上しておりま

す。これらが委託料の主なものでございます。

節１４・使用料及び賃借料２５９万９０００円

は、資源化倉庫賃借料が主なものでございま

す。節１８・備品購入費１３０９万１０００円

は、主にじん芥収集車、ロータリープレス車２

台を更新するものでございます。節１９・負担

金補助及び交付金２億１００２万３０００円

は、組合クリーンセンターの管理運営に必要な

本市負担金が主なものでありまして、負担割合
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は共通経費割３０％、国勢調査人口割２０％、

収集量割５０％でございます。なお、２７年度

が２億９５８７万２０００円に比較いたしまし

て、８５８４万９０００円の減額となっており

ますが、これは八代生活環境事務組合のクリー

ンセンターにかかわる起債償還が終了したこと

が主な理由でございます。 

 戻りまして、７７ページの特定財源でござい

ますが、特定財源のその他３億４９８６万７０

００円は、搬入ごみ処理手数料１億２２２７万

５０００円、有料指定ごみ袋処理手数料２億８

５０万円、再資源化物販売代金納付金１８６７

万２０００円、一般廃棄物処理業等許可手数料

３３万４０００円が主なものでございます。 

 再度、７８ページ中段をお願いいたします。 

 最後になりますが、目６・し尿処理費でござ

います。し尿処理費では、くみ取りし尿を処理

します郡築十二番町にあります市衛生処理セン

ター及び新港町３丁目にあります浄化槽汚泥処

理施設、両施設の管理運営及び施設整備を行う

し尿処理施設管理運営事業、し尿及び汚泥処理

施設等整備事業、し尿処理施設整備事業、浄化

槽汚泥処理施設管理運営事業並びに組合衛生セ

ンターの維持管理に要する経費を負担する生活

環境事務組合負担金事業（し尿）がその内容で

ございます。予算額３億４６３万５０００円を

計上いたしております。節２・給料から節４・

共済費までは、職員３人分の人件費でございま

す。節１１・需用費４６９８万８０００円は、

衛生処理センター及び浄化槽汚泥処理施設で使

用します工業用薬品等の消耗品費６９１万円、

し尿の分解処理を促進する消化槽の温度維持の

ための重油代１０４万８０００円、汚泥を脱水

した際に発生したろ液を連携施設の下水処理水

で排出基準まで希釈して水処理センターで処理

を行うよう連携しておりますが、その浄化槽汚

泥処理施設の下水道使用料１６８８万６０００

円、両施設の電気料１２６８万９０００円、両

施設の修繕料９０７万８０００円が主なもので

ございます。節１３・委託料１億２４９７万８

０００円は、衛生処理センターの運転管理業務

委託２３５４万５０００円と浄化槽汚泥処理施

設の運転管理業務委託２９４４万２０００円、

衛生処理センターの発生汚泥も含めて処理する

浄化槽汚泥処理施設脱水汚泥収集運搬処理委託

３８３６万７０００円が主なものでございま

す。節１５・工事請負費６９５万６０００円

は、衛生処理センター井戸ポンプ取りかえ工事

でございます。節１９・負担金補助及び交付金

１億６７９万７０００円は、鏡町にあります組

合衛生センターの管理運営にかかわる本市負担

金１億６６４万２０００円が主なものでありま

して、負担割合は共通経費割２０％、国勢調査

人口割３０％、収集量割５０％でございます。

特定財源１８万３０００円は、一般廃棄物処理

業等許可手数料でございます。なお、予算額

が、前年度比較８２２万円の増となっておりま

すが、これは鏡町にあります組合衛生センター

の管理運営にかかわる本市負担金が、平成２７

年度が９５００万７０００円に比較いたしまし

て、１１６３万５０００円の増額となったこと

が主な理由でございます。 

 以上で、議案第１０号・平成２８年度八代市

一般会計予算のうち、当委員会所管の衛生費

中、市民環境部の本委員会付託分の内容につい

ての説明とさせていただきます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、それでは、以

上の部分について質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、百田委員。 

○委員（百田 隆君） はい。敷川内の環境保

全対策が一応予定、予算がついておりますよ

ね。で、いろいろとその中でも予算があっちこ

っちで上がっとるわけですが、総額一体どのく
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らいなるものか。そうすっと、それと、その業

務内容ですね、はい、それば教えていただけれ

ばと思います。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。今の

ちょっと確認なんですけども、敷川内環境分と

――。 

○委員（百田 隆君） 保全対策事業は――。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 二見とか―

―。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） ありますけ

ども、（聴取不能）で、内容に関しましては、

敷川内に関してでよろしゅうございますでしょ

うか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 谷口廃棄物対策課廃

棄物対策係長。 

○廃棄物対策課廃棄物対策係長（谷口 徹君） 

 はい。それでは、廃棄物対策課の谷口です。 

 今、御質問にお答えいたします。今年度の、

２８年度の予算額が１２９万円になります。 

○委員（百田 隆君） それ、書いてあります

けど、ほかにも何か言われたような気がするん

ですけどね。違いますか。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 何か訂正があれば訂正でも。よかですか。 

○委員（百田 隆君） じゃ、後でいいです

よ、じゃあ、はい。 

○委員長（福嶋安徳君） よかですか。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。では、後ほど

また説明をお願いします。 

 湯野市民環境部次長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 先ほどの廃

棄物対策費の委託料の中で、委託料、節１３の

委託料３１０１万７０００円、これにつきまし

ては環境センターに伴う環境影響評価自己調査

委託が６３５万７０００円、設計施工監理業務

委託が――。（｢敷川内についてです」と呼ぶ

者あり）あ、で、その他敷川内環境保全用地の

維持管理委託と二見、昭和、坂本地区の最終処

分場周辺の水質調査委託に要します経費という

ことに説明いたしました。 

○委員（百田 隆君） この一部でしょう、入

っとっとでしょ。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。この

中に入ってると。 

○委員（百田 隆君） その合計ですね、敷川

内の環境保全対策について全ての、全部の予

算、はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 敷川内に関

する経費でございますね。それと、その内容で

ございますね。はい。 

○委員（百田 隆君） はい、そうです。は

い。 

○廃棄物対策課廃棄物対策係長（谷口 徹君） 

 はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、谷口廃棄物対

策課廃棄物対策係長。 

○廃棄物対策課廃棄物対策係長（谷口 徹君） 

 はい。敷川内環境保全対策事業の内訳を申し

上げますと、需用費、これは主に消耗品でござ

いますけども、これが４０００円、それから委

託料、委託料のほうが１２７万６０００円、そ

れから分析業務委託のほうが１７万３０００

円、そして基金のほうに積立金、積立金として

１万円を計上しておりまして、合計１２９万円

になっております。 

○委員（百田 隆君） はい、わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（百田 隆君） はい。 
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○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。予算書の７６ペ

ージのですね一番下のほうの廃棄物対策費のご

み減量化対策事業７０９万４０００円。内訳は

ですね、環境学習とかごみの減量のアドバイザ

ー、生ごみ堆肥化、チラシ作成とありましてで

すね、非常に減量化に努められておりますけれ

ども、この中でですね、生ごみ堆肥化容器設置

助成金で、生ごみ堆肥化の容器は２０万なんで

すね。で、電気式の生ごみ処理機が２１０万。

金額的にはもう１０倍ぐらい多いわけですが、

これ、今、何年ぐらい、何年目前でどのくらい

助成、――基数、機械の数はどのくらいなって

おりますか。 

○廃棄物対策課廃棄物対策係長（谷口 徹君） 

 はい。 

○委員（松永純一君） 合併前はもういいです

から。合併後でいいです。 

○委員長（福嶋安徳君） 谷口廃棄物対策課係

長。 

○廃棄物対策課廃棄物対策係長（谷口 徹君） 

 平成１８年度からの資料しかないんですけれ

ども、平成１８年度が合計１４２で、ほぼ１０

０台程度で推移してまして、ごみ減量非常事態

宣言を出した平成２２年度には、３７０基、合

計で助成をしております。その後、また１２

０、１３０程度で推移しておりまして、で、２

７年度の見込みが１３９ということになりま

す。 

 済いません、トータルの数は、ちょっと今、

出しておりませんので、後ほどお答えさせてい

ただきたいと思います。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。合併後ですね、

毎年百三、四十基、ですからもう１４００基超

えとるだろうと思うんですね。 

 で、これがですね、多分追跡調査をしておら

れないと思うんですけども、これ、堆肥容器に

はですね、なりにくいんですよね。電気式のぐ

りぐり回るやつに生ごみを入れて、乾燥するん

ですよね、基本的に。ですから、その乾燥した

ものが堆肥にはなかなかなりにくいんです。

で、逆に生ごみ容器は、これ安いですよね、３

０００円とか５０００円とかで買えるんです

が、こっちのほうは堆肥がよくできるんです。

ですから、最初はですね、電気式のほうは使い

勝手がよくて使われるんですけども、３年とか

５年になる間にですね、使ってなら、――使っ

ておられるところはあるんでしょうけども、使

わない家庭がですね、かなり出てくるだろうと

思うんですよね。 

 ですから、１回ですね、まあ最近５年ぐらい

のところで、使ってるかどうかっていう追跡調

査を、補助金ですからわかりますので、された

ほうがいいんじゃないかなと思うんですけど

も。案外ですね、もう使わなくなってきている

家庭がふえてきてるんじゃないかなっていうふ

うに思いますので、そこをですね、１回された

ほうがいいんじゃないかなというふうに思いま

す。これ、答え要りません。 

 で、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） もう１つですね、ごみ

の分別収集の件ですけど、３月の市報にたし

か、裏と表どっちかわかりませんけども、分別

収集のと減量化のですねチラシがありました。

で、もうカラーでですね、非常によくできてる

んですけども、分別収集がですね、まだやっぱ

なかなか難しいところがあるんですよね。 

 以前は瓶の４種類っていうのが非常に難しい

ていうのがあって、もうそこは完全にできるよ

うになったと思うんです。ただ、今、金属製の
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ふたとかですね、で、まあ焼酎の４合瓶なんか

にあるのが金属製のふただろうということで分

別をするわけですけども、缶詰の缶のふたとか

ですね、あれはアルミと今スチールが一緒です

から、それに入れてもいいんでしょうけども、

これはふただということで、金属製のふたに入

れる人も中にはいるんですよね。その辺の分け

方っていうのが、詳細がないとなかなかわかり

にくいところがあるもんですから、もしチラシ

をつくられるときはですね、そういうふうに、

もう少し、こう詳細にわたったのがあればいい

なと、この前のあれで見たんですけどね。 

 で、分別で、プラスチックは、まだたしか２

１分類、――２２の中に入ってないと思うんで

すが、これは見通しはどんなですか。プラスチ

ックの分別は。プラスチックは今、分別で取っ

てないでしょう。クリーンセンター持っていけ

ば、直接取ると思うんですけど。かなりです

ね、プラスチックで困る場合があるもんですか

ら、これの分別収集ができるものか、できない

ものか。できるなら、いつごろなのか、検討中

なのか。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川廃棄物対策課副

主幹。 

○廃棄物対策課副主幹兼収集計画係長（宮川芳

行君） はい。今お尋ねのプラスチック製品の

収集ということでよろしいでしょうか。 

 このプラスチック製品の分別収集につきまし

ては、平成２１年から、まあモデル校区で先行

してですね始めまして、現在は全ての地域で、

北部ブロックを除きまして、南部ブロックでは

２２分別、このプラスチック製品の回収を行っ

ております。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 北部地域ていうのは、

どんな、泉あたりは北部地域になっですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川廃棄物対策課副

主幹。 

○廃棄物対策課副主幹兼収集計画係長（宮川芳

行君） はい。北部ブロックにつきましては、

旧八代市と坂本町を除きます、千丁、鏡、東

陽、泉の地域になっております。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） その北部地域は分別し

てないということだろうと思いますので、それ

を、めどとしてどうなのですかということで

す。できないのか、あるいは検討中なのか、や

りたいのか、やりたくないとか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、宮川廃棄物対

策課副主幹。 

○廃棄物対策課副主幹兼収集計画係長（宮川芳

行君） はい。南部ブロックにつきましては、

清掃センターのほうで収集して再資源化を図っ

ていると。それから北部ブロックにつきまして

は、生活環境事務組合のクリーンセンターのほ

うでですね、収集して再資源化を図っていると

いうことで、それぞれの施設と氷川町さんと八

代市ということで分別品目、それから再資源化

の考え方がですね異なっておるというような状

況になっております。基本的には、再資源化を

図る、燃えるごみの減量化を図るという考え方

からはですね、北部ブロックにつきましてもプ

ラスチック製品の回収を将来的には検討してい

きたいというふうに考えております。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 将来的にはっていうの

が、結局北部と南部では収集が、要するには廃

プラスチックについては違うわけですよね。で

すから、そのあたりが、やっぱり市民とすれば

ですね、やっぱり廃プラスチックっていうのは

非常に厄介なものですから、やっぱり収集して

もらいたいていう意向は強いわけですよ。です

から、将来的にはというのは、１０年が将来な

のか、２０年が将来なのかわかりませんけど



 

－21－ 

も、そこはやっぱり生活環境事務組合とです

ね、やっぱり一緒に協議をして進める必要があ

ると私は思いますけど、いかがですか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口廃棄物対策課課

長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 廃棄物対策

課、山口でございます。 

 今の御質問ですが、新センターができますの

で、その新センターの開業に向けまして、その

調整をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員（松永純一君） はい。ありがとうござ

いました。では、また、２９年末ということで

すかね。はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。ま

ずは、部長が最初ですね、おっしゃられたこと

についてちょっとお聞きしたいんですけど、ま

ず課題の中で、斎場の関係、３５年経過してる

という話で、ただ延命計画に沿って施設整備し

ていけば、まだまだ使えます、大丈夫ですよっ

ていう話なんですが、大丈夫なんですか。そ

の、そこら辺のところの大丈夫っていうところ

が、いまいちちょっとしっくりこないんですけ

れども。まあ３５年経過しているっていう中

で、じゃあどれぐらいまで延命化して使ってい

けるのかっちゅのもちょっと不透明かなと思う

んですが。最終的に建てかえちゅうのが、どこ

ら辺のところで予算化ちゅうか、計画されてい

くのかというところをまずお聞きしたいんです

けど。 

○市民環境部長（本村秀一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、本村市民環境

部部長。 

○市民環境部長（本村秀一君） はい。いろい

ろ斎場についても、ほかに老朽化する施設は結

構うちの所管の施設はあります。そういった中

に、斎場については調査した結果が、もう少し

はもつだろうという発言をしましたけれども、

要は、毎年毎年老朽化してるわけですから、維

持管理に関する費用は伴います。適正な維持管

理をしていかぬことには、何もそこに適正に維

持管理をせぬと、そのまま置いとったら、炉に

しても何にしても老朽化してるわけですから、

難しいのかなと思います。そういった中には、

適正な維持管理をすることで、少しでも延命を

図っていくと。 

 年数は、何年もつのかちゅうのは、ちょっと

私はちょっと申し上げられませんけれども、そ

ういった費用をもちながら、少しでも長く延ば

す、これはとまってしまうとどうしてもできぬ

わけですから、斎場についてはですね、どうし

てもできないと。 

 と、調査の結果については、ちょっと課長の

ほうが、課長のほうから発言させます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。山口市民環境

部理事兼環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 はい。環境課長の山口でございます。 

 斎場を本年度、設備の状況調査及び延命化計

画ということで委託しまして、作業を進めてい

る中で、本年度、設備等調査いたしましたとこ

ろ、現在の設備につきましては、先ほど部長か

らありましたように、定期的な改修整備を行っ

ていけば、まだまだ使える状態であるというこ

とで調査結果をいただいております。 

 ただ、いつまで使えるかというようなお話で

ございますけれども、まず建物につきまして

は、耐震診断をいたしました結果、現在の基準

で十分耐震強度は持っているという結果でござ

いました。そういうことで、現在３５年でござ

いますけれども、コンクリート構造物の耐用年
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数からいきますと、まず５０年は耐用年数があ

るということでございますので、今から１５年

から、５５年としましても２０年程度につきま

しては、今の状態の設備を管理しながら、延命

化を行っていきたいということで考えておると

ころでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ありがとうござ

いました。済いません、その延命化計画のほう

ばですね、私もちょっとまだ見れてないという

かですね、見てないもんですから、余りちょっ

と深くちょっとできないんですけれども、こと

し、先ほどですね御答弁の中で、維持管理の関

係で、施設整備の事業ということで２３４７万

ですかね、予算書のほうにはそういうふうに記

載があります。この中で、いろいろと、いろん

な事業があって、この金額が積み上がっとっと

思うとですけれども、この金額が毎年毎年かか

っていくというふうな認識じゃなくてよろしい

んでしょうか。１５年から２０年ぐらいは、こ

れから、今後ももたせますよという話で、毎年

毎年その延命化の工事をしていけば、そうで

す、もっていきますよねって話なんですけど、

ここに書いてあるこの予算２３４７万というの

が毎年毎年上がってくるのか、いや、これがだ

んだん、だんだん少しずつ減っていくのか、ど

うですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、山口市民環境

部環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 本年度お願いしております改修につきまして

は、昨年度か、昨年度ちゅうか今年度行ってお

ります屋上の屋根の防水工事が来年度まで引き

続き行うということの経費も入っております。

それから、これは毎年ですけれども、炉の改修

につきましては毎年させていただいておりま

す。炉の改修につきましては、炉が何炉かあり

ますので、順次状況を見ながら、そのとき一番

するべきところを優先して行っているという状

況です。 

 今後につきましては、炉の改修経費につきま

しては毎年必要となってくると思います。それ

から今回お願いしております屋上防水のように

は、数年ごととか、そういったところで改修が

出てくるというものもございます。それから設

備につきましても、今後は１５年から２０年使

うということになりますと、途中で一旦、延命

化計画にのっとって入れかえというようなこと

も出てまいります。そのときの投資といいます

か経費が、なるだけ平準化するような形で計画

をつくっていきたいということで今後進めてい

きたいと思っております。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 済いません、先ほども言いましたけど、その

延命化計画の中にもですね、ちょっと、――委

員長、ちょっとこれは建設環境委員会で報告さ

れた部分だったですか、以前。 

○委員長（福嶋安徳君） 今の現在の委員会報

告のところですか。 

○委員（野﨑伸也君） まだですか。 

○委員長（福嶋安徳君） まだです。 

○委員（野﨑伸也君） まだですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） あ、じゃあ見ながらで

すね、またちょっとお話しもしたいと思うです

けども、何が言いたいかっていうと、毎年毎年

同じようなこの二千何百万という経費をですよ

１５年から２０年ぐらい使っていくというよう

な話であればですよ、どうしたもんかなという

ふうに思うんですよね。やっぱ新たに施設整備

していくべきかというようなところも考えんば

んといかぬとかなと思いましたんで、そういっ

た内容的なものが、この延命化の計画の中にで

すね、どういった内容で入っているのかちょっ

と確認してから、もう１回皆さんとちゃんと話
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させていただければと思いますので、この件に

ついてはこれで終わりたいと思います。 

 はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 次に、し尿の関係も触

れられました。これで、１０年をめどに新設で

すね、新しい施設が必要だろうというようなこ

とでお話しもされたというふうに思いますけれ

ども、１０年もちますか、大丈夫ですかね。ち

ょっと非常に心配しているところがあるんです

けれども、老朽化というようなところがです

ね。その１０年というのが、その根拠、どうい

った根拠で１０年めどっていうようなところで

話されたのか、ちょっとお聞かせいただきたい

と思いますけど。 

○市民環境部長（本村秀一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、本村市民環境

部長。 

○市民環境部長（本村秀一君） 後で課長がち

ょっと詳しく説明させますけれども、先ほど説

明を私が総括的にしたときに、今議員言われた

ようにですね、これについてはもう５５年を経

過しているという中に、先ほどの斎場について

も延命化計画を２７年度、計画を今立てまし

て、まだ最終的には計画書が上がっていないも

んですから、大体中間的なことで申し上げまし

たけれども、それがでけて、斎場についても延

命化計画がこうなっていますというお話ができ

ていくというふうに思います。 

 それと、衛生処理センターにつきましても、

２７年度は施設の整備方針の基礎とする資料作

成ということで、今現在作成中でございまし

て、１０年をめどに新設備の必要があるという

ことで、老朽化が著しいというような状況です

から、１０年後と、めどにというふうにしまし

たけれども、これも斎場と同じく、その整備方

針を、基礎となる資料を本年度、今２７年度、

準備中でございますので、そういった資料をつ

くり上げてですね、今後、何年後をめどにどう

いったことをするのかちゅうのが見えてくるの

かなというには思います。 

 で、今ちょっと作成中ですので、ちょっと課

長のほうから説明をさせますけれども。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口市民環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 環境課長の山口でございます。（｢市民はつ

かないということでしょう」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、環境課長でよ

かった。失礼しました。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 衛生処理センターに関してでございますが、

まず、１０年程度ということでお話しをしてお

りますのは、２カ年をかけまして消化槽等の改

修工事をさせていただいております。そのとき

に、１０年程度はもたせたいということでお話

しをいたしまして予算化していただいたという

経緯がございまして、私たちとしても、それを

めどに延命化といいますか、なるだけもたせて

いきたいという思いで、１０年はもたせたいと

いうことで考えとることです。 

 それから、この今後のことでございますけれ

ども、今現在、幾つかのプランということで考

えとるところでございます。今の施設をそのま

ま新しくつくりかえるのかとか、ほかとの処理

施設との連携ができないかと、そういった方面

で、メリット、デメリットを合わせたところ、

それから補助金が使えるのか使えないのか、そ

ういった点も含めまして、今、基礎の資料とい

うことで作成をしているところでございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

資料のほうも、またでき上がった段階でです

ね、委員会のほうにきちっと説明いただけれ

ば、またそこでお話しをさせていただければと

思います。 

 で、済いません、ちょっと難しい話だろうと
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思うですけど、ざっくりなんですけど、斎場を

新しくつくるとか、今言われたし尿の関係とか

ですね、つくるてなった場合、幾らぐらいかか

るもんなんですか。まあ、難しかだろうばって

んが、じゃあ当時のやつでも結構です。この建

てたときでも結構なんですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 ざっくりというお話でございますけれども、

まず衛生処理センターにつきましては、連携を

する場合とか、新しく完全につくる場合とか、

いろいろ方法がありまして、幅がございますの

で、まず１０億から２０億の間というような形

で今思ってるところでございます。 

 それから、斎場につきましても、用地の問題

を抜きまして、約１１億程度というような、新

設の場合ですね、というようなことでございま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、ありがとうござ

いました。 

 引き続き質問してよろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。予

算書のですね７７ページになります。一番下の

ところで、ここが一番下のところがあれですよ

ね、多分いろいろと今現状の中北の関係とかの

予算が入ってる部分かなと思うんですけど、大

丈夫ですかね。それでよかったですか、間違い

ありませんか。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 で、ここの関係でですね、ごみ処理施設の整

備事業ということで、ことしも９１００万ぐら

いですかね、ありますね。去年も、２７年度も

ですね、また９０００万ぐらいということで、

毎年大体１億円ずつ施設整備やってこられると

思うんですけれども、２８年度のこの施設整備

の事業９１６９万８０００円、この内訳をちょ

っと教えていただきたいんですが。 

○廃棄物対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭

一郎君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 竹下廃棄物対策課施

設管理係長。 

○廃棄物対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭

一郎君） 廃棄物対策課の竹下です。お願いし

ます。 

 約９０００万の中で一番大きいのがですね、

焼却炉及び供給クレーンの分解点検整備費とい

うことになります。これが約６３００万円予算

で上げております。その他の部分につきまして

はですね、突発修繕費という金額２５０万、あ

と焼却炉関係の修繕費７００万、あとバグフィ

ルターの取りかえ費５００万ということで上げ

ております。あとは、その他電気関係とかです

ね、附帯設備関係ということで予算を上げさせ

ていただいております。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。たしか２７年度

もですね、クレーン分解整備とかっていう話

で、同じような金額がですね予算されたとった

っですよ。これは、ことしのやつは、また、―

―２基やったですかね、多分、あるかと思うと

ですけれども、それを交互にこうやるっちゅう

話なんですか。１基を２７年度、２８年度って

いう話なんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 竹下施設管理係長。 

○廃棄物対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭

一郎君） 清掃センターのほうにはクレーンは

１基しかございません。１基が壊れますと、清

掃センターの焼却炉のほうにごみを搬入するこ

とができませんので、その全体的な工事ていう

のが、停止期間ていうところも絡んでまいりま

すので、その年、その年で、古い部分ていいま

すか、そういう部分を抽出して、短期間ていい

ますかですね、ピットとかの状況に応じて作業

を進めています。ですので、毎年一緒のところ
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ではなくて、悪いところ、モーターが悪ければ

モーター部分、電気関係が悪ければ電気関係と

いうふうなところで、抽出した形で毎年違うと

ころを一応行っていっている状況でございま

す。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 何となくですね、予算をずっと毎年毎年見る

中で、大体中北の施設整備で大体１億円ずつぐ

らい毎年出てるんですよね。これが完了すると

かっていうのがあるんでしょうか。ずっと使い

続けるまで、この１億円ちゅうのがずっとかか

っていくんですか。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） この清掃セ

ンターにかわる新しい一応施設がですね、環境

センターが、平成３０年度から供用開始しま

す。それをめどに、この清掃センターに関しま

しては維持管理をやっていくということになり

ますので、そういったところを考えながら補修

していくと。その後は新しい施設に移行してい

くということになります。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） じゃあ完了、移行する

までは、ずっと１億円続くて話ですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 竹下施設管理係長。 

○廃棄物対策課副主幹兼施設管理係長（竹下圭

一郎君） 完了するまではですね、新しい清掃

センターに移行するまではですね、これに近い

額が上がってくるかと思います。ただ、そこに

移行するまでに必要でない修繕等については、

削減を一応考えてはおりますけれども、炉の傷

みとかですね、機械関係は、どうしても古いも

のが多ございますので、その中でやっていこう

というところでは考えております。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

言わんとするところはそこなんですよね。やっ

ぱ、もうしなくていいとか、そういうところも

やっぱ考えながらですね、予算化していってい

ただければと。毎年毎年こう１億円ずつ、こう

何か上がってきたっていうようなイメージがあ

ったもんですから、そこのところちょっと注意

していただきたいなというのがあります。 

 で、済いません、また予算書のほうに戻りま

す。７８ページ、節１３の委託料７億８１８２

万１０００円というのがありました。で、説明

の中で、この中に、この７億８０００万の中に

は外部処理委託の関係の金額、お金もですね含

まれてますよっていうような説明だったかとい

うふうに思いますけれども、最近のですね外部

委託の、済いません、委託料とか金額の推移ば

ちょっと教えてもらいたいんですが。 

○委員長（福嶋安徳君） 坂口廃棄物対策課課

長補佐。 

○廃棄物対策課長補佐（坂口初美君） はい。

失礼します。廃棄物対策課、坂口です。 

 外部委託のほうに関して、大牟田・荒尾のほ

うのお話でよろしいでしょうか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○廃棄物対策課長補佐（坂口初美君） ＲＥＦ

のほうについては、昨年度の実績が１６２９ト

ンを搬出しまして、６９２３万６８７８円、約

７０００万ほど搬出をしております。 

 ことしもですね、先ほど施設の係長のほうか

ら申し上げましたとおり、クレーンの修繕と

か、ああいうことで炉をとめるという期間がご

ざいまして、ことしは少し期間を長くとった関

係で、大体１６００トンほどの搬出を予定して

おりまして、金額的にもほぼ前年並み６９００

万前後の支出になるかと予想しております。 

 以上です。 
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○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

先ほどですね、部長のほうからも、燃えるごみ

はですね、減少中だったですかね、そういうふ

うなあったっですけれども、総量がですね減少

していけば、外部委託ていうのも減っていくは

ずというふうに思うんですが、そこら辺のとこ

ろのですよ、ごみの推移というか、これまでず

っと何か建設環境委員会のほうでも御報告いた

だいとったと思うとですよね、資料とかいただ

いて。最近それがなくなってきたんじゃないか

なというふうに思いましたんで、そこら辺のと

ころ、ちょっとまたですね、中北の環境センタ

ーがまだ終わらないですから、稼働中ですん

で、また、ごみの非常事態宣言も何となく市民

の中ではもう忘れ去られているような気もすっ

とですけれども、そこら辺のところの推移につ

いてもですね、やはりちょっと定例会ごとにも

ですね、よければお示しいただいて、説明して

いただければなというふうに思います。これは

意見ですので、よろしくお願いいたします。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） よろしゅうございます

か。 

○委員（野﨑伸也君） 先どうぞ。 

○委員（古嶋津義君） じゃ、お待たせしまし

た。山口課長にちょっとお尋ねですが、先ほど

斎場、それぞれの施設については、老朽化をし

ているから延命化を図るということで、その辺

のところは理解をいたします。火葬場について

は３５年、東陽にあるのも、多分平成四、五年

につくったから、二十数年もうたってると思い

ます。 

 そういう中で、八代にあります火葬場の火葬

炉の数は幾つぐらいあるのか。それと相互利用

がありますので、１体火葬するのに幾らなの

か。それと、市の墓地があると思います。その

残の残っている区画はどれくらいあるのか、そ

れをまず最初お尋ねさせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 まず１点目でございます。市の斎場の炉でご

ざいますけれども、４基で運転を行っておりま

す。 

 それから、斎場の使用料でございます。斎場

の使用料につきましては、区域内の御利用いた

だくという場合は、大人で５０００円、それか

ら子供の場合が３５００円と、あとは死産児と

か、そういったところで取り決めをしておると

ころです。（｢墓地の」と呼ぶ者あり） 

 それから、墓地の残区画でございますが、現

在はゼロでございます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。相互利用につい

ては、お互いに何か契約か何か結んであるとは

思いますけれども、ぜひその辺のところがです

ね円滑にいくようにお願いをしておきたいと思

います。特に、ことしの１月２４、２５の大雪

でですね、東陽の斎場のほうが、ちょっと坂が

上りきらぬでですね、こちらにお願いをしてあ

ったというふうに思いますけれども、その辺の

相互利用については、よろしくお願いをいたし

ます。 

 次にですね、太陽光、地球、ここは何か―

―、環境保全対策課のほうにちょっとお尋ねを

いたします。 

 実は、太陽光についてですね、市民の方から

御相談がありまして、固定資産税のつくとかい

というお話がありましたもんですから、ちょっ

とお尋ねをいたします。前はつかぬだったちゅ

う話で。１億５０００万でですね買ってから建

てられたところが、去年まではかからぬで、こ

としはかかったちゅう話で相談に来られました

ので、その辺わかる範囲で結構ですので。 
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○委員長（福嶋安徳君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 お尋ねの件につきましては、ちょっと当方、

当課では把握していない状況でございます。申

しわけございません。 

○委員長（福嶋安徳君） 固定資産税課でなか

らんばわからぬか。 

 はい、ほかにありませんか。 

 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。同じ今、太陽光

発電システムの設置補助金ていうのだったん

が、これ地球温暖化対策推進事業ということ

で、来年度ですね１５００万ですかね、ほどて

いうこと。そのほとんどが太陽光システム設置

補助金ということだというふうに説明で伺いま

して、こちらについては、部長のほうからもあ

りましたけれども、目標として、八代市の目標

としては１０％ですよね、目標掲げて、それは

世帯の１０％ちゅうことだろうというふうに思

うとですけれども――。（｢世帯数」と呼ぶ者

あり）世帯数の１０％が目標だったという話だ

ったと思うんですが、それは、もう２７年の１

２月には、もう１２.５％まで普及をさせたと

いうことで、ある一定の成果ちゅうか、もう目

標を達成したちゅうことなんですよね。ただ、

それにもかかわらず、またこのように１３００

万ほどの予算計上されているというところの、

その考え方ですよね。目標は達成した、でもま

だまだせんばいかぬというようなところ、ここ

ら辺のところがちょっとわかりにくい。ちょっ

と御説明いただきたいんですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 温暖化対策ということで、総合計画につきま

して１０％ということでうたっとるわけなんで

ございますけれども、温暖化、地球温暖化ちゅ

うのは、全世界的、日本においても今後も引き

続き推進していくべき内容だということで捉え

ておりますことから、八代市でもその方向で、

今後とも引き続き実施をしていきたいというこ

とで継続をさせていただきたいということでご

ざいます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

この昨年度のですよ、昨年度ちゅうか２７年度

ですかね、予算に対してほぼ使い切ったという

ような利用状況があったんでしょうかね、多

分。それだけニーズがあるから、また今後もっ

ていうような話なんだろうかなというふうには

思うんですけれども、どうですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 補助金の消化率でございますけれども、２月

末現在でございますが、今９０％ほどの御利用

があっているところでございます。ただ、利用

件数のほうですけれども、買い取り価格のほう

が少しずつ下がってきているというような状況

もありますことから、少しずつ利用件数のほう

は下がってきている状況でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今おっしゃった

とおりだと思うんですよ。買い取り価格がです

ね、どんどん、どんどん下がっていく。最終的

にはですね、もうなくなるんじゃなかろうかと

いうようなところまでですね予測されるっじゃ

ないですか、今の世の中の状況からいけば。

で、そういった中で、先ほどの目標値の関係

も、もう達成しとるということであれば、もう

直ちにこれをどうにか、方針の中でですよ、変

えていかないかぬというのもあるじゃないです

か。その計画年度がどんぐらいあるとかちょっ

とわかりませんけれども、そこら辺のところの

回転をしていかぬといかぬと思いますし、以前

はつくったときには、太陽光というのはニーズ

があったし、買い取り価格も高かったというよ

うなことだったんですけど、今の世の中の状況
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を見たら、また変わってきているというような

ことであれば、太陽光のシステムじゃなくて、

違う方向でですね、地球温暖化防止の対策をや

っていくべきじゃないかと思うんですよ。 

 例えば、今、蓄電ですよね、そういったもの

に対して、八代市のほうでは補助がない、ま

だ。そういったものをニーズとして捉えておら

れる、欲しがっている方っていうのもですね、

多分おられると思うんですよね。 

 そういったところも踏まえて、また計画の変

更とかですよ、目標値の変更も踏まえて、来年

度予算についてはですよ、再来年度予算ですよ

ね、ついては、ちょっと考えていただきたいな

というふうに思いますんで、今年度、２８年度

の関係についても、執行率とか、そういうとこ

ろのちょっとチェックは私もしていきたいと思

いますので、部長におかれましては、そやんと

こも今後のですねニーズとかっていうのもやっ

ぱ考えて、計画、予算立てのほう、お願いした

いと思います。意見です。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 昼前に１つだけ、山口

課長、山口課長にちょっと要望をしておきま

す。 

 先ほど松永委員から、ちょっと分別のお話が

ありましたが、今度環境センターができますの

もストーカー方式でございますので、ぜひビニ

ール系のですね、やぱっりごみについては、分

別をされるように。ビニール系はやっぱ燃やす

と高温になりますので、炉を傷める可能性が大

変高いもんですから、その辺のところはしっか

り分別をしていただきたいと要望しておきま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） 要望でよかですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 済いません。先ほど

のですね、衛生処理センター、１０年後ていう

ことなんですけど、５５年経過したということ

の中で、斎場のほうは耐震診断をされてるとい

うことだったですけど、こっちのほうは耐震診

断のほうはされてるんですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 衛生処理センターにつきましては耐震診断は

しておりません。非常に古い施設でございまし

たということもあると思いますけれども、耐震

性といいますか、管理棟につきましては木造と

いうことで、対象となっておりません。あと

は、施設につきましては、それぞれの消化槽で

すとか、あとは水処理施設ですとか、コンクリ

ート構造物も耐用年数を過ぎておりますので、

その点からいけば、もう改修すべきということ

で考えております。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 緊急的に改修は必要

だということで、先ほど１５年もたせたいとい

うことで耐震診断しました、でもこちらのほう

は耐震診断するまでもないというような理解で

よろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境課長。 

○市民環境部理事兼環境課長（山口 剛君） 

 衛生処理センターにつきましては、もう３年

ほど前に、コンクリート構造物が落下とか、そ

ういう事態が発生しましたので、そのときに調

査できる範囲で行いまして、補強策ということ

で補強をさせていただいております。ただ、そ

れも一部でございまして、まだまだ古くなっ

て、構造が弱くなっているというところは大多

数あるという状況でございます。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。わかりまし
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た。今の状況がですね非常にせっぱ詰まった状

況にあるということですね。 

 それと――。はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。どちらで言お

うか迷ったんですけど、生活環境事務組合との

件で、２月に答申されてた分の回答が２月いっ

ぱいで戻ってきているということを聞いてるん

んですけど、そちらのほうの回答というのは戻

ってきてるんですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。２月１日に県のほうに三者連名におきまし

て照会文書を提出しております。それの回答に

つきましては２月中にということだったんです

けれども、２月末になりまして、県のほうか

ら、今決裁を行っている最中であるということ

で、それにちょっと時間をかかるかもしれませ

んということで、事務組合を通しまして、こち

らのほうに連絡があってるところで、まだ回答

文書のほうは手元のほうに届いておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） めどっていうのは、

まだわかんないということでよろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。めどのほうは、ちょっとまだ情報のほうが

入ってきておりませんので、それをまた確認し

ながらやっていきたいと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。予

算書の７８ページの一番上になります。ここで

役務費ということで１０００万ほどですねあり

ます、金額が。説明の中で、これは、ごみ袋で

すよね、の販売手数料というようなことでお話

があったかと思いますけど、販売手数料ていう

ことについて、お幾らお支払いされているの

か、どこに払われているのか。払われている経

緯とか、どこでそういうふうに使われているの

かがちょっとわかりませんので、ちょっと説明

をお願いしたいと思うんですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川収集計画係長。 

○廃棄物対策課副主幹兼収集計画係長（宮川芳

行君） 有料指定袋の販売手数料でございます

けれども、この有料指定袋の流通といいますの

が、まず有料指定袋を作製ということで、印刷

製本費でですね作製しまして、それを流通の過

程でですね、問屋さんていう形でですね９社に

委託をしまして、問屋さんのほうにその袋を配

送すると。その問屋さんのほうがですね、市内

の小売店――スーパーですとかコンビニですと

か、そういったお店、市内に約３６０店舗ぐら

いございますけれども、そこに配送して、その

小売店がですね市民の皆様に販売をすると。

で、この小売店のほうがですね、この小売を行

った際のごみ袋１枚当たりの手数料ということ

で、１枚当たり２円をお支払いしております。 

 この流通の経緯、それから、この２円お支払

いするという経緯につきましては、有料指定袋

の導入際にですね、先進自治体等を参考に、こ

ういった形で導入をしたということでございま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。１

枚当たり２円ということで、金額、予算の金額

ば、ちょっともう１回教えてもらってよかです

か。この予算、役務費て１０００万ほど書いて

あっとですけど、それ全部なんですか。 
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○委員長（福嶋安徳君） 宮川収集計画係長。 

○廃棄物対策課副主幹兼収集計画係長（宮川芳

行君） 来年度要求しております予算額につき

ましては１０２０万円でございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。これも毎年大体

同じような額が、そうですね、上がってくるか

なというふうに思うんですけど、市内の小売さ

ん、３６０店ありますよっていう話の中で、そ

こにお支払いする金額という理解すればよろし

いですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川収集計画係長。 

○廃棄物対策課副主幹兼収集計画係長（宮川芳

行君） 小売店さんには直接お支払いはせずに

ですね、全て市と問屋さん――。（委員野﨑伸

也茂君「問屋」と呼ぶ）との間で、契約してお

支払いするという形になっております。この１

枚当たり２円の額を問屋さんにお支払いして、

問屋さんが小売店にお支払いするというような

形式でございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。問

屋、業者さんにお支払いされるということで、

導入の、お支払いする経緯というのが、この指

定袋有料化を導入されたときの何かという話だ

ったんですが、そこのところばちょっと聞きた

いんですけど、何でそういうふうにお支払いす

るようになったのか。何か理由があってお支払

いするようになったちゅう話だろうけんが、済

いません、導入時のときの話が、ちょっと私わ

からないもんですから、済いません。 

 ちなみに、その問屋さんていうのは、何とか

株式会社とか、何とか有限会社とか、そういう

ところなんでしょうか。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮川収集計画係長。 

○廃棄物対策課副主幹兼収集計画係長（宮川芳

行君） まず、この手数料をお支払いするとい

うのは、小売店さんがですね市民の方に販売さ

れるという手間に対してお支払いすると、先進

自治体に倣って導入したということでございま

す。 

 それから、問屋さんでございますけれども、

現在９社、株式会社南さん、沖田商店、小林商

店、ハチカ商事、熊本酒井物産、八代市商工

会、鏡町区長会、千丁校区長会と高山利徳商店

の９社になっております。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 売っていただく手間賃

ということなんですね。で、問屋さんのほうも

何かいろいろちょっと今聞いたんですけど、わ

かりました。確認したかったんでちょっと聞い

たんですけど、また――。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、あとお尋ねに

なりたいところは、課のほうに。 

○委員（野﨑伸也君） はい。個別でまたちょ

っとお話しさせていただければと思いますん

で、わかりました。何となく今のところではわ

かりました、予算のあれが、はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 ちょうどお昼にもなりましたので、ここで質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） 先ほどの話、衛生処理

センターですが、これからも修繕していく必要

があるというふうに、ごもっともですが、これ

は生活にですね欠かせない施設でもあります

し、できたらですね、しっかりした計画を持っ

て、新しいものをつくるか、そういうことも考

えてほしいと思います。 
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 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 以上で、第４款・衛生費中、市民環境部所管

分についてを終了します。 

 午前中の審査を終了し、しばらく休憩いたし

ます。午後は１時から再開いたします。 

（午後０時０７分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（福嶋安徳君） こんにちは。（｢こ

んにちは」と呼ぶ者あり）休憩前に引き続き、

建設環境委員会を再開いたします。 

 午後の審査に入ります前に、午前中に行いま

した第４款・衛生費の質疑に関連して、執行部

から発言の申し出があっておりますので、これ

を許します。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。先ほ

どの補正予算の審議の中で、古嶋委員から、負

担金の中で、協議等を行う中で九州電力から負

担金を４億円というふうに打診されたというふ

うに説明しましたが、これを訂正いたします。 

 協議を行う中で、市の積算に基づいて算定し

た額が４億円でございました。その後、電気事

業法に基づき、九州電力の産業経済大臣の許可

を受けた供給約款に基づき算定された費用が１

億３３７０万円となります。これを適正として

判断して計上したということでございます。 

 それから、野﨑委員の質問の中で、九電しか

できないのかという質問に関しまして、これ

は、電気事業法に基づき経済産業省から許可を

受けた九州電力しか送配電はできませんので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。なお、ただい

まの回答に対する質疑等については、後ほど各

委員個別にて執行部へお尋ねいただきますよう

に御協力をお願いいたします。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口廃棄物対策課課

長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。午前

中、委員から御質問いただきました生ごみ堆肥

化容器の助成等の実績についてでございます。 

 平成１８年から平成２６年までの９年間の実

績でございまして、堆肥化容器が８２３基、８

２３基です。電気式処理機が５４５基、５４５

基でございます。合計しまして、１３６８基を

助成いたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 ただいま、お二方からの回答に対する質疑等

については、後ほど各委員個別にて執行部へお

尋ねいただきますよう御協力をお願いいたしま

す。 

 以上です。ありがとうございました。（｢あ

りがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 次に、第７款・土木費、第１０款・災害復旧

費及び第１２款・諸支出金について、建設部か

ら一括して説明願います。 

○建設部長（市村誠治君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） はい。平成２８年

度当初予算の説明に当たりまして、まず私よ

り、一般会計当初予算及び２特別会計、農業集

落排水処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事

業並びに１企業会計、公共下水道事業の当初予

算における建設部所管の事業について総括を述
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べさせていただきます。座って説明させていた

だきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○建設部長（市村誠治君） 御存じのとおり、

建設部が所管します事業につきましては、ハー

ド事業として道路や公園、区画整理、下水道、

港湾、公営住宅などの都市基盤整備事業及び道

路のり面や河川などの治山治水事業並びに市街

地における建築物や土地利用の規制、誘導など

のソフト事業を行っておりますが、どの分野に

おきましても重要な事業と考えております。 

 平成２８年度予算においては、前年度と比較

しまして６億３４５０万６０００円、１０.９

％増の予算総額、予算額６４億５６９２万７０

００円を計上しております。 

 予算増の要因としましては、２８年度完成に

向けた南部幹線と西片西宮線の整備を初め、橋

梁補修及び道路のり面対策の推進や老朽空き家

除却の拡充、また鏡港の泊地しゅんせつ、日奈

久浜町ポンプ場の電気施設改築が主なものであ

ります。 

 平成２８年度におけるそれぞれの主要事業と

いたしましては、まず、一般の道路では、鏡町

の今年度踏切拡幅が完了し、２８年度完成予定

の野津橋小路長溝線の改良工事や千丁町の東西

アクセス道路、新牟田西牟田線の用地補償を予

定しております。 

 都市計画道路では、南部幹線における債務負

担による２８年度発注の南川橋梁下り車線の上

部工工事や舗装照明施設、植栽を行い、同じく

２８年度完成を予定している西片西宮線では、

発掘調査の結果の取りまとめや改良工事及び舗

装、そして、次の施工区間の事業認可手続を行

う予定であり、南部幹線に接続する八の字線に

ついては、用地補償などの整備を継続して行う

こととしております。 

 また、生活道路の改良等では、地域の要望な

どに応じて必要性や緊急性の高いところから順

次行うこととしており、維持管理では通行の安

全確保のため、補修修繕等の適切な対応に努め

ます。 

 その他山間部においては、モルタル吹きつけ

や防護ネットなどによる災害防除事業も順次工

事を行っていく予定であります。 

 次に、橋梁維持では、老朽化が進む橋梁につ

いて、５年に一度の近接目視点検の義務化に伴

い、４８５橋の詳細点検業務、また橋梁長寿命

化計画に基づき、坂本町中谷橋など１２橋の補

修工事を行う予定であります。 

 次に、公園では、安全安心対策緊急支援事業

を活用しての球磨川河川緑地のトイレ改築、公

園施設長寿命化計画に基づき、鏡町内田公園な

ど４公園の遊具などの改築を行うこととしてお

ります。 

 次に、区画整理では、継続して八千把地区区

画整理事業を行っていく予定であります。２８

年度は、事業地内の都市計画道路の築造工事及

び区画道路や宅地整地の工事を行うとともに、

保留地の販売促進を図ります。 

 次に、公営住宅では、公営住宅ストック総合

改善に基づき、築添団地、麦島団地、高島団地

の外壁や屋上防水などの修繕、古い空き家のう

ち、沖町団地団地など３棟の解体を行うなど、

適切な維持管理に努めます。 

 次に、河川では、日奈久の大坪川など１５河

川の改修工事、港湾では、鏡港の泊地のしゅん

せつ、都市下水では、用途地内の排水路の整備

として、鏡町下有佐東寄田などの１６カ所の工

事、そして、築３５年経過した日奈久ポンプ場

の改築を引き続き行うこととしております。 

 次に、ソフト面の老朽危険空き家除却促進事

業では、平成２８年度より１０戸多い４０戸の

の老朽危険空き家の除却を予定しており、ま

た、増加傾向にある空き家の利活用促進と移住

定住促進のための空き家バンクの開設を行いま

す。 
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 それから、特別会計の農業集落排水処理施設

事業、浄化槽市町村整備推進事業及び平成２７

年度から企業会計に移行した公共下水道事業で

は、雨水対策を初め、本市の汚水人口処理普及

率が全国平均８９.５％に比較し６３.４％と低

い状況の中、引き続き面的整備を行い、水洗化

の普及促進を図るとともに、経営の安定化、効

率化を行っていくこととしております。 

 農集、浄化槽事業では、主に維持管理、公共

下水道事業では、雨水整備として、八千把、松

高地区の一部の浸水防除のための雨水貯留施設

６カ所を計画しており、平成２８年度は北部中

央公園内に設置する貯留施設の実施設計業務委

託と管渠整備工事を行う予定としております。 

 また、汚水整備では、旧八代と千丁、鏡の下

水道未整備地区について、引き続き面整備を行

います。 

 平成２８年度当初予算におきましては、２特

別会計、１企業会計とも、まだまだ一般会計か

らの繰入金に頼らざるを得ない状況であります

が、対前年度当初予算より約２２３２万３００

０円の縮減に努めたところであります。 

 以上、述べました事業が、平成２８年度の主

要事業でありますが、いずれの事業も、本市の

災害に強い、安心で安全なまちづくりに寄与す

るものでございます。 

 今後とも、各事業におきましては、市財政の

厳しい状況の中、さらなるコスト縮減はもとよ

り、国・県の補助金の活用など、積極的な予算

確保に努め、事業推進を行うこととしておりま

す。 

 以上、平成２８年度当初予算に当たりまして

の総括といたします。 

 続きまして、本委員会に付託されました議案

第１０号・平成２８年度八代市一般会計予算

中、当建設部所管分について、閘次長並びに関

係課長より説明させますので、よろしくお願い

いたします。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 閘建設部次長。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建設部次

長の閘でございます。座って説明をさせていた

だきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○建設部次長（閘 賢一君） それでは、平成

２８年度八代市一般会計予算書の７ページをお

開きください。 

 第１表、歳入歳出予算の歳出分でございま

す。先ほど部長が申しましたように、款７・土

木費では、予算額６４億５６９２万７０００円

を計上いたしております。前年度と比較しまし

て６億３４５０万６０００円、１０.９％の増

でございます。 

 各項でございますが、項１・土木管理費では

２億３８８５万１０００円で、対前年度比２％

の増、項２・道路橋梁費では１８億６４２２万

１０００円で、対前年度比６.３％の増でござ

います。 

 ８ページをお願いいたします。 

 項３・河川費では６８０３万６０００円計上

しており、対前年度比４％の減、項４・港湾費

では３億２３９５万３０００円で、対前年度比

２％の減でございます。項５・都市計画費では

３８億３３１万３０００円計上で、対前年度比

１５.９％の増、項６・住宅費では１億５８５

５万３０００円計上で、対前年度比５.３％の

増でございます。 

 １０ページをお開きください。 

 第３表、債務負担行為では、表の下から３行

目にあります日奈久浜町ポンプ場電気設備改築

工事・その２で、期間を２９年度まで９６００

万円を設定いたしております。 

 日奈久浜町ポンプ場は、平成２６年度より、

長寿命化計画を踏まえた施設の改築更新工事に

着手しており、平成２８、２９年度にかけて、
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排水ポンプ監視制御盤及び受変電設備を改築更

新することとしております。 

 続きまして、目ごとの主な事業と内容につい

て御説明いたします。なお、各目の記載の節２

・給料から節４・共済費までは職員の人件費

で、その職員数は説明欄に記載しておりますこ

とから、説明は省略し、主な節の内容や説明欄

記載の事業について説明いたします。 

 ９１ページをお開きください。 

 項１・土木管理費、目１・土木総務費では、

５２３２万３０００円計上しておりまして、節

７・賃金３１２万１０００円は、登記事務嘱託

職員２名分の人件費でございます。 

 目２・建築総務費では、１億８６５２万８０

００円計上しており、節１・報酬１０万７００

０円は、年３回開催予定の建築審査会委員５名

分の報酬費でございます。節７・賃金１０４１

万５０００円は、建築基準法第１２条２項及び

第４項に基づく市有施設の法定点検に係る非常

勤職員４名分の人件費でございます。節１２・

役務費７６万２０００円は、バリアフリー法認

定並びに省エネ法認定に伴う２件分の構造計算

適合性の判定手数料が主なものでございます。

節１３・委託料８０４万２０００円は、空き家

バンク事業が主なもので、平成２６年度から２

７年度にかけ、市内全域で約２８００カ所の１

戸建て住宅の空き家調査を実施中であり、２８

年度は、この調査で判明した空き家の所有者を

固定資産税台帳等で照合し、データベース化を

図るものです。節１９・負担金補助及び交付金

３１４３万５０００円は、説明欄に記載してお

りますユニバーサルデザイン建築物整備促進事

業では、店舗や飲食店等、公共性の高い既存の

民間建築物の出入り口やトイレ等の特定施設の

バリアフリー化改修整備に対し２００万円、ま

た、老朽危険空き家等除却促進事業では、市内

に放置された老朽危険空き家の除却を促進する

ために昨年度より拡充を行い、４０件分の２４

００万円を補助することとしております。さら

に、民間建築物耐震化促進事業では、民間建築

物の耐震化を進めるための耐震診断及び耐震改

修を支援する２０６万円が主なものでございま

す。 

 ９２ページをお願いします。 

 項２・道路橋梁費、目１・道路橋梁総務費で

は１億８４１６万円を計上しております。節７

・賃金１４８万９０００円は、官民境界確定と

道路台帳システムと合わせた情報のデータ化作

業に従事する非常勤職員２名分の人件費で、節

１３・委託料３０３５万２０００円は、道路台

帳作成及び修正委託に係る費用でございます。 

 目２・道路維持費では３億９２９１万１００

０円を計上しております。主な事業といたしま

しては、説明欄の交通安全施設整備事業３６７

３万８０００円は、市内一円の防護柵やカーブ

ミラー、区画線の設置、道路維持事業３億４０

８９万９０００円では、市内一円の道路の補修

や修繕を行うものでございます。 

 節ごとの主なものを説明いたします。節１１

・需用費８４７９万９０００円は、市内一円の

道路側溝や舗装、交通安全施設の修繕、そのほ

か街路灯の電気代が主なものでございます。節

１２・役務費６７２万円は、道路側溝のしゅん

せつや清掃手数料などでございます。節１３・

委託料５８３０万３０００円は、八代緑の回廊

線ほか３５路線の街路樹管理委託に２０００万

円、市内一円の道路清掃、除草作業委託に２１

００万円、そのほか道路パトロールなど施設管

理業務委託等の９９７万３０００円が主なもの

でございます。節１５・工事請負費２億１３１

７万２０００円は、市内一円の防護柵等の交通

安全施設整備に２２１８万円、また、松崎町横

手町線、通称緑の回廊線への視覚障害者誘導ブ

ロックの設置事業ほか市内一円の舗装、のり面

等の維持工事に１億９０９９万２０００円が主

な支出となっております。節１６・原材料費２
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６９９万７０００円は、生コンやストックアス

ファルトなど道路補修資材の購入費２２１９万

７０００円及びカーブミラーなどの交通安全施

設の購入費４８０万円でございます。 

 目３・道路新設改良費では１０億４９５３万

４０００円計上しております。主な事業としま

しては、説明欄の単県道路負担金事業２４６７

万５０００円は、県が行う道路整備に対する市

の負担金で、負担率は道路改良の補助事業で

５.２５％、県単独事業の道路改良及び美化側

溝事業が１５％でございます。市内一円道路改

良事業８億７９８０万円は、国の社会資本整備

交付金事業として、鏡町有佐駅前の野津橋小路

長溝線改良事業に４５００万円、東西アクセス

道路事業として２５年度より着手しました千丁

町の新牟田西牟田線改良事業に１億３００万

円、また、今年度より、永碇町高島町線に１０

００万円を計上し、実施するものでございま

す。そのほか、市の単独事業としまして、道路

歩行空間バリアフリー化推進事業に５６００万

円、生活道路など一般道路新設改良事業に６億

６５８０万円を計上しております。 

 節ごとの主なものを説明いたします。節１３

・委託料８８８０万円は、永碇町高島町線ほか

３６路線の測量設計業務委託５０８０万円と、

新牟田西牟田線におきましては、県が行います

新八代停車場線との交差点部の用地及び家屋移

転補償が重複するために、熊本県へ委託する３

８００万円でございます。節１５・工事請負費

６億８５７０万円は、永碇町松崎町２号線ほか

４路線の歩行空間バリアフリー化推進事業を含

む道路改良事業６７路線が主なものでございま

す。節１７・公有財産購入費３４４０万円は、

坂本町の横石小川線ほか８路線の道路改良に伴

います用地購入費でございます。節１９・負担

金補助及び交付金２４６７万５０００円は、県

が行います県道郡築横手線ほか７路線の道路改

良事業負担金２０１７万５０００円ほか県道の

美化側溝事業に伴う負担金４５０万円でござい

ます。節２２の補償、補塡及び賠償金６６９０

万円は、千丁町の新牟田西牟田線ほか８路線の

物件補償移転に要する費用でございます。 

 目４・橋梁維持費では２億４１１万６０００

円を計上しております。主な事業としまして

は、説明欄、市内一円橋梁維持管理事業に４１

１万６０００円、橋梁の老朽化が進む中、予防

保全的な対策である橋梁長寿命化修繕事業に２

億円計上しております。 

 節ごとの主なものを説明いたします。節１１

・需用費１６１万６０００円は、市内一円の橋

梁防護柵などの修繕料、節１３・委託料９００

０万円は、５年に一度の近接目視点検の義務化

に伴います４８５橋の詳細点検業務委託７３０

０万円と泉町の犬山橋、鏡町の新鏡川ほか３橋

の補修工事に伴う設計業務委託１７００万円で

ございます。節１５・工事請負費１億１２５０

万円は、橋梁長寿命化計画に基づいた催合１号

橋及び坂本町の中谷橋ほか１０橋の補修工事が

主なものでございます。 

 目５・橋梁新設改良費では３３５０万円計上

しており、節１５・工事請負費２９９０万円

は、鏡町の郷開工業団地１号線１号橋及び千丁

町の古閑３号線１号橋ほか２橋の改修に要する

費用でございます。 

 ９４ページをお開きください。 

 項３・河川費、目１・河川費では６８０３万

６０００円を計上しております。説明欄、県河

川海岸事業費負担金事業１１１５万円は、県が

行います河川改修や急傾斜地対策事業及び河川

事業に対する市の負担金で、市内一円河川改修

事業、――済いません、負担金事業は１１１５

万円でございます。ほかに市内一円河川改修事

業５５１１万５０００円は、市内の河川におけ

るしゅんせつや除草などの維持管理及び改修に

要する費用です。 

 節ごとの主なものを説明します。節１１・需
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用費６３３万円は、市内一円の河川のしゅんせ

つや護岸補修等の修繕料及び二見川渇水対策施

設維持管理における電気料金が主なものでござ

います。節１３・委託料１８４１万４０００円

は、鏡町の新川ほか４河川の改修のための測量

設計業務委託に３５０万円、また、水無川や大

鞘川、氷川などの県河川管理において、県との

管理協定に基づく河川流域の除草や清掃委託の

１４６２万９０００円が主なものでございま

す。節１５・工事請負費３１２０万円は、日奈

久の大坪川ほか１４河川の改修費でございま

す。節１９・負担金補助及び交付金１１６４万

４０００円は、県が実施する急傾斜地崩壊対策

事業としまして、坂本町木々子地区ほか２地区

の擁壁工事が負担率５％の５００万円、単県地

すべり対策事業として、泉町の一ツ氏地区ほか

１地区の落石防止柵の工事などが負担率１０％

の１４０万円、海岸堤防等老朽化対策緊急事業

としまして、明治新田海岸と鏡町の野崎海岸の

護岸補修が負担率５％の３００万円などが主な

ものでございます。 

 項４・港湾費、目１・港湾管理費では１０６

４万３０００円を計上しております。節１１・

需用費２６０万２０００円は、日奈久港及び鏡

港の電気代や桟橋の修繕料が主なものでござい

ます。節１３・委託料６２４万１０００円は、

日奈久港の港湾台帳整備に伴う測量調査業務や

日奈久港護岸高潮対策ポンプ排水委託料などに

要する費用でございます。節１９・負担金補助

及び交付金１６４万８０００円は、説明欄、八

代港振興事業に係る熊本県港湾協会負担金でご

ざいます。 

 ９５ページをお願いします。 

 項２・港湾建設費では３億１３３１万円を計

上しており、節１５・工事請負費７２００万円

は、鏡港泊地のしゅんせつに要する費用でござ

います。節１９・負担金補助及び交付金２億１

７７５万円は、説明欄、八代港県営事業の負担

金でございます。内訳といたしましては、国直

轄事業では、水深１４メートルの航路しゅんせ

つ土砂を処分する大築島南地区土砂処分場建設

が負担率２０分の１で１億１０００万円、同じ

く水深１２メートルの岸壁改良が負担率１０分

の１で３０００万円、県営事業では、港湾改修

事業の大築島北地区土砂処分場の築堤が負担率

２０分の１で１０５０万円、港湾補修事業の大

島地区防砂堤かさ上げや臨港道路補修が負担率

６分の１で５６００万円、港湾・海岸津波高潮

危機管理対策緊急事業の大島樋門電動化工事が

負担率２０分の１で１２５万円、港湾利活用促

進事業のクルーズ客船に係るツアーバス待機場

舗装工事が負担率１０分の１で１０００万円で

ございます。なお、八代港県営事業負担金につ

いては、対前年度比６９８９万円の減でござい

ます。負担金は減でございますが、事業費とい

たしましては１億６８２０万円の増額で、さら

なる事業の進捗が図られることとなります。 

 続きまして、項５・都市計画費でございま

す。目１・都市計画総務費では１７億３１２２

万５０００円を計上しております。節１・報

酬、３７万２０００円は、年３回開催予定の都

市計画審議会委員１２名及び第三者委員会委員

９名分の報酬費でございます。 

 ９６ページをお開きください。 

 節１３・委託料１５６２万４０００円は、都

市計画法第６条に基づき５年に一度行います都

市計画基礎調査１０６０万１０００円のほか、

都市計画地形図修正業務委託４９９万５０００

円に係る経費でございます。節２８・繰出金１

６億２６５０万円は、下水道事業会計へ支出す

るものでございまして、対前年度比１０００万

円の減となっております。詳細につきまして

は、下水道事業会計で説明いたします。 

 続きまして、目２・街路事業では１０億９９

７３万４０００円を計上しております。主な事

業としましては、説明欄の都市計画道路、南部
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幹線道路整備に７億７０５万円、西片西宮線道

路整備事業に１億８７００万円、八の字線道路

整備事業に１億６０００万円を計上しておりま

す。事業の進捗といたしましては、南部幹線の

市施工分及び西片西宮線の１期施工区間におい

ては２８年度末完了する予定でございます。ま

た、八の字線においては進捗率８５.４％とな

る見込みでございます。 

 節ごとの主なものを説明いたします。節１３

・委託料７５２８万６０００円は、南部幹線橋

梁上部工の現場技術管理業務委託や建物等事後

調査業務委託１２００万円及び西片西宮線にお

きます埋蔵文化財調査業務委託６０００万円が

主なものでございます。なお、埋蔵文化財発掘

調査は、現地調査は完了しており、２８年度

は、遺物の整理や報告書作成などを行うことと

しております。節１５・工事請負費８億５７０

０万円は、２７年度発注しました南部幹線道路

整備事業におきます橋梁上部工の債務負担分３

億３７９９万８０００円及び道路築造工事３億

３２００万２０００円並びに西片西宮線道路整

備におきます道路改築工事１億２５００万円が

主なものでございます。節１７・公有財産購入

費３９５０万円は、八の字線の用地購入費でご

ざいます。節１９・負担金補助及び交付金２０

０８万円は、県が施行します南部幹線道路整備

事業のうち前川を挟む区間の負担金が主なもの

で、負担率は１０％でございます。節２２・補

償、補塡及び賠償金６３００万円は、八の字線

道路整備事業におけます物件移転補償４件が主

なものでございます。 

 ９７ページをお願いします。 

 目３・都市下水路費１億８６８４万１０００

円を計上しております。説明欄４行目、雨水ポ

ンプ場施設整備事業９９５８万４０００円は、

日奈久浜町ポンプ場改築更新、６行目の市内一

円都市下水路整備事業６８７９万７０００円

は、旧市内と鏡町の用途地域内において排水路

の維持補修や改良工事などを行うものでござい

ます。 

 それでは、節ごとの主なものを説明いたしま

す。節８・報償費６１５万円は、市内にありま

す樋門・樋管の操作管理人３６名分の謝礼金が

主なものでございます。節１１・需用費１１８

８万３０００円は、日奈久浜町、徳渕雨水ポン

プ場の燃料費、電気料などの維持管理経費４０

６万３０００円、市内一円排水路の修繕料７６

０万円が主なものでございます。節１３・委託

料７８５万１０００円は、日奈久浜町ポンプ場

の機器等保守点検業務委託等に１６４万８００

０円及び竹原町排水路ほか５排水路の測量設計

業務委託５５０万円が主なものでございます。

節１５・工事請負費１億５３８６万８０００円

は、日奈久浜町ポンプ場の耐震補強工事及び電

気設備工事などに９９３６万８０００円、ま

た、鏡町の下有佐東寄田排水路ほか１５排水路

の改良工事に５４５０万円を計上しておりま

す。 

 続きまして、目４・公園費では２億２０３１

万２０００円を計上しております。説明欄５行

目の都市公園安全安心対策緊急支援事業は、全

体計画３５カ所の公園にて、老朽化した施設も

しくはバリアフリー化をするためのトイレ改築

や防災計画に震災一時避難場所として指定され

ている公園に備蓄倉庫を設置するもので、本年

度は４６００万円を計上し、また、公園施設長

寿命化対策支援事業では、市内６２公園を対象

に老朽化対策として長寿命化計画を策定し、そ

れをもとに遊具などの施設改築を行うもので、

３０００万円を計上しております。 

 それでは、節ごとの主なものを説明します。

節１１・需用費１８４２万９０００円は、市内

に１００カ所ございます公園の光熱水費や維持

管理の修繕料が主なものでございます。節１２

・役務費４７２万５０００円は、樹木剪定等の

手数料、節１３・委託料７７９７万円は、市内
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一円公園施設管理委託に５８１９万２０００

円、また、樹木管理委託１３１０万８０００円

が主なものでございます。節１４・使用料及び

賃借料１１６８万２０００円は、八代城跡公園

ほか４公園の借地料が９４６万３０００円、ま

た、球磨川河川緑地ほか２公園の簡易トイレリ

ース料の２１５万８０００円が主なものでござ

います。節１５・工事請負費８０５０万円は、

説明欄、都市公園安全安心対策緊急支援事業と

して、球磨川河川緑地のトイレ改築、公園施設

長寿命化対策支援事業として、鏡町の内田公園

ほか３公園の遊具などの改築が主なものでござ

います。 

 ９８ページをお開きください。 

 目５・区画整理費では５億６５２０万１００

０円を計上しております。八千把地区土地区画

整理事業では、古閑中町の一部約４４ヘクター

ルを施工しておりまして、平成２５年の１２月

に、都市計画道路北部幹線の全線供用開始後

は、沿線には大型の雑貨店やドラッグストア等

が進出し、今後の周辺開発が期待されていると

ころでございます。事業の進捗は、２８年度末

の事業費ベースで８３％となる見込みでござい

ます。 

 節ごとの主なものを説明します。節１・報酬

１３万円は、年２回開催予定の土地区画整理審

議会委員の１０名分及び土地の評価委員会委員

１名分の報酬費でございます。節１３・委託料

１５８５万８０００円は、八千把地区土地区画

整理事業における道路築造に伴う測量設計業務

や建物等移転補償費算定などの調査業務委託が

主なものでございます。節１５・工事請負費１

億５７１９万円は、都市計画道路の築造や舗装

工事及び区画道路の宅地整地工事に係る費用で

ございます。節２２・補償、補塡及び賠償金１

億７７００万円は、建物移転補償４件分など、

節２５・積立金１億６００６万５０００円は、

八千把地区土地区画整理事業における保留地売

り払い収入及び利子分を同基金に積み立てるも

のでございます。 

 ９９ページをお願いします。 

 項６・住宅費、目１・住宅管理費では１億５

８４０万９０００円を計上しております。節７

・賃金３１８万９０００円は、市営住宅家賃徴

収業務１名及び市営住宅営繕員１名、計２名の

人件費でございます。節８・報償費６８万３０

００円は、市営住宅管理人５７名分の謝礼でご

ざいます。節１７・需用費８５１７万８０００

円は、市営住宅共用部分の光熱水費ほか、公営

住宅ストック総合改善事業にて築添、麦島、高

島団地の外壁や屋上防水など修繕料４５７１万

円が主なものでございます。節１２・役務費２

５２万９０００円は、飲料水の水質検査や樹木

剪定手数料などが主なものでございます。節１

３・委託料２２０８万円は、市営住宅の給排水

設備、消防施設、浄化槽施設など機器等の保守

点検業務委託や浄化槽汚泥処理委託、排水管清

掃委託が主なものでございます。節１５・工事

請負費２５９万２０００円は、古い空き家のう

ち、沖町団地などの３棟の解体に要する費用で

ございます。 

 目２・住宅用地造成費では１４万４０００円

計上しておりまして、節１・報酬３万円は、宅

地分譲審査委員会委員５名分の報酬、節１９・

負担金補助及び交付金１０万円は、東陽町平野

団地１区画分の農業集落排水事業受益者負担金

でございます。 

 続きまして、資料の説明をさせていただきま

す。 

 市内一円における道路維持改良事業、河川事

業や都市下水路整備、公園維持管理など、詳細

につきまして、お手元に資料をお配りしており

ます。表紙右肩に黒枠で資料、表題が議案第１

０号、平成２８年度八代市一般会計予算・建設

部所管となっているものでございます。こうい

う資料でございます。 
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 次、表紙の次のページに目次をつけておりま

すので、ごらんください。 

 市内一円の道路維持事業に予定表及び箇所図

を１ページから８ページに添付しております。

市内一円の道路維持事業ですね。同じように、

９ページから１５ページまでは交通安全施設整

備事業の予定表と箇所図でございます。同じ

く、橋梁長寿命化修繕事業が１６ページから１

９ページまででございます。市内一円道路改良

事業が２０ページから２７ページまでございま

す。同じく、市内一円橋梁改修事業が２８ペー

ジから３０ページまででございます。同じく、

市内一円河川改修事業が３１ページから３５ペ

ージまでございます。同じく、市内一円都市下

水路整備事業が３６ページから３８ページま

で、続きまして、港湾施設改修事業が３９ペー

ジに記載しております。また、公園整備事業は

４０ページから４２ページ、街路事業が４３ペ

ージ、計４３ページの資料でございます。 

 どうぞ、御参照いただきまして、現地の確認

じゃなくて、内容の確認お願いいたします。 

 以上が、款７・土木費でございます。 

 続きまして、款１０・災害復旧費の建設部所

管分について説明いたします。１１７ページを

お開きください。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧では、

節１５・工事請負費１０００円を計上しており

ます。以上が災害復旧費でございます。 

 次に、款１２・諸支出金中、当建設部所管分

について説明いたします。１１８ページをお願

いいたします。 

 款１２・諸支出金、項２・土地開発公社費、

目１・土地開発公社費では６４万円を計上して

おります。これは、土地開発公社連絡協議会の

旅費、負担金、また長期借入金支払い利息など

の業務を土地開発公社へ委託する経費でござい

ます。 

 以上、土木費関係の説明とさせていただきま

す。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について一括して質疑を行います。 

 予算がしっかり組んであるけん、何んなかで

しょ。 

○委員（松永純一君） ならよかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。空き家バンク事

業についてですね、平成２８年度５３７万３０

００円予算計上してありますけども、これま

で、これ、もう多分３年目ぐらいなると思うん

ですが、これまでの例えば２６、２７年の調査

の内容と、それから２８年のこの５３７万３０

００円の調査の内訳ですね、ここもうちょっと

詳しくていうか、例えば、データベース化され

るてなると思うんですけども、データベースの

内容とかですね、データベースはどんな内容な

のか、例えば、もちろん所在地とか地番とか地

籍とか、いろいろあると思うんですよね。その

あたりもちょっとわかる範囲内でいいですか。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮端建築住宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。こんに

ちは、建築住宅課の宮端でございます。 

 ただいまお尋ねの空き家バンク事業でござい

ますが、２６年度、２７年度で空き家の実態調

査を行いました。２６年度が旧郡部と二見校

区、２７年度が二見校区を除きます旧八代市内

の調査を行っております。 

 調査の結果といたしまして、２年間で約２８

００件の調査件数がございまして、そのうち１

戸建て住宅の空き家だろうと思われる件数は約

２２００件ございました。この調査が終わりま

して、２８年度から空き家バンクの設置を予定

しているところでございますが、空き家バンク

のデータベース化の内容につきましては、今の

ところ、地図上の位置を示したものをデータベ



 

－40－ 

ース化しているところです。これが、どこの地

番なのか、地籍上どこなのかというのはまだ全

部は判明しておりませんで、今の段階では、地

図上に、明らかになったものを、資産税の台帳

と照合した結果、大体１０％程度しか判明しな

かったというところです、所有者とかがです

ね。ですから、残りの不明なものにつきまし

て、さらに詳細な調査を行うために、２８年度

の委託料で５２０万ほどを計上させていただい

ているというところです。 

 データベース化したものはですね、本庁７課

と５つの地域建設事務所で活用できるように、

その１２課で共有できるように整備をしている

ところです。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。八代市のホーム

ページでもですね、１戸建ての住宅とか、土地

とかですね、いわゆる不動産とか、売却の広告

が出てますよね。それにはデータベース化した

ものには、もちろん地図もリンクすれば、どこ

どこですよて、周辺の状況とかというのもわか

るようになっとるんですが、市のはそこまでは

いかないわけですね。ただ地図にリンクすれ

ば、どこどこにそういう物件があるっていうの

がわかる程度ぐらいのことですか。地積とか、

いわゆる坪数とか、そういうのはわからないん

ですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮端建築住宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。ただい

まデータベース化をしているものにつきまして

は、地図上でしてまして、それ以外の建物の大

きさですとか、その辺はこれから調査をしてい

くと、地番含めてですね。 

 それから、これは庁内のシステムでございま

して、空き家バンクが設置されました後には、

市のホームページも今回リニューアルされてま

すが、その中の１つのコンテンツとしまして、

空き家バンクのホームページも今予定をしてい

るところです。その中でも、地図で探すことが

できるような対応にすると、まだちょっと最終

的なものは見てませんけども、そうなる予定と

聞いています。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） それは２８年度で約５

３０万の経費でもって、そういった情報をデー

タベース化して、早ければ２９年度には、それ

が検索できるというようなことでいいんですか

ね。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮端建築住宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） 所有者とかが

判明した物件からですね、その所有者の方の意

向を聞きまして、空き家バンクに登録されませ

んかというお尋ねをしまして、載せるという意

向があられた物件から随時載せていきたいとい

うふうに思ってます。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。もう１つです

ね、ちょっとわからないのがあったんですが、

民間建築物耐震化促進事業というのがあるんで

すが、ここは金額的に２０６万なんですけど

も、その中にですね、緊急輸送道路沿道内の民

間建築物耐震診断てあるんですけど、この緊急

輸送道路沿道内というのは、どういう定義と

か、どの辺にどう依存してるんですかね。言葉

の意味がちょっとわからなかったもので。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。こんに
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ちは、建築指導課の松元でございます。 

 緊急輸送道路沿道建築物と申しますのは、例

えば、八代市内でいきますと、国道、県道、市

道、一般的には県のほうでですね、いわゆる計

画というか、緊急輸送道路沿道、いわゆる何て

いうんですかね、建物が倒壊したときに、道路

を例えば閉塞するような建築でですね、こうい

ったものが一応緊急輸送道路沿道ということで

指定されています。その沿道にたたずむ建築物

を緊急輸送道路沿道建築物ということで定義を

しているところです。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） それは、八代市内では

どのくらいあるんですか。箇所とか延長とか何

とかあれば、もし。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。ちょっ

とお待ちください。 

 はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい、済いま

せん。八代市内にはですね、国道３号が３３.

７３キロ、で、国道２１９号が１９.５２キ

ロ、八代鏡宇土線が１２.４１キロ、八代港大

手町線が３.２３キロ、で、郡築横手線が１.５

８キロ、八代港線が６.５キロ、合計で７６.９

７キロ、これが第一次機能区分ということで指

定されています。 

 で、続きまして、第二次区分ということで、

４４３号が９.８１キロ、国道４４５号が２０.

９６キロ、小川泉線が３３.８４キロ、小計で

６４.６キロ。 

 で、先ほどの一次と合計しまして、八代管内

では１４１.５７キロという路線が一応指定を

されているところです。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい、わかりました。 

 そしたら、その沿道内のいわゆる民間が所有

しとる建築物を耐震診断をされるときに、補助

金を、これはどうなっとっかな、６０万、１棟

当たりということで、２８年度は１棟、１戸―

―。 

○建築指導課長（松元真介君） はい、１棟

分。 

○委員（松永純一君） １棟を予定してあると

いうことでいいわけですね。 

○建築指導課長（松元真介君） はい、そのと

おりでございます。 

○委員（松永純一君） はい、とりあえずわか

りました。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 次長にお尋ねします。 

 市民の方がですね、よく私どもに要望される

のか、道路の改良事業あるいは河川の改良事業

等が一番多いんですが、両方見てみますと、そ

れぞれ昨年度より減額になっておりますが、そ

の減額の主な理由を。 

○建設部長（市村誠治君） 河川につきまし

て、――済いません。 

○委員長（福嶋安徳君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） 河川につきまして

は、災害等の予防をするということでですね、

地域から老朽化しているところとか、護岸が決

壊がおそれがあるというところを上げていただ

きまして、現地に職員が行きまして、次年度改

修しようかということで計画進めます。当然、

毎年毎年増減はあるもんですから、ことし、来

年度、２８年度は、たまたま減になったという

ことで私は捉えております。 

 それと、市内一円の道路改良なんですが、こ

れにつきましては、増額ちゅうか、約８０００

万ほど増額になっとるということで私思っとり

ます。予算上はですね、昨年ですね、坂本の企

業局から依頼されておりました瀬戸石鎌瀬の川
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嶽保育園の前のかさ上げ、これ国から補助をい

ただきまして、その裏は全部企業局からの負担

ということで事業を進めております。ことし、

今年度、国交省のほうに委託しまして、事業は

完了しております。その分が、予算上１億、こ

とし減になっております。ということで、交付

金事業で、その荒瀬分が減になって、市内一円

の道路改良分は増額になっておると。で、結果

的に、余り変わらない、今言われた減になって

るような形になっておりますが、中身のほうは

増額になっております。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 自分のところばっかり

ちょっと見っとですね、工事箇所が少なかなと

いう気がしますもんで、バランス的にはどうな

んですか。 

○建設部長（市村誠治君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、市村建設部

長。 

○建設部長（市村誠治君） 道路改良につきま

しては、以前から大体合併した折に、大体比

率、鏡で言えば１２％程度の比率、総予算ので

すね、市内一円の、大体その率で調整をやっと

るんですが、特に緊急性がある分についてはで

すね、ことしは坂本の分を主にやっていこう、

次は鏡分をということで、めり張りをつけた予

算の配分になっております。 

 鏡分につきましては、全体から言えば、何て

言いますか、有佐駅の今踏切改良をやっている

んですが、その分が８０００万、ことし予算つ

けとったんですが、その分がもう大体来年で終

わります。その分が４０００万近く減になっと

りますもんですから、その分が、交付金事業が

減った分、市内一円をふやしているという形を

今とっております。 

 それと、鏡につきましては、道路だけではな

く、郷開団地の橋梁が２０００万ほど必要とな

っておりますので、それを計上しております。

それと、鏡港のしゅんせつを７０００万ほど計

上しておりますので、全体的、トータルから言

えば、１.５倍か１.４倍近くは昨年より土木予

算のほうは計上しております。 

 以上です。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。わかりました。 

 特に、きのうからよく地元業者ではありませ

んけど。有佐の踏み切りにつきましては、あれ

は鉄道ですから特殊の業者でしょうが、何かよ

その業者のごたったけんですね、その辺のとこ

も含みおき、鏡も特定の業者が２社ぐらいおり

ますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

 それとですね、１つは、今度は公園ですが、

公園にも都市公園から農村公園、児童公園、い

ろいろありますが、この所管のここに出とりま

す都市公園ですが、遊具の改修でございますけ

れども、まだ以前と同じで３点セットか何かで

まだあっとですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） 昔から、いわ

ゆる３点セットということで、ブランコ、滑り

台、砂場、それに１つ鉄棒というのがあるんで

すが、今はですね、単独でですね設置されてい

る公園も確かに今までの公園あるんですが、子

供たちがですね、単独では物足らないというよ

うな状況になってきます。中ではですね、体育

の授業で鉄棒があるから、それを公園で練習し

ようとかですね、そういう方は、子供たちは、

いることはいるんですけど、そういう施設も大

事なんですが、今はですね、複合遊具という形

で、いろんな遊びが１つの遊具でできるという

ようなことでですね、改築の際はですね、そう

いう複合遊具を設置するというような方向で今

進めているところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。じゃあ、遊具の

改修については、今説明のあったとおりという

ふうに理解をしていいということですね。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） はい。あとは

ですね、地元の方と協議してですね、やはり三

種の神器がいいというようなところであればで

すね、そういうもので整備していくというのは

ですね、地元の意向を聞きながらやっていきた

いなと思っております。 

○委員（古嶋津義君） はい、ありがとうござ

います。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。老朽危険空き家

等除却促進事業、今回新規で相続財産管理人制

度活用経費ということで１７９万８０００円計

上されてます。相続放棄されたというようなこ

の空き家について、除却を行うというふうなこ

とだろうというふうに思うとですけれども、こ

れ除却した後、これがどういった状況になるん

ですかね。八代市のものになるのか、で、そう

いったこととあわせて、お金をですね、公費を

出して、こういったものを除却するということ

なんですけれども、これが、例えば八代市の財

産とした場合、メリットとかっていうのがあっ

たから、こういうものを新規でお金、計上され

たのかなというふうにも思うんですけれども、

そこら辺のところをちょっとお聞きしたい。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松元建築指導

課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。ただい

ま議員さんのほうからですねお尋ねのあった件

についてお答えします。 

 相続財産管理人制度と申しますのは、以前９

月議会やったですかね、太田議員の一般質問で

もちょっとお答えをしたとこです。手続上です

ね、要は所有者がもういなくて、相続人自体も

もう相続放棄をしていると。いわゆるもう宙ぶ

らりんの状態の建物なんですね。結局これにつ

いては、今、現行でうちのほうが建築基準法で

一応指導はしてるんですが、その指導対象がい

ないと。したがって、まずその所有者となって

もらう管理者を決めなきゃならない。その管理

者をですね、家庭裁判所を通じて、まず弁護士

に管理人になってもらうんですね。で、指定さ

れたその弁護士のほうが、いわゆるその土地の

競売等を手続上行うと、管理者となって行う

と。その売ったものについて、例えば、売却な

ら売却するんですが、そんときに、普通、通常

の、競売ですから、当然民間の方が恐らく手を

挙げられる形になると思うんですね。そうなっ

たときに、うちのほうで、今回、相続財産の百

七十何万ということで計上しているのは、それ

はいわゆる裁判上必要な予納金というのがまず

５０万ぐらいあります。それに解体費用という

ことで今回１２０万ぐらいつけてますね。実

際、一般質問のほうでも答弁したんですが、実

際これ今回うちも初めてやるんで、実際その予

納金ということでですね、予納金は通常返って

くるんですね。ですから、その解体費用なら解

体費用も含めて１７０万一応納めますけども、

幾らか戻ってくるかもしれぬということで、市

の持ち物になるということじゃないです、手続

上ですね。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。

大体わかりました。 

 で、今、危険家屋っていうようなことでこれ

をやるんですっていうような話だったですよ

ね。こういう危険家屋っていうか、今後しなき
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ゃならないような住宅っていうのが、先ほど２

８００棟ですね、空き家があるっていう話だっ

たですけど、そのうち、こういうものにひっか

かるようなものが今後も何軒ぐらいあるかは把

握されてるんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） 済いません。

そこはですね、ちょっと全部、――空き家バン

クそのものはですね建築住宅課がやってるの

で、うちのほうは所管してないのでちょっとわ

からないですけども、毎年ですね、やはりうち

の事業というのが、やっぱり御存じのように、

ことしが２６件、去年が３３件、おととしが４

２件、おかげさまでですね、すごく好評で、申

し込み件数自体も年間ですねやっぱり五、六十

件必ずあるんですよ。やっぱそれを見たとき

に、今言われたですね、老朽危険のその程度と

いうのがあるんですけども、これにやっぱ抵触

しているのがやっぱり８割ぐらいですかね、毎

回毎回。ですから、ただ、当然これは少子高齢

化の話にもつながっていくんですけども、当然

１人世帯のお年寄りの方がずっとふえてきて、

で、そういう方々が、例えば施設に入られるな

り、亡くなったりしてですね、もう放置された

空き家になってくれば、当然そういったものは

どんどん、どんどん、やっぱり増加していく可

能性はあります。ただ、これも半永久的にいく

かどうかっていうのはちょっとわからないんで

すけども、一時的に、やはり団塊の世代、やっ

ぱり問題もありますので、その辺が、あと５年

ないし１０年ぐらいは、やはりこの傾向が続く

んじゃないかとうちのほうは一応推測はしてる

とこです。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

新規、初めてということですので、また終わっ

てからですね、事業終わってから、またちょっ

といろいろと話をお聞かせいただければと思い

ます。 

 あと、引き続きよろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。アスベストの調

査の５０万ということで出ておりますけれど

も、こちらについては、再調査ということです

が、その内容をちょっとですね、経緯含めて内

容をお知らせいただきたいというのと、ほかに

も、今回２件分ですよね、５０万ということな

んですけど、ほかにまた出てくる可能性はあり

ますか。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。それで

は、事業内容についてですね、経緯も含めまし

て、ちょっと御説明させていただきます。 

 実はこれ平成１７年にちょっとさかのぼるん

ですが、国からの依頼によりまして、建築物の

延べ面積がおおむね１０００平方メートルを超

える民間建築物で、露出して吹きつけしてある

建物についてですね、アスベストの含有調査を

実は実施しまして、そのときに、調査対象が３

６０件あったんですね。その調査の結果、市内

の対象物件としては、最終的に２４件というこ

とになりました。このうち、アスベストの含有

があったことが確認された建物は１２件あり、

平成２６年度までに全て解体による除去、囲い

込み、封じ込め等の対策が一応講じられている

とこです。 

 残り１２件に関しましては、当初ロックウー

ルということで、見た目はアスベストと変わら

ないんですけども、人工的な要するに耐火被覆

材ですね、これで一応報告されていたんです

が、平成２０年にですね、ロックウールとして

報告されたもので、国内で使用例がないとされ

ていたアスベストの成分が実は発見されたとい

う記事が出まして、それにより、国からまた再
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調査の実は依頼がありました。したがって平成

２１年から、実はこの市の事業としては、市自

体は平成２１年から改修はしてるんですね。事

業の活用と事業の自費による再調査によりまし

て、この１２件中９件については、一応アスベ

ストの含有なしということで一応報告を受けて

いたんです。 

 現在再調査が実施されてない３件につきまし

ては、再調査を行うよう一応お願いはしてるん

ですが、うち２件につきまして、一応今年度、

あ、ごめんなさい、平成２８年ですね、２８年

度に、市の事業を活用して再調査をしたいとい

うふうに意向を受けましたことから、一応この

２件分について一応実施をすると。調査費用に

つきましては、１件２５万円を上限とする国の

定額補助です。市の負担分は、したがってござ

いません。なお、残り１件につきましては、会

社の方針により実施しないと実は回答を受けて

ます。ですが、吹きつけ箇所がですね、機械室

なんですね、実は、機械室。一般の施設利用者

には直接その影響がないということで、今後も

引き続き、一応調査をするようですね、市のほ

うからは一応お願いはしてまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

丁寧に説明していただき、ありがとうございま

した。 

 もう１つよろしいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません、道

路維持事業の関係なんですが、これまでも道路

のパトロールのほうですね、業務、パトロール

業務ということで委託されてるというようなこ

とでお聞きしてますが、その内容と成果といっ

たらおかしいんだろうと思うんですけど、先ほ

どですね、衛生費の関係とかであって、いろい

ろと市道の関係とかを回られてる、委託されて

やられてるというのがあるんですけど、そこで

もやっぱ、そこは完全に量が出てくると、成果

としてどうですかというのが聞けるんですけど

も、この道路のパトロールの業務委託の関係に

ついては、どういった、成果とかっていうのは

出るんですか。 

○土木課長（松本浩二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松本土木課長。 

○土木課長（松本浩二君） はい。土木課長の

松本でございます。 

 ただいまのお尋ねの道路パトロールの成果に

ついてということでございますが、こちらのほ

うは、今現在、本年度まで、旧道路パトロール

業務委託は道路の穴ぼこであったり、カーブミ

ラーの損傷とか、危険箇所、そういう形を、ま

ずパトロールで発見すると。で、簡易な作業で

あれば、その後、アスファルト補修材等で補修

をするというような業務で道路パトロールを１

班、お願いしているところです。 

 成果といたしましては、それをもって、穴、

何カ所とか、カーブミラー何カ所、ちょっと方

向を変えてきたとかいうような報告書は出てお

りますが、それをもって、たまたまそのとき回

った路線があったかどうかというようなことも

ありますので、それ一概にそれをもって成果と

も捉えがたいんですけども、実際には、大変そ

のパトロールをもとに、現地の補修等も行って

おりまして、市民の皆様からの苦情といいます

か、そういうようなお電話等もかなり減ってき

たというような状況ではございます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。 

 今回、パトロール用に公用車の新規購入され

るということなんですけれども、これは今まで

のやつが使えなくなったとか、何か理由がある

と思うんですけど。 
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○土木課長（松本浩二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松本土木課長。 

○土木課長（松本浩二君） はい。今回新しく

軽ダンプですか、そちらのほう要求いたしまし

たのは、新たに１班、現在までは１班体制でパ

トロールを行っておりましたが、もう１班、拡

充を行いまして、さらに道路管理の対応の強化

を図り、市民の安心安全な交通を確保していき

たいという考えから、１班追加の予算でござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

多分、今の説明を聞くと、非常に助かっている

ような、非常に成果が上がっているような感じ

で私は受けとめたんですけれども、今後とも、

来年度２班体制ということになりますんで、そ

の成果っていったらちょっとおかしい言い方か

もしれませんけれども、やっぱ苦情等がですね

少なくなってくるちゅうのはやっぱいいことか

なと思いますし、やっぱ道路の補修というのは

非常にでこぼことかでですね、やっぱり自転車

とかバイクとか、そのほかにもやっぱけがされ

たりとかですね、事故あったりとかっていうの

も結構出てますんで、やっぱりそういうもの

で、やっぱパトロールのほうをですね強化して

いただけるっていうのは非常にいいことかなと

いうふうに思います。わかりました。ありがと

うございます。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかに。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。予算書９２ペー

ジのですね、道路新設改良費の中の単県の道路

改良の負担金の件ですけど、これ、八代市から

県道どこどこ線のこの部分について、いろいろ

工種は美化側溝とか舗装とか落防とかあると思

うんですけども、そういうのを県に、うちは県

南広域本部ですよね、あそこに要望して、その

中から県が、じゃあ２８年度はこれとこれとこ

れとこれをしましょうということで、２４６７

万５０００円を予定してくださいと、県から言

って、この予算を計上されたもんですか。 

○土木課長（松本浩二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松本土木課長。 

○土木課長（松本浩二君） はい。ただいまお

尋ねのように、道路事業の負担金につきまして

は、例年１０月から１１月ぐらいに、各支所あ

るいは本庁分の要望等を振興局県南広域本部の

ほうに持ってまいりまして、そして、その結

果、予算――、県のほうも予算計上段階ではあ

るんですが、これこれこういう箇所を予定して

おりますということで来た内容で予算は計上さ

せていただいております。 

 以上です。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 県道あたりでは、恐ら

く負担金の負担率は工種によって違うとは思う

んですよね。１割とか２割とか、そういう定額

ではないと思うんですが、一応県は、もうそう

いう事業箇所を把握して、八代市の負担はこれ

だけというのは、もう決めてきたということで

すので、ある程度もう事業内容というのは、事

業箇所とかわかっとると思うんですよね。 

 で、このきょういただいたこの資料がです

ね、ものすごくよくできとるというかですね、

建設部のは初めて見たんですけども、非常にわ

かりやすく、よく地図までつけてできとるもん

ですから、できれば県が行う事業もですね、も

しいつかの時点でわかれば、八代市が行う県の

事業が２８年度はどういうものだというのが、

こういうものがですね、わかれば非常にありが

たいなと思っておりますので、要望しておきま

す。 

 以上です。 
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○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません、球

磨川の河川敷のトイレの改修の件でちょっと、

改築ですね、これがトイレの改築工事が４５０

０万ですかね、ということなんですけども、数

年前に南高の裏あたりのところのトイレのほ

う、新しくされたと思うんですよ。あれより、

またちょっと下のほうに今度、下のほうのとこ

ろ、萩原橋を越えて、カーブんところの古かと

ころのあるとですけど、多分そこなんだろうな

ては思うとですが、そこにその４５００万かけ

て、新しくされるということだろうと思うとで

すけども、内容的にどういったものを、かなり

おっきいやつなのかなというのもありますし、

どういったものをつくろうというような計画な

んですか、４５００、６００万か、４５００万

か、ということなんですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） 今おっしゃっ

たとおりですね、南高の管理事務所があるとこ

ろに新しくトイレをつくっておりますが、今回

はですね、萩原橋より下流になります。今、芝

生広場とかですね、ラグビー場とかサッカー場

があるところのですね、それのちょうど堤防の

上、堤防の上ていいますか、堤防敷地内という

ことになると思いますが、そこに建設を計画し

ております。 

 ただ、規模に関しましてはですね、上流側は

ですね、かなりソフトボールとかですね、利用

客が多いと、で、面積も広いということで、規

模的にはですね、上流のほうが大きくて、それ

より若干小さい規模になると思いますが、下流

のほうをつくるというような形になるかなとい

うふうに考えております。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。これは、完成は

何年でよかったですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） ２８年度末に

完了と。 

○委員（野﨑伸也君） ２８年度末ですね。 

○都市整備課長（西 竜一君） 今年度、失礼

しました、２８年度で完成させたいと思ってお

ります。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかに。 

 はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。済いません。

日奈久ドリームランドの防護施設について、ち

ょっと概要を教えていただきたいんですけど。 

○都市整備課長（西 竜一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） 失礼しまし

た。日奈久ドリームランドの防護施設というこ

とですね、防護柵ということで書いております

が、今、日奈久のほうでですね、利用があるの

がですね、グラウンドゴルフがかなり利用され

てまして、サッカー競技というのもかなり利用

されております。で、その広場ですね、その角

といいますかですね、ＪＲＡ側のですね海側の

ほうに遊具の施設を設置してます広場がござい

まして、かなりの子供さんたちがですね、遊び

に来たりとかですね、それに父兄もついてきた

りというのがございますが、その普通のですね

グラウンドゴルフで、そういう危害というのは

ないんですが、サッカーボールというのは、か

なり大人が蹴るとですね、かなりの距離が伸び

てしまうということでですね、そこを、全ての

ボールをですね、人が蹴るというボールをです

ね、かなり大人の人だったらかなり飛びますの

でですね、全てをカバーするということできな

いんですが、できるだけですね、遊んでる子供

さんにですね、ボール等が飛んでいかないよう
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に、その付近にですね、防護柵を設置しようか

ということでですね考えているところでござい

ます。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい、ありがとうご

ざいます。確かに、非常に危険なときもあるか

なと。余りにも遊具と、そのされている、サッ

カーもされてますし、まず言われたように、グ

ラウンドゴルフもされてますし、非常に近い中

でですね、ほかにもそういう施設がですね、あ

りますので、ちょっと実際体育施設ではないん

ですけども、そういう防護柵をもうちょっと拡

大してほしいなというふうに思います。よろし

くお願いします。 

○委員（古嶋津義君） いいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。２点ほどお尋ね

をいたします。 

 まず１点目は、建築総務課のユニバーサルデ

ザイン建築物整備促進事業についてと、それと

もう１点は、港湾でございます。今度、航路の

しゅんせつ等で大築島のほうに土砂の処分場と

いうことで国の直轄事業ということで出ており

ますが、その中で、港湾の管理は県だと思って

おりますが、こういうこの国の直轄事業の場

合、例えば、そこに１４メーター、１２メータ

ーマイナスのですね岸壁がある場合は、国のほ

うにお願いをして、これから冷凍倉庫とか、そ

ういうものもかなり必要になってくるのかなと

いう思いがありますので、その辺のところは、

国なのか県なのか、今度ガントリークレーンも

蒲島知事の御配慮で、１０億ぐらいでフルガン

トリークレーンが設置をされることが決定いた

しておりますが、その辺のところで、少し県と

国のすみ分けのほうも、桑原課長、教えていた

だけると。 

○建築指導課長（松元真介君） じゃ、最初

に。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松元建築指導

課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。こんに

ちは。 

 ちょっと確認ですけども、ユニバーサルデザ

イン建築整備促進事業という概要ということで

よろしいですかね。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。比較的

ですね公共性の高い民間建築物、例えば店舗で

すとか、ホテルですとか、飲食店ですね、こう

いったものの、いわゆる出入り口とか、敷地内

通路とか、建物に限らず敷地も含むんですけど

も、そういったところを、いわゆる利用しやす

いような施設に変える事業を、一応ユニバーサ

ル建築整備促進事業といいまして、で、これに

ついては、一応県と市のほうでですね、それぞ

れ上限設けまして、一応補助を行っていると、

そういう事業でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 昔、御承知のとおりと

思いますが、細川さんが知事の時代にですね、

アートポリス事業というのがありまして、県の

住宅の中で、我が家の、かつて我が家の敷地の

中で、隣に行くと、ちょっと青空見えるごた建

物だったもんで雨漏りのしてですね、そういう

ことがありますので、こういう武者んよか名前

はですね、やっぱり少し注意をしていただい

て、本当にためになるような事業になしていた

だくようにお願いをしておきます。 

 港湾のほうをお願いします。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（福嶋安徳君） 桑原経済文化交流部

理事兼振興課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） こ

んにちは。国際港湾振興課の桑原でございま

す。 
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 ただいま、古嶋議員のお尋ねでございますけ

れども、外港地区の国直轄事業というところで

まいりますと、２８年度は１４メーター航路の

しゅんせつに係る大島南地区の土砂処分場建

設、それと１２メーター岸壁の改良、この２つ

の事業でございます。 

 お尋ねの冷凍倉庫でありますとか、そのあた

りの上屋、倉庫類につきましては、基本的に管

理者である熊本県のほうで設置をしてきていた

だいているというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。このしゅんせつ

につきましては、大築島の事業につきまして

は、国の御配慮で、やっとこの前、中止ちゅう

か延期になっとったのがやっと走り出したとい

うことで、大変助かっている事業だというふう

に思っております。今後とも、港湾の発展とい

うのは、八代市にとって大変重要な問題だろう

と思いますので、私どもも特に注視をしていき

たいと思います。よろしくお願いをしておきま

す。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。南

部幹線道路とですね西片西宮線の関係です。 

 ２８年度で工事がどちらとも終わるんですか

ね。何かそのようにちょっと伺ったような感じ

がしました。で、供用開始が実際いつになっと

っかちゅうとばちょっと教えてもらいたいんで

す。まずそれからお願いします。 

○建設部次長（閘 賢一君） じゃあ、私のほ

うから。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、閘建設部次

長。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。まず、先

ほど説明の中でも申しましたように、南部幹線

につきましては、今現在八代市のほうで施工い

たしております南川を挟む区間、その分につき

ましてはですね、来年度、２８年度末完了でご

ざいます。はい。さらに、西片西宮線につきま

しては、まず、現在進めております臨港線、県

事務所のほうからですね二中通りまで、その区

間につきましての１期分につきましても、２８

年度完了予定でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 供用開始、使えるよう

になっとは――。 

○建設部次長（閘 賢一君） そうでございま

す。あわせて――。 

○委員（野﨑伸也君） ３０年。 

○建設部次長（閘 賢一君） いえ、あわせて

もう供用開始をいたします。 

○委員（野﨑伸也君） ２８年度――。 

○建設部次長（閘 賢一君） 末に。 

○委員（野﨑伸也君） いつぐらいなっとです

か。わかんない。 

○建設部次長（閘 賢一君） ちょっとそこの

ところはですね――。 

○委員（野﨑伸也君） まだ。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。２８年度

中に供用するか、まず工事は完了する。あと、

末に供用するか、ちょっと年度明けてするか。 

○委員（野﨑伸也君） 未定ということです

か。 

○建設部次長（閘 賢一君） 一応、はい、３

月を、末を――。 

○委員（野﨑伸也君） 工事は２８年度。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい、供用させ

たいというふうに考えております。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 
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○委員（野﨑伸也君） はい。次なんですけ

ど、八千把の区画整理の保留地の販売促進事業

というのが、これ去年からたしか出てきたかな

というふうに思うんです。で、紹介手数料のほ

うが３４７万９０００円ということでありま

す。これを紹介する、紹介していただいて、売

れたら、その手数料ばお支払いしますよと、多

分１１件分なんだろうというふうに思うんです

けど、この紹介する業者さんていうのは民間の

多分、方だというふうに思うんですけど、どや

んなっですか、どやんふうな選定だったのかと

か、ちょっと教えてほしいんですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） 今おっしゃる

とおりですね、昨年、――今年度ですね、平成

２７年度から事業を実施している事業でござい

ます。 

 基本的に、おっしゃったようにですね、今、

保留地を販売しておりますが、それをですね、

販売を紹介をしていただくというような形でで

すね、それが契約に至ればですね、その紹介を

していた方に、紹介料としてですね、報酬とい

う形で、保留地の契約額の３％ですね、それに

６万円という手数料的なものを加えたものが、

報酬費となります。 

 で、平成２７年度ではですね、１件ですねご

ざいまして、ただ１件だったんですけど、１件

ございました。で、平成２８年度、先ほどおっ

しゃったようにですね、一応１１件というふう

には予定しておりますが、全体のですね販売と

いうのは、さらにその倍以上ございます。全体

ですね、公募をかけるというのは。そのうち約

半分ぐらいはですね、民間の方もですね、この

お手伝いをいただけるんじゃなかろうかという

ことで予算を計上しております。ですので、今

の段階でですね、１１件分が全て紹介で来ると

いうふうには考えておりません。ですので、１

１件、半分ほどですね、紹介で来るんじゃない

だろうかということで、手数料として準備して

いるということで考えていただければなと思い

ます。これはあくまでも想定ですので、それが

多過ぎるとかですね、少な過ぎるという形では

ならないんですが、その分をですね、あと今回

計上させていただいてるということになりま

す。 

 それと、もう１つ、どういう業者、どういう

方々なのかということになりますが、今、その

要領というのを作成しとりまして、その条件と

しましてですね、宅地建物取引業法に規定しま

す免許を有していることということ、それと、

八代市の暴力団排除条例に違反しないというこ

とと、市税を完納しているということで、この

全てを満たす方はいいですよということでして

おります。ですので、大抵がですね宅建業者と

いうことになるかなというふうに考えておりま

す。その方々に申請をいただいてですね、その

条件が満足するかというのを審査して、登録を

させていただくというような形ですね。まあ、

その場合は、基本的に、こういう紹介をしたい

んだけどという形を受けたら、その業者さんを

審査するというような形になるのかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

多分幅広くその業者さんたちは誰でも、誰でも

できるっちゅう話ですよね、ある程度、想定の

中で。で、たまたまその業者さんで契約が結ば

れたら、そこにお支払いをするというような形

ですよね。わかりました。理解しました。 

 最後、もう１つだけ。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。９

７ページのですね、予算書の、樋門・樋管操作

管理事業ということで３６名分というような説

明がありまして、６３４万８０００円のですね
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予算が計上されてます。去年からするとです

ね、９０万ぐらい引き上げてあるんですよ、予

算のほう、２７年度からすれば。だったと思う

んですけど、この引き上げた経緯とかっていう

のをちょっとお話し、説明いただければと思い

ます。もしかしたら何か人数がふえたとかです

たい、そういうのがあったのかなというのもあ

りましたけれど。いかがでしょうか。 

 ていうのがですね、以前から、樋門の操作の

関係の報酬ちゅうか、そういうものについて、

いろいろとですね要望とかがですねあっておっ

たっていうふうに思うんですよね。それに対応

されてそういったことをされたのかなというふ

うにはちょっと思いもしたんで、ちょっとその

内容、引き上げた経緯とかですね、説明をいた

だきたいと思うんですけど。 

○土木課長（松本浩二君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松本土木課長。 

○土木課長（松本浩二君） はい。お尋ねの樋

門・樋管操作管理事業におきましては、平成２

８年度から１施設が増となっております。これ

は、坂本町鎌瀬、こちらのほうが樋閘といいま

して、樋門・樋管の一つなんですが、そちらの

ほうが１施設増となったことから、報酬費の増

にもつながっております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。先ほども御紹介

したっですけれども、いろいろなポンプ場とか

ですね、樋門とかで、非常に忙しいところもあ

れば忙しくないとこもあるというふうなこと

で、そういう中にあって、全部が全部同じよう

なですね、手当っいうのはおかしいんですけれ

ども、金額っていうのはおかしいだろうという

ことで、少しずつでもですね改定ちゅうかです

ね、していただいてきているというような経緯

は聞いておりますけれども、今回、非常に一遍

に上がったもんでから、大分その意ばくんでや

らしたっかなというふうに思いましたですけ

ど、１施設ふえたということですね。わかりま

した。とりあえずお伺いしときます。はい、わ

かりました。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかに。 

 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。済いません。

南部幹線についてなんですけど、県道八代不知

火線が今県道なんですけど、こちらのほうが南

部幹線開通に伴って、恐らく市道に移っていく

というふうに思いますけど、今現状でですね、

市道に移った場合の道路の維持管理、また橋梁

の維持管理について、試算とかいうのはされて

ますかね。 

○建設部次長（閘 賢一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 閘建設部次長。 

○建設部次長（閘 賢一君） たしか１２月議

会だったと思いますけども、一応南部幹線につ

きましては、県がですね前川に着手する際に、

位置づけが必要ということで、一応南部幹線の

新しい施工するところの県道、今の県道も県道

ということで、さらに市に移管しやすいように

今の県道につきましても、市のほうにですね、

市道のダブル認定というふうな手続を踏ませて

いただきました。 

 そういう中で、最終的に引き継ぐのは、球磨

川に橋がかかった際に完全に移管するというふ

うな考えでおります。いう中で、今現在、まだ

それまでにですね、かなり期間を要しますもん

ですから、そこまでは考えていないというのが

現状でございます。 

○建設部長（市村誠治君） よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） 引き継ぎの際には

ですね、今、次長が申しましたけど、球磨川に

橋がかかった後ちゅうことで、その時点でです

ね、またその道路、不知火線の状態、県と一緒
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にですね把握して、市の持ち出しが将来出ない

ようにですね、舗装の悪いところは直してもら

ったり、橋梁の悪いところなら補修してもらっ

たり、そのような協議をしてですね、引き継ぎ

はしたいと思っています。 

 なお、平成８年ごろまでは市のほうで不知火

線は管理やっておりました。そのときもです

ね、かなり路面の補修等もですね年度末にやっ

ていた経緯がございまして、その後の維持、メ

ンテには結構お金がかかるだろうとは思ってお

りますので、県とも打ち合わせながらですね、

よい状態で引き取りたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。ありがとうご

ざいました。県から市に移譲されるんであれ

ば、球磨川がかかった後ということで、恐らく

社会情勢も恐らく大分変っていると思いますの

で、ちょっとは安心した次第でございました。

ありがとうございました。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。関

連ですけど、今回南部幹線道路のやつで県事業

の負担金ということで２０００万入ってますけ

れども、済いません、これがどこの区間とかっ

ていう説明はあったですかね。済いません、ど

こら辺のとこだったか、ちょっともう１回確認

させて――。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） 皆さんにです

ねお配りの資料の一番、この資料の一番最後に

位置図をつけていたかと思うんですが、ほんと

一番最後ですね。街路事業の位置図ということ

でつけてますが。 

○委員（野﨑伸也君） 色刷りのやつですか。 

○都市整備課長（西 竜一君） はい、この図

ですね。（｢最後から何ページか」と呼ぶ者あ

り）一番最後のページです。（｢４３ページ

か」と呼ぶ者あり）はい。４３ページですね、

失礼しました。 

 ここにですね、一番左のほうに南部幹線の位

置図がございますが、先ほどお話がありました

市の施工区間、南川橋をまたぐ区間というの

が、この南部幹線の下のほうにございます。そ

れと、上のほうに南部幹線県負担金ということ

で書いてあります、この部分が今回県事業が着

手されまして、それを負担金をお支払いする区

間ということになります。よろしいでしょう

か。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。

以前からですね、県の事業分ていうのが前川の

ほうですよね、に橋かけるっていう、何か、と

こで聞いとったっですけれども、そこら辺まで

っていう話、聞いとったですけども、これ見る

と、橋ですよね。ここら辺が県の負担の事業な

んですよっていう説明なんだろうと思うとです

けれども、２０００万ていう負担金をお支払い

するんですけれども、それ、どこら辺の進捗が

見込めるんですか、その２０００万円の負担、

橋なんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） 一般的には、

事業に本格的に着手するという形になるとです

ね、用地取得買収、橋をかけるにも、そこまで

ですね工事を車両が行けるようにしなくちゃい

けないというのがございますので、あくまでも

スタートは用地取得ということで、この２００

０万の負担金、１０％ですね、２億ほどの事業

に関しましてはですね、現時点では、一部調査

委託とかですね、そういうのは発生するかと思

いますが、用地からスタートということになる

のかなということになります。 

○委員（野﨑伸也君） どっち側。 

○都市整備課長（西 竜一君） どちら側とい

うかですね、基本的に攻めやすいところからと
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かですね、いろいろとありますので、用地に協

力がいただけるところはどんどん当たっていこ

うと。中にはですね、買い取り早く来てくれん

からなというようなお話も聞いておりますの

で、そういうところから行くという形になるの

かなと思います。ですので、まだ工事をしなく

ちゃいけないという、協力をしなくちゃいけな

いということになりますので、そういう意味で

はですね、どちらか、片側から工事車両が入れ

るようにするということになるとですね、どち

らかを集中的に、済いません、今のところどち

らかを集中的にやるというとこまで聞いており

ませんので、橋梁工事にかかるためには、どち

らからか入らなくちゃいけない。となると、ど

ちらかを中心にやっていくというような形にな

るのかなと、済いません、そこまでしかちょっ

とお答えできません。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました、

了解しました。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第１０号・平成２８年度八代市一般会計

予算中、当委員会関係分について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢お世話

になりました」と呼ぶ者あり） 

 はい、小会します。 

（午後２時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５３分 本会） 

◎議案第１５号・平成２８年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計予算 

○委員長（福嶋安徳君） はい、定刻となりま

したので本会に戻します。 

 次に、議案第１５号・平成２８年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計予算を議題と

使、説明を求めます。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 古田下水道総務課

長。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） はい。皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）下水道総務課長の古田でございます。 

 それでは、議案第１５号・平成２８年度八代

市農業集落排水処理施設事業特別会計予算につ

きまして、御説明いたします。着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） まず、議案

説明の前に、八代市農業集落排水処理施設事業

につきまして、簡単に説明させていただきま

す。 

 この事業は、農村地域の衛生向上と公共用水

域の水質保全を目的として、東陽町と泉町の２

地区の中心部で実施いたしております。東陽町

が平成７年度から１１年度まで、泉町が平成４

年度から８年度まで事業を行っておりまして、

建設事業は完了しており、現在は使用料などの

徴収業務や施設の維持管理関係が主な業務とな

っております。なお、東陽町と泉町を合わせま

した平成２６年度末で使用可能になっておりま

す人口、いわゆる普及人口は２０５０人で、こ

のうち使用されている人口、いわゆる水洗化人

口が１７２８名で、水洗化率は８４.３％とな

っております。平成２７年度は、全体で２世帯

の新規接続があっておりますが、地域全体に言
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えますことですが、人口減少傾向が見られ、農

集区域内の水洗化人口も減少している状況であ

ります。水洗化率は２６年度末と同程度と見込

んでおります。 

 このような状況の中で、平成２８年度予算も

両地域の水質浄化のための排水処理施設の維持

管理費が主なものとなっております。 

 以上が概要でございます。 

 続きまして、お手元の平成２８年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計予算の内容に

ついて説明いたします。別冊の特別会計予算書

をお願いいたします。１１３ページをお開きく

ださい。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条第１項で、そ

れぞれを１億１０８８万２０００円と定めてお

ります。この額は、前年度より４１１万９００

０円の減額となっております。 

 項の２、款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、１１４ページの第１表・歳入歳出予算に記

載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、１１５ページの第２表・地

方債のとおり、資本費平準化債を目的に１１６

０万円を限度額として、起債の方法を証書借入

又は証券発行とし、利率及び償還の方法はこの

表に記載しております。 

 それでは、本予算につきまして１１７ページ

からの説明書をもとに主なものを説明いたしま

す。 

 めくっていただきまして、１２０ページをお

願いいたします。 

 まず、歳入ですが、款１・分担金及び負担金

の項１・分担金の２０万円は、新規升設置者に

対して、条例に基づき１世帯当たり１０万円を

徴収しておりまして、前年度より１件多い２件

分を予定しております。 

 款２・使用料及び手数料の項１・使用料では

３４５４万６０００円を計上いたしておりま

す。 

 １２１ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金６４５１万７０００円は、農業

総務費からの一般会計繰入金で、前年度より４

８５万６０００円の減となっておりますが、こ

れは、２７年度にのみ実施しております汚水適

正処理構想に伴う用務委託料３６４万１０００

円について、本年度は終了のためゼロとなった

ものが主な要因でございます。 

 １２２ページをお願いいたします。 

 款６・市債の１１６０万円は、資本費平準化

債でございまして、９０万円の増となっており

ます。資本費平準化債は、使用者の負担を軽減

し、かつ世代間の負担の公平を図るため、本事

業における負担の一部を後年度に繰り延べるた

めのものでございます。 

 以上が歳入の主な内容でございます。 

 続きまして、歳出について説明いたします。 

 予算書１２３ページをお願いいたします。 

 款１・農業集落排水処理事業費、目１・農業

集落排水事業費４７８７万２０００円は、農業

集落排水処理施設の維持管理と普及促進及び使

用料の徴収などに要する経費でございます。主

な内訳は、職員２名分の人件費１５３４万８０

００円、東陽地区一般事務事業で２０７１万

円、こちらには主に維持管理経費でございまし

て、処理場及びマンホールポンプの電気料４２

７万７０００円、設備修繕２１１万８０００

円、脱水汚泥収集運搬料１２４万５０００円、

施設の維持管理業務委託として８１９万８００

０円などでございます。 

 また、泉地区一般事務事業で１１８１万４０

００円を計上いたしております。こちらも東陽

地区と同様、維持管理経費でございまして、処

理場及びマンホールポンプの電気料２６５万７

０００円、施設修繕２２１万１０００円、汚泥

引き抜き手数料１９４万４０００円、施設の維

持管理業務委託３９７万５０００円などが主な
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ものでございます。 

 農業集落排水事業費は、前年度と比べまして

も１５７万５０００円の減となっております

が、これは、先ほどの歳入の説明の際にも申し

ましたとおり、２７年度のみ実施いたしており

ます汚水適正処理構想の策定に必要な業務委託

料３６４万１０００円が今年度はゼロになった

ものが主な要因でございます。 

 次に、公債費６３０１万円でございます。長

期債償還元金が５１７９万８０００円、長期債

償還利子が１１２１万２０００円でございまし

て、前年度より２５４万４０００円の減額とな

っております。これは１７年度に借り入れを行

った資本費平準化債の元金償還が終わったこと

が減額の主な要因となっております。なお、内

訳は説明欄に記載しております。 

 今後は、水洗化率の向上による使用料収入の

確保及び適正な維持管理に努めてまいりたいと

考えております。 

 以上、議案第１５号・平成２８年度八代市農

業集落排水処理施設事業特別会計予算の説明と

いたします。御審議方よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 係長、１つだけ確認で

すが、この排水処理水は最後、氷川に流れる

と。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 徳田下水道総務副主

幹兼水洗化促進係長。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） 下水道総務課の徳田です。よろしく

お願いいたします。 

 今の御質問の件ですけども、東陽の農業集落

の排水は、立神の国道を圧送管で送りまして、

立神の子供たちが泳ぐ場所ですね、それの下流

に一応流すようになっております。 

○委員（古嶋津義君） 氷川ちゅうこと。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） はい。それと、泉町のほうは、その

まま氷川の上流のほうに流れるようになってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 実は合併前ですね、上

流部と下流部で自治体でちょっといさかいがご

ざいましたもんですから、で、その辺のとこ

ろ、処理水を適切にですね排水をしていただく

ようお願いしときます。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第１５号・平成２８年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計予算について、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１６号・平成２８年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計予算 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第１６号

・平成２８年度八代市浄化槽市町村整備推進事

業特別会計予算を議題とし、説明を求めます。 
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○下水道総務課長（古田洋ニ君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 古田下水道総務課

長。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） はい。それ

では、議案第１６号・平成２８年度八代市浄化

槽市町村整備推進事業の当初予算につきまして

説明いたします。引き続きまして座らせていた

だきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） 先ほどの農

集事業と引き続きまして説明いたしますが、こ

の浄化槽市町村設置整備事業につきまして、簡

単に説明させていただきます。 

 この事業は、東陽町、泉町の農業集落排水処

理施設事業の認可区域以外の地区で、それぞれ

平成１３年度及び１４年度から実施いたしてお

ります。平成２６年度末で４２１基を設置し、

計画基数に対する設置率は６０％となっており

ます。 

 平成２８年度予算では、対象区域全ての世帯

に対し、チラシなどでＰＲを行っており、現

在、設置相談等が参ってきているところでござ

います。 

 以上が概要といたします。 

 続きまして、平成２８年度八代市浄化槽市町

村整備推進事業特別会計予算の内容について説

明いたします。特別会計予算書の１３３ページ

をお願いいたします。 

 歳入歳出予算は、第１条第１項で、それぞれ

を６１００万７０００円と定めております。こ

の額は、前年度より２５２万８０００円の減額

となっております。 

 第２項、款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、１３４ページの第１表・歳入歳出予算に記

載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、１３５ページの第２表・地

方債のとおり、浄化槽市町村整備推進事業を目

的に３８０万円を限度額として、起債の方法を

証書借入又は証券発行とし、利率及び償還の方

法は記載のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、１３７ペー

ジからの説明書をもとに説明いたします。 

 めくっていただきまして、１４０ページをお

願いいたします。 

 歳入の款１・分担金及び負担金、項１・分担

金の４０万円は、合併処理浄化槽を市で設置し

ます際、条例に基づき１基当たり１０万円を徴

収しておりまして、２８年度は４基分を見込ん

でおります。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料で

は、２５７６万円を計上しております。本事業

につきましては、平成２６年度に料金改定の答

申を受け、２７年度に使用料引き上げを行いま

したが、一般世帯につきましては、緩和措置と

いたしまして２カ年で段階的に使用料の引き上

げを行っておりまして、その２年目でありま

す。前年度に比べまして、８８万２０００円の

増となっております。 

 １４１ページをお願いいたします。 

 款３・県支出金、項１・県補助金５５万８０

００円は、浄化槽を４基設置した場合の浄化槽

整備推進事業費補助金などでございます。 

 款４・財産収入、項１・財産運用収入３００

０円は、旧泉村及び東陽村が起債償還のために

積み立てておりました減債基金の預金利子でご

ざいます。この減債基金の預金利子につきまし

ては、歳入で受け入れた後、歳出で減債基金に

全額積み立てるものでございます。 

 款５・繰入金、項１・一般会計繰入金２６３

６万９０００円は、前年度より７４６万７００

０円の減となっております。繰入金は、生活環

境総務費からの一般会計繰入金で、維持管理

費、公債費などに充当いたします。 

 １４２ページをお願いいたします。 

 款５・繰入金、項２・基金繰入金４１０万円
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で、これは先ほど款４で説明いたしましたが、

旧泉村及び東陽村が起債償還のために積み立て

ておりました減債基金約１１６３万円につきま

して、昨年度の決算審査特別委員会で、その活

用方法に関する御指摘をいただきましたので、

財政課等と協議検討を行いました結果、今後５

カ年で基金の取り崩しを行うという結論にいた

りましたので、平成２８年度より取り崩しを行

い、その結果、一般会計繰入金の減額につなが

ったものでございます。 

 １４３ページをお願いいたします。 

 款８・市債は３８０万円で、新規設置基数４

基が対象となります。 

 続きまして、歳出でございます。１４４ペー

ジをお願いいたします。 

 歳出の款１・浄化槽市町村整備推進事業費、

目１・浄化槽総務費４３７０万７０００円は、

前年度より１９５万円の減となっております。

内訳は、右側の説明欄に記載しておりますよう

に、職員２名分の人件費と東陽及び泉地区の一

般事務事業に必要な費用でございます。 

 東陽地区一般事務事業９８４万４０００円の

主なものは、浄化槽法定検査手数料１５５基

分、５９万８０００円、浄化槽維持管理手数

料、同じく１５５基、９０９万４０００円など

でございます。 

 泉地区一般事務事業１８００万６０００円の

主なものは、浄化槽法定検査手数料２５８基分

の１０１万、同じく浄化槽維持管理委託料１６

５４万５０００円などでございます。 

 目２・浄化槽整備費４９７万２０００円は、

右側の説明欄に記載しております東陽及び泉地

区整備事業に必要な費用でございます。 

 東陽地区整備事業２４７万８０００円は、新

規浄化槽設置工事２基分２４２万８０００円が

主なものでございます。 

 また、泉地区整備事業２４９万４０００円

は、同じく新規浄化槽設置工事２基分が主なも

のでございます。 

 款２・公債費、目１・元金が１０６３万１０

００円。目２・利子が１６９万７０００円でご

ざいます。なお、地区ごとの内訳は説明欄に記

載しているとおりでございます。 

 今後は適切な維持管理や使用料の確保に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上、議案第１６号・平成２８年度八代市浄

化槽市町村整備推進事業特別会計予算の説明と

いたします。御審議方よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第１６号・平成２８年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計予算について、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢どうも

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第２３号・平成２８年度八代市下水道事

業会計予算 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第２３号

・平成２８年度八代市下水道事業会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 古田下水道総務課

長。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） 引き続きま

して、下水道総務課長の古田でございます。 
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 当審議につきましては、隣に下水道建設課長

の福田が着席いたしますので、よろしくお願い

いたします。では、着座にて説明させていただ

きます。 

 まず、下水道事業は平成２７年４月から企業

会計を導入しておりまして、今回２回目の企業

会計方式の予算書となります。 

 それでは、議案第２３号・平成２８年度八代

市下水道事業会計予算について御説明いたしま

す。別冊予算書をお願いいたします。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 まず、第１条の総則で、平成２８年度下水道

事業会計の予算は、次の第２条から第１０条に

定めるところによるといたしております。 

 第２条の業務の予定量でございますが、平成

２８年度末の処理区域内人口６万１４３９人、

処理区域面積１６３６ヘクタール、水洗化人口

４万７３０４人、年間総処理水量６５６万２４

００立方メートル、年間有収水量５６４万２１

０立方メートル、主要な建設改良事業といたし

まして、管渠施設整備費１０億６２３１万９０

００円及びポンプ場施設整備費６０９０万円を

予定いたしております。 

 ２ページをお開きください。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

います。まず、収入では、第１款・下水道事業

収益３４億３５５４万６０００円。内訳といた

しまして、第１項・営業収益１３億２８８１万

７０００円、第２項・営業外収益２１億６７２

万６０００円、第３項・特別利益３０００円を

計上いたしております。 

 次に、支出でございますが、第１款・下水道

事業費用３０億６９５３万８０００円。内訳と

いたしまして、第１項・営業費用２６億１６６

１万５０００円、第２項・営業外費用４億４７

６２万１０００円、第３項・特別損失３０万２

０００円、第４項・予備費５００万円を計上い

たしております。差し引き収支は３億６６００

万８０００円の黒字を見込んでおります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第４条、資本的収入及び支出でございます

が、まず、収入では、第１款・資本的収入２１

億１５５万円。内訳といたしまして、第１項・

企業債１１億８１３０万円、第２項・補助金６

億６９９３万１０００円、第３項・受益者負担

金及び分担金４１４０万５０００円、第４項・

他会計負担金２億８９１万４０００円を計上い

たしております。 

 次に、支出でございますが、第１款・資本的

支出３０億１７４万円。内訳といたしまして、

第１項・建設改良費１１億４４７７万８０００

円、第２項・企業債償還金１８億５５９６万２

０００円、第３項・予備費１００万円を計上い

たしております。差し引き収支は９億１９万円

の財源不足を見込んでおります。詳細につきま

しては、後ほど予算に関する予算書で御説明い

たします。 

 なお、４条の条文中、括弧書きの資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額９億１９万

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額３７８４万９０００円、過年度損益勘

定留保資金１億４５８万円及び当年度損益勘定

留保資金５億６６７５万５０００円、当年度利

益剰余金処分額１億９１００万６０００円で補

塡するものとしております。 

 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額とは、資本的収支のみで計算した場合に内

部留保資金となる消費税で、また、過年度損益

勘定留保資金及び当年度損益勘定留保資金と

は、第３条の収益的収入及び支出の予算のう

ち、現金の支出を伴わない収支、すなわち減価

償却費などから長期前受金戻入額を差し引いた

過年度分及び現年度分の内部留保資金、当年度

利益剰余金処分額とは、当年度の純利益として

見込まれる額のうち、この後の第１０条により

あらかじめ処分することを定めた額を資本的収
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支の補塡財源として取り扱うものでございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第５条、企業債でございますが、施設整備に

伴う企業債及び資本費平準化債などの準建設改

良企業債１１億８１３０万円を限度額として設

定しております。 

 第６条、一時借入金の限度額は２０億円と定

めております。 

 次の第７条では、予定収支の各項の経費の金

額のうち、項と項の間で流用することができる

場合は、営業費用と営業外費用との間のみであ

ることを定めております。 

 次に、５ページの第８条では、議会の議決を

経なければ流用することができない経費とし

て、職員給与費２億２７３５万３０００円を定

めております。 

 次に、第９条、他会計からの補助金といたし

まして、下水道事業会計の経営基盤確立のた

め、一般会計からこの会計へ補助金を受ける金

額、いわゆる基準外繰入金は、３億４１３０万

７０００円を予定いたしております。 

 次の第１０条の利益剰余金の処分では、当年

度分利益剰余金のうち、１億９１００万６００

０円を先ほどの第４条括弧書きにあります資本

的収支の不足を補塡するため、減債積立金とし

て積み立て、処分することをあらかじめ定める

ものでございます。 

 それでは、続きまして、７ページからは下水

道事業会計予算に関する説明書でございます。 

 予算に関する説明書は、地方公営企業法施行

令第１７条の２に基づき、予算の実施計画、予

定キャッシュ・フロー計算書、前事業年度の予

定損益計算書及び予定貸借対照表、当該事業年

度の予定貸借対照表など必要な書類等を計上い

たしております。 

 それでは、２８年度予算の内容について御説

明いたします。２３ページをお願いいたしま

す。 

 まず、収益的収入及び支出の収入でございま

す。款１・下水道事業収益、項１・営業収益、

目１・下水道使用料で１０億４１０５万円、目

２・雨水処理負担金で２億８６６２万３０００

円、目３・その他営業収益で１１４万４０００

円を予定しております。雨水処理負担金は、雨

水処理経費に係る一般会計負担金で、その他営

業収益は、督促手数料が主なものでございま

す。 

 次に、２４ページをお願いいたします。 

 項２・営業外収益では、目２・他会計負担金

で８億１８３７万６０００円、目３・長期前受

金戻入１２億８８３１万１０００円などが主な

ものでございます。 

 目２の他会計負担金は、汚水分の元利償還金

等に係る一般会計負担金で、前年度から４７４

４万１０００円減額となっております。これ

は、基準内繰入金である分流式下水道に要する

経費の減少によるものでございます。 

 目３の長期前受金戻入は、資産の費用化であ

る減価償却と同様に、これまで施設整備した際

に受け入れた国庫補助金などを耐用年数で割っ

て収益化する額でございます。前年度から３億

６０３３万８０００円増加しておりますのは、

平成２８年度からの会計基準の見直しにより、

過去の元金償還金に対して。（発言する者あ

り）――平成２６年。失礼しました。若干戻り

ますが、平成２６年度から会計基準の見直しに

より、過去の元金償還金に対して繰り入れた一

般会計繰入金のうち、長期前受金計上分につき

ましては、当該年度の元金への繰り入れ割合に

応じて収益化することとされておりますが、２

７年度は予算計上いたしておりませんでしたた

め、今回大幅に増額するものでございます。 

 なお、国・県補助金、他会計補助金は、今年

度当初予算計上がありませんので、廃目といた

しております。 
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 次の項３・特別利益は該当ありませんが、固

定資産売却益、過年度損益修正損、その他特別

利益の項目をそれぞれ設定しております。 

 次に、２５ページから収益的支出でございま

す。 

 まず、款１・下水道事業費用、項１・営業費

用、目１・管渠費で３９９２万７０００円を予

定しております。管渠費は管渠の維持管理に要

する費用でございまして、主なものは、右側の

説明欄にありますとおり、マンホールポンプ等

の修繕費で７２６万５０００円、マンホールポ

ンプ等清掃業務、下水道台帳作成業務などの委

託料で２３６５万円、下水道管理道路舗装工事

で１２０万円、マンホールポンプの電気代であ

る動力費で５５２万５０００円などでございま

す。 

 次に、目２・ポンプ場費７５２６万２０００

円は、市内６カ所にあります雨水及び汚水のポ

ンプ場の維持管理に要する費用でございます。

主な費用は、麦島ポンプ場蓄電池取りかえや麦

島中継ポンプ場停電時対応無停電装置取りかえ

などの修繕費で８８８万４０００円、中央ポン

プ場ナンバー２・１８００口径ポンプ分解点検

やテレメータ装置保安業務、主要ポンプ場枕砂

地しゅんせつなどの委託料で３４６８万２００

０円、麦島ポンプ場さびどめ塗装工事で２５０

万円、各ポンプ場の電気代及び重油代である動

力費２７４６万７０００円などでございます。 

 次に、２６ページをお願いいたします。 

 次の目３・水処理センター費３億６５５３万

円は、水処理センターの維持管理に要する費用

でございます。主な費用は、一般職５名分の人

件費のほか、砂ろ過装置ろ材取りかえ、次亜注

入ポンプ及び砂ろ過次亜注入ポンプ取りかえな

どの修繕費１５３５万円、施設運転業務、汚泥

処理業務、脱水機分解点検整備などの委託料２

６８３万７０００円、スカム分離機ポンプ取り

かえ工事及びシャッター塗装工事７１０万８０

００円などでございます。なお、前年度より４

０００万１０００円増加しておりますのは、施

設の修繕費で６０１万８０００円、施設運転業

務委託で人件費などの増により２０９５万６０

００円、脱水機分解点検整備委託で１３７１万

６０００円などの増加によるものでございま

す。 

 次に、２７ページの目４・流域下水道管理費

１億１２６６万４０００円は、千丁処理区及び

鏡処理区におきまして、県が設置しております

終末処理場や幹線管渠などの維持管理費用、流

域自治体の八代市、宇城市、氷川町で負担して

おります流域下水道維持管理負担金でございま

す。 

 次に、目５・総係費１億６８１６万５０００

円は、事業の事務費及び管理運営に要する総括

的費用でございます。主な費用は、一般職１４

名分の人件費のほか、下水道使用料の納付書等

の印刷製本費３６１万６０００円、納付書発送

に伴う郵便料などの通信運搬費１１７１万１０

００円、口座振替、量水器取りつけなどの手数

料６６５万７０００円、説明欄にあります下水

道使用料徴収業務、水洗化促進業務、検針業務

などの委託料１１９０万８０００円、下水道へ

の接続等に対して助成を行う排水設備工事費助

成金や水洗便所改造工事費等助成金などの補助

金１１５５万４０００円、下水道使用料の不納

欠損に対する備えである貸倒引当金に繰り入れ

を行う貸倒引当金繰入額１４６７万５０００円

などでございます。なお、前年度より２１０３

万１０００円減額となっておりますのは、主に

人件費一般職が１７名から１４名に減少したこ

とによるものでございます。 

 次に２８ページをお開きください。 

 目６・減価償却費は１８億５５０６万５００

０円でございます。内訳は、有形固定資産減価

償却費１８億３８０万４０００円、無形固定資

産減価償却費５１２６万１０００円でございま
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す。 

 次の目７・資産減耗費、目８・その他営業費

用は該当がありませんので、項目のみの計上で

ございます。 

 次に、項２・営業外費用、目１・支払利息及

び企業債取扱諸費４億４４４７万８０００円

は、企業債及び一時借入金の利息でございま

す。 

 次の目２・消費税及び地方消費税では３１４

万２０００円を計上しております。前年度より

２７１２万５０００円減額となっております

が、企業会計への移行により、消費税申告納付

の際に控除税額が制限される特例の範囲が縮小

され、結果的に消費税額が減額となるものでご

ざいます。 

 次に、２９ページの項３・特別損失、目２・

過年度収益修正損３０万円は、過年度分の下水

道使用料調定減に伴う特別損失でございます。 

 次に、項４・予備費では５００万円を計上い

たしております。 

 続きまして、３０ページをお願いいたしま

す。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１・企業債、目１・企業債で１１億８１

３０万円を予定しております。これは平成２８

年度の建設改良に伴う企業債及び資本費平準化

債などの準建設改良企業債でございます。昨年

度より１億４１２０万円増加しておりますの

は、建設改良費の増によるものでございます。 

 次に、３１ページの項２・補助金、目１・国

庫補助金３億２８６２万４０００円、目２・他

会計補助金３億４１３０万７０００円は、建設

改良に伴う国庫補助金並びに汚水処理の元金償

還金等に係る一般会計からの基準外繰入金でご

ざいます。企業債同様、建設改良費の増により

増額となっております。 

 次に、項３・受益者負担金及び分担金、目１

・受益者負担金３７４０万円、目２・受益者分

担金４００万５０００円は、下水道の供用開始

に伴う八代処理区、鏡処理区の受益者負担金及

び八代東部処理区、千丁処理区の受益者分担金

などでございます。 

 ３２ページをお開きください。 

 項４・負担金、目１・他会計負担金２億８９

１万４０００円は、基準内の汚水処理元金償還

金等に係る一般会計負担金並びに汚水管築造工

事に伴う水道事業からの同時施工負担金でござ

います。前年度より４３９３万３０００円増加

しておりますのは、元金償還額の増加並びに同

時施工負担金の新設によるものでございます。 

 次に、３３ページからは資本的支出でござい

ます。 

 款１・資本的支出、項１・建設改良費、目１

・管渠施設整備費１０億６２３１万９０００円

を予定しております。管渠施設の建設及び改良

に要する費用で、主なものは、一般職１３名分

の人件費のほか、受益者負担金前納による報償

費１２１０万円、委託料１億３１１９万７００

０円、工事請負費７億５９７６万円、補償、補

塡及び賠償金５８３８万６０００円などでござ

います。内訳としましては、右側の説明欄にあ

りますが、委託料では、管渠築造工事に伴う設

計業務委託が３処理区合わせて４５８８万円、

下水管渠の破損や老朽箇所の調査を行う下水道

管渠調査業務委託１４０５万６０００円、下水

道施設の点検、調査、修繕、改築を一体に捉

え、計画的かつ効率的に管理するストックマネ

ジメント計画策定業務委託１３９７万６０００

円、八代市公共事業再評価規定に基づく下水道

事業再評価業務委託９８７万２０００円、田中

西町の北部中央公園の地下に雨水調整池を整備

をするための八千把地区雨水調整池実施設計業

務委託３０９６万４０００円を予定しておりま

す。また、工事請負費では、管渠築造工事で、

八代処理区５億６０６２万円、千丁処理区４８
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０５万円、鏡処理区１億５１０９万円を計上し

ており、八代処理区では、松高、八千把、宮地

地区で約３.２キロメートル、千丁処理区では

西牟田地区で約０.４キロメートル、鏡処理区

では、下村、野崎地区で約１.３キロメートル

の整備を予定しております。その他、管渠築造

工事に伴う地下埋設物等移設補償費などでござ

います。 

 なお、施工予定箇所につきましては、別紙で

配付しました資料を御参照ください。 

 次に、３４ページをお開きください。 

 目２・ポンプ場施設整備費では６０９０万円

を予定しております。これは、備考欄の中央ポ

ンプ場改築実施設計業務委託で、平成２６年度

に実施しました長寿命化計画に基づき、中央ポ

ンプ場の改築更新を行うための実施設計業務委

託でございます。中央ポンプ場の改築更新につ

きましては、平成２９年度から３４年度の６年

間で、ポンプ施設、機械・電気施設、沈砂地設

備耐震補強、アスベスト除去など、ほぼ全ての

施設、設備において改築更新を行う予定として

おります。 

 次の目３・水処理センター施設整備費５３万

６０００円は、旅費、備消品費、燃料費でござ

います。 

 次の目４・流域下水道建設費１８２２万３０

００円は、八代北部流域下水道建設負担金でご

ざいます。前年度より１５１９万５０００円増

加しておりますが、２８年度は、全体計画及び

事業計画策定、北部浄化センター長寿命化計画

策定、橋梁つけかえ工事に伴う仮設工事などが

予定されており、事業費増による負担額の増で

ございます。 

 次の目５・営業設備費２８０万円は、水処理

センターの施設備品及び量水器の購入経費でご

ざいます。 

 次に、項２・企業債償還金、目１・企業債償

還金１８億５５９６万２０００円は、これまで

借り入れた企業債の償還元金でございます。 

 最後に、項３・予備費、目１・予備費では、

１００万円を計上いたしております。 

 次に、３５ページから４１ページまでは、給

与費明細書、債務負担行為に関する調書、地方

債に関する調書でございますので、説明は省略

させていただきます。 

 最後の４２ページから４３ページに、地方公

営企業法施行規則第３５条に基づき、重要な会

計方針と予定貸借対照表について注記いたして

おります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

○委員（古嶋津義君） ほんな、いっちょ。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。１点だけお尋ね

をします。 

 北部処理区においては、おおむね１０年で何

かしまいということを聞いておりますが、その

辺のところ、説明があれば。１０年でもう下水

道はしまいというか。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。今の

御質問は、後で所管事務ということで報告させ

ていただきたいと思っている案件に該当するも

のと思われますので、後のときに説明させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） ２７ページの中段のと

ころにあるんですけど、説明のところ、水洗便

所改造工事費として、工事費等助成金て、これ

１５０万上がってますけど、これ大体何件分ぐ

らいを予定しておられるんですか。２７ページ

の１５０万円。水洗便所改造工事費等助成金と
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いうところ。上限もあるんでしょうか。水洗の

助成金。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、徳田水洗化促

進係長。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） 今の質問のお答えですけども、水洗

便所等改造助成金としましては、北部流域関係

の千丁地区、千丁町と鏡町に大体出します。 

 千丁町のほうが、くみ取り便所からの切りか

えとしまして８万円あるんですけども、そこを

３件計上しています。と、単独浄化槽からの切

りかえが４万円ありまして、そこは６件計上し

ております。それと、合併浄化槽からの切りか

えで、３万円で１件計上しております。 

 それと、鏡町ですけども、くみ取りトイレか

らの８万円が６件と単独浄化槽からの切りかえ

４万円が７件と合併浄化槽からの切りかえが８

件計上しております。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今んとの関連してです

が、それはたしか期間のあったろう。管の通っ

たい、管の通って何年以内にせんば補助金の来

ぬだったろう。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） はい、委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 下水道徳田水洗化促

進係長。 

○下水道総務課副主幹兼水洗化促進係長（徳田

啓治君） 水洗便所改造工事助成金のほうは、

工事が終わりまして、供用開始になって３年以

内でないと該当しません。それと、あと１つ、

排水設備工事費助成金１０００万円があるんで

すけども、そちらのほうは、先ほど申しました

水洗便所助成金３年以内以外のとこが該当とな

ります。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません。

今、説明いただきまして、一番最後のページに

ですね、注記ということでいろいろと書いてあ

るんですよ。ちょっと済いません、私わからぬ

もんですけん、ちょっと教えてもらいたいんで

すけど、一番最後に書いてあります、企業債の

償還に係る一般会計の負担ということで、将来

かな、負担すると見込まれる額ということで１

７４億余りというような金額が書いてあっとで

すけども、これはどやん意図なんですかね。説

明ばちょっとお願いしてよかですか。 

○下水道総務課長補佐兼経営係長（中村光宏

君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 中村経営係長。 

○下水道総務課長補佐兼経営係長（中村光宏

君） 経営係の中村と申します。 

 この表記についてはですね、一般会計から今

後企業債の償還に対する一部をですね負担する

と見込まれるトータルの金額になってます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） そのままですよね。 

○下水道総務課長補佐兼経営係長（中村光宏

君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） じゃあ、この１７４億

っていうのがこの何年間で必要ちゅうことなん

ですか、これ。 

○下水道総務課長補佐兼経営係長（中村光宏

君） 今後、最後まで償還が終わるまで。 

○委員（野﨑伸也君） 何年ですか。 

○下水道総務課長補佐兼経営係長（中村光宏

君） 一応企業債の償還については、下水道事
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業債のほうが３５年となっておりますもので、

――３０年、３０年となっておりますので。 

○委員（野﨑伸也君） ３０年。 

○下水道総務課長補佐兼経営係長（中村光宏

君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） ３０年までに必要な額

が１７４億ってことですか、一般会計から。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 済いません、ちょっ

と教えていただきたいんですけど、３４ページ

のポンプ場施設整備費の実施設計業務委託が平

成２９年から３４年で６０００万円ほどという

ことで、この実際の改築費のほうの予測を教え

ていただきたい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、南水処理セン

ター場長。 

○下水道建設課長補佐兼水処理センター場長

（南 浩一君） 下水道建設課水処理センター

場長の南です。よろしくお願いします。 

 改築費用の概算でございますが、先ほど概要

説明でございましたように、ほぼ全ての施設、

設備を取りかえるということの前提において

は、今３６億円を今予定をしております。しか

しながら、実施設計において、昨年度１年間、

――今年度ですね、１年間、他の自治体等の調

査を行ったところ、事業費の縮減が可能ではな

いかということで、ちょっと余談にはなります

が、先ほど中央ポンプ場のポンプの分解点検委

託というのがございましたが、ポンプが使える

ならば、エンジンのみの交換となりますので、

事業費の縮減が図れるんではないかということ

で、同時並行でやっていきたいというふうに思

っております。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。エンジンのみ

の交換で図れる事業費の圧縮ってどのくらいぐ

らいですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 南水処理センター場

長。 

○下水道建設課長補佐兼水処理センター場長

（南 浩一君） あくまで試算でございます

が、今現段階では、マイナス１０億円ぐらいは

いけるんではないかというふうに、まだ見込ん

でおります。あくまで実施設計が終わらない

と、この金額というのは正確な値が出ませんも

んですから、今のところ概算ということで御報

告させていただきたいと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） ほかにありません

か。いいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第２３号・平成２８年度八代市下水道事

業会計予算について、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢どうも

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 はい、小会します。 

（午後３時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５３分 本会） 

◎議案第３４号・市道路線の認定について 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 それでは、議案第３４号・市道路線の認定に
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ついてを議題とし、説明を求めます。 

○土木課長（松本浩二君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松本土木課長。 

○土木課長（松本浩二君） はい。皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）土

木課長の松本でございます。それでは、着座に

て説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○土木課長（松本浩二君） それでは、議案書

２７ペーをお願いいたします。 

 議案第３４号・市道路線の認定について、記

載してあります３路線の市道認定を、道路法第

８条第２項の規定によりまして、議会の議決を

お願いするものです。 

 議案書２７ページに、路線名や起点・終点な

どを記載し、２８ページと２９ページに位置図

をお示しさせていただいております。 

 今回、認定をお願いいたします３路線につき

まして、それぞれ認定するに至りました理由ご

とに説明させていただきます。 

 議案書２７ページ、上から１番目の四百町３

号線と２番目の二軒屋橋迂回路線につきまして

は、２８ページに位置図をお示ししております

が、この２路線は、県事業として進められてお

ります大鞘川河川改修事業で堤防かさ上げを行

いますが、現在の堤防の高さで市道にかかって

おります二軒屋橋をかけかえる際に迂回路とし

て建設します仮設橋に関連した市道認定でござ

います。 

 まず、１番目の四百町３号線は、河川改修に

伴いかさ上げされました新しい堤防の上を通る

ことになる市道でございまして、今回の迂回路

の一部として利用し、将来的にも堤防上の市道

として、橋の完成後も利用を続けることになり

ます。 

 次に、２番目の二軒屋橋迂回路線につきまし

ては、堤防のかさ上げと新しい橋のかけかえに

約３年が見込まれますことから、その間に、不

特定多数の市民がこの道路を利用しますことか

ら、市として、市道として適切に管理する必要

があると考え、今回市道の認定をお願いするも

のです。なお、この道路は仮設橋を使用する期

間、一時的に市道として認定し、新しい二軒屋

橋の完成後には廃止をする予定でございます。 

 次に、２７ページの上から３番目の太慶７号

線は、２９ページに位置図をお示ししておりま

すが、八代市千丁町新牟田字太慶を起・終点と

します民間の宅地造成に伴い建設されました区

画内道路の市道認定をお願いするものです。 

 この道路は、千丁町新牟田にあります千丁支

所の南側駐車場と市道を挟んだ向かい側で、造

成地の中心を南北に貫く形で建設されておりま

す。 

 この道路は、工事着手前の計画段階から、事

業者から市への寄附について相談がなされてお

りまして、起・終点が公道に接続し、位置的な

もの、構造的なもの、市への所有権移転の可否

などを八代市市道認定基準に照らし合わせて審

査しました結果、その基準を満足しております

ことから、道路本体の寄附を受けて、新たに市

道として認定をお願いをするものです。 

 以上で議案第３４号・市道路線の認定につい

ての説明を終わります。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。は

い。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第３４号・市道路線の認定については、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

                              

◎議案第５０号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について 

○委員長（福嶋安徳君） はい、次に、条例議

案の審査に入ります。 

 まず、議案第５０号・八代市営住宅設置管理

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮端建築住宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建築住

宅課長の宮端でございます。それでは、着座に

て説明させていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 議案書は１１１ページでございます。 

 議案第５０号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について御説明いたします。 

 今回の改正理由でございますが、市営住宅の

入居者の選考におきまして、現在の運用上での

取り扱いを明確に規定することと、条例中に文

言の錯誤がありましたことなどから改正するも

のでございます。 

 それでは、事前に配付しております資料で御

説明させていただきます。表題に、八代市営住

宅設置管理条例の一部改正についてという２枚

つづりのものでございます。よろしいでしょう

か。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、よかですよ、

進めて。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。資料の

１番目でございますが、条例第２条第３号、第

４条、第９条第４項、第１１条第２項、第１６

条第２項及び第４項につきましては、資料の２

ページ目に新旧対照表がございますが、それぞ

れ文言の整理を行うものでございます。 

 次に、資料の２番目の第９条第５項でござい

ますが、市営住宅におきましては、公開抽せん

会を毎年１回開催し、くじ引きによって入居待

機順位を定め、空き部屋が出た場合に、入居待

機順位の上位の方から入居者として決定してい

るところです。 

 この抽せん会では、原則１回くじを引いてい

ただいてるところですが、条例で定める優先的

な選考として、心身障害者がいる世帯、高齢者

のみの世帯、２０歳未満の子を扶養するひとり

親世帯などについて、その回数をふやしており

ます。このうち、心身障害者がいる世帯と２０

歳未満の子を扶養する寡婦については、条例に

おいて優先的に選考することができるものとし

て明示をしているところです。国の通達では、

いわゆる寡婦だけでなく、母子世帯、父子世帯

など、何らかの事情により配偶者がいない方に

ついても優先すべき対象者として取り扱うこと

とされており、この取り扱いは市長が特別な事

情があると認めたものとして優先的に選考して

いるところです。 

 今回の改正案は、運用上は国の通達に即して

いるものの、条例上に明示するため、寡婦とな

っているところを、配偶者のない者と改正する

ものです。そのほか、文言の整理により改正す

るものでございます。 

 次に、３番目の第３９条第２項ですが、公営

住宅は、公営住宅法第４５条の規定に基づき、

社会福祉法人等が省令で定める社会福祉事業を

行う場合に、住宅として目的外使用させること

ができるとなっております。本規定は、目的外

使用する社会福祉法人等が当該社会福祉事業に

おきまして公営住宅を実際使用する者から徴収

する使用料の限度額について、市長が定める額

を超えてはならない旨を規定するものでござい

ますが、条例では、錯誤により、知事が定める

額と記載しているため、市長が定める額に改正

するものでございます。 
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 施行日は公布の日からとしております。 

 以上、議案第５０号・八代市営住宅設置管理

条例の一部改正についての説明とさせていただ

きます。御審議のほど、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

○委員（増田一喜君） よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） この９条んとこですけ

ど、大体原則１回、毎年１回開催して、順位を

決めて、順位の若い人ですね、若番の人から空

き部屋が出たら入っていただくと、その次んと

ころ、優先的な選考として、心身障害者がいる

世帯、高齢者のみの世帯、二十未満の子を扶養

するひとり親世帯等について、その回数をふや

している、これはどういうふうに回数をふやし

ているんですか。毎年１回だけで。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮端建築住宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。抽せん

会におきましてはですね、抽せん機の中に数字

が書いてあるボールがこう出てくるような抽せ

ん機で抽せんをしていただいているんですが、

出た数字の若い順番から順番をつけていくんで

すね。優先的に対応される方は、２回引かれる

場合には、その２回分も含めた延べ回数の個数

を入れてるんですが、２回、３回引かれる方

は、その回数だけ引いていただいて、一番自分

に有利な数を自分の番号としていただくという

ことで、引く回数が多くなるほど、若い、早い

順番が当たる確率が高くなるということで優先

的に対応しているという内容です。 

○委員長（福嶋安徳君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ということは、その対

象者になる人たちは、先に２回、３回を引くわ

けですか。そこが理解しにくい。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮端建築住宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） 引く順番はで

すね、――まずその前に、申し込みをいただき

まして、各団地ごとに申し込みをいただくんで

すが、その１つの団地につきまして複数の応募

者があったときに、抽せん会をして、その待ち

順番を決めていくというものです。それを引く

順番は、予備抽選を行って――。済いません。 

○委員（増田一喜君） いいです。 

○委員長（福嶋安徳君） 後でいいですか、増

田委員、いいですか。 

○委員（増田一喜君） 後で聞きに行きます。 

○委員長（福嶋安徳君） 混乱してきました。

後で聞かれるそうでございます。（｢済いませ

ん。」「よろしくお願いいたします」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済いません。公

営住宅は、社会福祉法人等が省令で定める社会

福祉事業を行う場合、住宅として目的外使用を

させることができる、目的外使用っていうのは

どういったものがあるんですか。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 宮端建築住宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。幾つか

種類がありますが、例えば、児童福祉法の第６

条の３第１項に規定してあります児童自立生活

援助事業ですとか、同法、同じ児童福祉法に規

定がございます小規模住宅型児童養育事業です

とか、今度は老人福祉法に規定がございます認

知症対応型老人共同生活援助事業などがござい

ます。まだほかにもございますけど――。 

○委員（野﨑伸也君） たくさんあるんですか

ね。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） あと２つで

す。 

○委員（野﨑伸也君） 何となくわかりまし

た。はい。 
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○委員長（福嶋安徳君） よろしいですか。 

 ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第５０号・八代市営住宅設置管理条例の

一部改正について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５１号・八代市建築審査会条例の一部

改正について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第５１号

・八代市建築審査会条例の一部改正についてを

議題とし、説明を求めます。 

○建築指導課長（松元真介君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） こんにちは。

建築指導課長の松元でございます。よろしくお

願いいたします。 

 私のほうから、議案第５１号・八代市建築審

査会条例の一部改正について御説明いたしま

す。座って説明させていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○建築指導課長（松元真介君） まず、今回の

改正理由と内容について御説明いたします。議

案書のですね１１３ページをごらんいただきた

いと思ってます。そして、別途資料のほうでで

すね、右上に関係資料ということでお配りして

おる資料があると思うんです。これに基づいて

御説明いたします。 

 今回の要旨内容につきましては、まず、地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律――

通称第５次地方分権一括法の公布に伴い、建築

基準法が一部改正され、建築審査会委員の任期

が条例に委任されたことに伴い、条例の一部を

改正するものです。 

 内容としまして、八代市建築審査会委員の任

期を第１条及び第３条委員の任期として条例に

追加し、以下、項ずれの修正を行います。 

 任期につきましては、従来の建築基準法で規

定されていました２年とし、施行期日は平成２

８年４月１日からとなります。なお、施行日に

おける任期中の委員の取り扱いにつきまして

は、当該任期が満了した日の翌日からとしま

す。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ありませんか。ない

ようです。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第５１号・八代市建築審査会条例の一部

改正について、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５２号・八代市手数料条例の一部改正

について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第５２号
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・八代市手数料条例の一部改正についてを議題

とし、説明を求めます。 

○建築指導課長（松元真介君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） 済いません。

引き続き、建築指導課でございます。 

 私のほうから、八代市手数料条例の一部改正

について御説明いたします。議案書の１１５ペ

ージをごらんいただきたいと思います。あわせ

まして、事前にお配りしております資料に基づ

いて御説明いたします。 

 今回のこちらの改正要旨と内容につきまして

は、八代市手数料条例における手数料を伴う各

種申請中、長期優良住宅の普及に関する法律に

基づく告示の改正及び建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律――通称建築物省エネ

法の施行に伴い、新たに認定事務が発生し、手

数料が生じますことから、当該部分に関連する

条例の一部を改正するものでございます。 

 改正内容としまして、長期優良住宅普及関係

につきましては、従来新築住宅のみを対象とし

ておりました長期優良住宅の認定が、告示の改

正により、増改築する既存住宅も対象となりま

すことから、既存住宅の認定申請に係る手数料

を追加するものです。 

 また、２点目としまして、建築物省エネ法関

係としまして、建築物省エネ法が平成２７年７

月８日に公布され、同法に基づく誘導基準また

は省エネ基準に適合する建築物について、申請

により所管行政庁の認定を受けられることにな

り、当該申請に係る手数料を追加するもので

す。 

 認定を受けた建築物は、容積率の特例の適用

や省エネ基準に適合している旨の表示を行うこ

とができることとなります。 

 手数料の額は、いずれも県内の所管行政庁で

ございます県、熊本市、天草市と同額とし、施

行期日は平成２８年４月１日からとなります。 

 御審議のほど、よろしくお願いします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 今の説明で何か表示を

することができると、認定を受ければと、何か

表示して、何か特段のメリットがあるんです

か。税金が非常に安くなるとか。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。特段そ

の表示を受けることによるメリットというの

は、いわゆる事業イメージが上がるということ

で考えていただければ結構だと思います。まだ

特に税金が、それに対して税制が緩和されると

か、そういったところのちょっと情報は私のほ

うもまだ受けてはおりません。 

○委員長（福嶋安徳君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ということは、一般住

宅に対しては余り関係ないような気がするんで

すけども。これは建築屋さんていうか、建築会

社のほうがそれを認定を受けて、表示して、こ

れいい住宅ですよと、購入される方に示すよう

なと考えたほうがいいんですかね。 

○建築指導課長（松元真介君） そうですね。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） 例えば、将来

的な転売とかですね、そういったものによっ

て、その商品価値が上がるということも一つの

メリットかなとは思います。 

○委員（増田一喜君） はい、わかりました。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第５２号・八代市手数料条例の一部改正

について、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５３号・八代市特定用途制限地域にお

ける建築物等の用途の制限に関する条例の一部

改正について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第５３号

・八代市特定用途制限地域における建築物等の

用途の制限に関する条例の一部改正についてを

議題とし、説明を求めます。 

○建築指導課長（松元真介君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。引き続

きまして、議案第５３号・八代市特定用途制限

地域における建築物等の用途の制限に関する条

例の一部改正について御説明いたします。 

 議案書の１２３ページをごらんいただきたい

と思います。あわせまして、事前にお配りして

おりますこの関係資料のほうですね、ごらんい

ただきたいと思います。 

 改正理由としまして、風俗営業等の規制及び

業務の適正化に関する法律の改正、平成２８年

６月２３日施行により、風俗営業――客にダン

スをさせる営業に係るものの適用範囲の見直し

が行われることにより、飲食接待を伴わないダ

ンスホールが風営施設から除外されることから

条例の整備を行うものでございます。 

 特定用途制限地域内の建築制限につきまし

て、別表第１項の事項を改正するとともに、ダ

ンスホールの建築が可能となるものでございま

す。 

 施行期日は、改正風営法の施行期日である平

成２８年６月２３日からとなります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） これ、今までダンスホ

ールはあかんのだったかな。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。一般的

にダンス教室はですね風俗営業でした。で、今

回、飲食や接待を伴わないものが風営法から除

外されるということで、その伴うものについて

は従来どおり風俗営業施設、そして飲食店営業

施設となります。 

 で、ちょっと追加してお話ししますと、例え

ば、以前からダンス教室を開く際にはですね、

風営法の許可が必要だったのかという話だと思

いますが、以前は、指定公益機関の、やはりそ

ういう機関があるらしいですね。その機関の講

習を受けた講師を配置するダンス教室等に限っ

て、風営法の許可の取得が不要ということでさ

れてたんですが、改正により、飲食を伴わない

全てのダンス営業は、この風俗営業の許可が不

要となりました。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） これダンスホールだけ

ですか。ダンスホールだけ。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい、そうで

ございます。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 
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○委員（野﨑伸也君） はい。八代の特定用途

制限地域ていうのは、新駅あたりていうような

認識でよろしいですか。 

○建築指導課長（松元真介君） はい、そうで

ございます。 

○委員（野﨑伸也君） あとほかにありません

か。 

○建築指導課長（松元真介君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松元建築指導課長。 

○建築指導課長（松元真介君） はい、そのと

おりでございます。 

○委員（野﨑伸也君） 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第５３号・八代市特定用途制限地域にお

ける建築物等の用途の制限に関する条例の一部

改正について、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５４号・八代市下水道条例の一部改正

について 

○委員長（福嶋安徳君） 次に、議案第５４号

・八代市下水道条例の一部改正についてを議題

とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） 委員長。 

○委員長（福嶋安徳君） 古田下水道総務課

長。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） はい。こん

にちは。 

 予算に引き続きまして、条例の改正につきま

して、下水道総務課古田でございます。 

 議案第５４号・八代市下水道条例の一部改正

について御説明いたします。着座にて説明させ

ていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） どうぞ。 

○下水道総務課長（古田洋ニ君） 議案書の１

２５、１２６ページにて御説明いたします。 

 八代市下水道条例の一部改正について。八代

市下水道条例の一部を次のように改正するもの

とするということで、下段に提案理由がござい

ます。 

 排水設備工事責任技術者の資格認定に係る試

験及び更新講習に関する事業の移管等に伴い、

条例の改正が必要であるということですが、詳

細につきましては、現在、市内におけます下水

道の排水設備工事につきましては、公益財団法

人熊本市下水道技術センター理事長の登録を受

けた排水設備工事責任技術者が１名以上専属し

ております八代市下水道排水設備指定工事店、

よく指定工事店と言いますけれども、この工事

店が工事を行っております。しかしながら、同

センターが、事業の効率化と技術者の利便性の

向上を目的に、平成２８年４月１日から、公益

財団法人熊本市水道サービス公社と合併し、法

人の新しい名称が、公益財団法人熊本市上下水

道サービス公社に変更となるため、これに伴

い、下水道条例の当該名称の変更をするもので

ございます。 

 １２６ページにありますけれども、改正事項

といたしましては、八代市下水道条例第２条第

１５項の公益財団法人熊本市下水道技術センタ

ー理事長を公益財団法人熊本市上下水道サービ

ス公社理事長に改正するものでございます。 

 施行期日につきましては、平成２８年４月１

日といたしております。 
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 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第５４号・八代市下水道条例の一部改正

について、原案のとおり決するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（福嶋安徳君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 はい、小会します。 

（午後４時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時２２分 本会） 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（福嶋安徳君） はい、本会に戻しま

す。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、まず、都市計画・建設工事に関す

る諸問題の調査に関連して１件、執行部から発

言の申し出があっておりますので、これを許し

ます。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査

（八代市汚水適正処理構想について） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、八代市汚

水適正処理構想についてをお願いいたします。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水

道建設課の福田でございます。座りまして説明

させていただきます。 

 配付されてあると思いますけど、１枚ものの

表紙がついてますのでめくっていただけば、今

言ってあるのが。 

 八代市汚水適正処理構想案につきまして報告

させていただきます。 

 今回の八代市汚水適正処理構想案とは、生活

排水対策のマスタープランとして県が策定して

おります、熊本生活排水処理構想２０１１の見

直しに伴い、市全域の汚水処理施設の整備を計

画的、効率的に実施していくため、本市の下水

道、農業集落排水及び合併浄化槽の各種汚水処

理施設の整備予定区域を見直した案のことで

す。現在、県内の全市町村が一斉に見直しを実

施しており、最終的には、県が県全体の構想と

して取りまとめることとなっております。 

 それでは、まず、現在の構想における本市の

各種汚水処理施設の整備予定区域を確認したい

と思います。 

 配付資料の左上をごらんください。八代市全
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域の地図、赤色で囲まれている地域が下水道、

黄色が個人設置型合併浄化槽、緑が農業集落排

水、茶色が市町村設置型合併浄化槽でございま

す。 

 この枠組みで、現在、各種汚水処理施設の整

備を行っているところでございますが、各種汚

水処理施設の整備率である汚水処理人口普及率

は、平成２６年度末におきまして、全国平均で

８９.５％、熊本県平均で８４.７％、八代市は

６３.４％とおくれております。残りの３６.６

％、約４万７０００人の市民が適切な環境下に

なく、くみ取り式、もしくは単独浄化槽のトイ

レを使用し、生活雑排水におきましては未処理

のまま川や海に放流している状況となっており

ます。快適な暮らしや健全な水環境の実現に向

け、早急な対応が求められているところです。 

 このような中、このたび、汚水処理人口普及

率１００％へ向けた方針として、国は、国土交

通省、農林水産省、環境省の３省合同マニュア

ルを作成しまして、効率的、適正な汚水処理方

法の選定、１０年概成を目指したアクションプ

ランの策定、長期的な観点から整備、運営管理

手法を検討について、全国的な検討を求め、県

が取りまとめることとなっております。 

 本市でも、このマニュアルを踏まえまして、

２７年度当初から下水道建設課、下水道総務

課、環境課の３課で検討を重ね、比較案を作成

しました。今後、住民の意見を広く聴収した上

で、最適案を取りまとめ、県に提出することと

しておりますので、まず、委員の皆様の御意見

をお伺いしたく、これら３つの案について御説

明いたします。 

 まず、資料の左下のケース１でございます。

これは、先ほど申しました３省マニュアルに基

づきまして、コスト比較を手法とした国のマニ

ュアルで検討した案となります。 

 検討の結果、赤で示しております下水道の整

備予定区域のさらに外側にありますピンクで示

しているところまでを下水道、緑の地域は合併

浄化槽が有利な区域となりました。なお、東陽

・泉地区の密集集落地区は、農業集落排水施設

で整備完了しております。東陽・泉地区のその

他の地域は、市町村設置型の合併浄化槽で整備

を行う地域としております。 

 ケース１は最も低コストで汚水処理施設の整

備を行うことができる、その反面、現状より整

備の速度を大幅に早める必要があるため、予算

の確保が課題となります。表により、おおむね

１０年で整備を完了させるために必要な整備速

度を近年５カ年平均値としての倍率を示してお

ります。下段に２０年概成とありますが、１０

年概成での試算を行ったところ、事業速度につ

いて大幅なスピードアップが必要となったこと

から、事業速度を緩和した案として作成したも

のです。 

 右上に移り、ケース２ですが、これは、ケー

ス１でばらつきがある整備速度を、各事業の整

備速度ですが、それを同程度に設定したケース

として策定しております。下水道区域の外円部

にありましたピンクの地区と敷川地・日奈久地

区を赤色から緑色にし、下水道区域から合併浄

化槽の区域に変わっていくことを御確認いただ

けるかと思います。 

 このケースでは、ケース１よりも必要な予算

の確保については軽減されますが、赤色から緑

色に変更となった地域については、合併浄化槽

での対応となるため、初期投資にかかる住民の

負担がふえることとなります。 

 右下のケース３ですが、これは、下水道区域

を都市計画にて決定している区域までとした案

です。このケースはケース２の区域からさらに

高田・植柳地区、宮地地区の南北の一部を合併

浄化槽の地域になっているところです。ケース

２からさらに必要な予算の確保については軽減

されますが、合併浄化槽で対応する地域がケー

ス２よりもさらに広がる案となっております。 
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 以上、３案の説明をさせていただきました。 

 今後の予定でございますが、今回、市民の代

表であられます委員の皆様の意見をいただくと

ともに、市民の声を広く聴収した上で、これら

の案を比較、評価し、最適案を取りまとめ、県

に提出いたします。県は、全市町村から提出さ

れたものを取りまとめ、新しい熊本生活排水処

理構想として発表することとなります。そし

て、構想を踏まえ、各種整備を適正に行ってま

いります。 

 以上、八代市適正処理構想案の報告といたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。本件につい

て、本当にこの下水道事業いついては、本当に

厳しい状況もあるようですけれども、これにつ

いて真剣に皆さんお考えいただいて、何か質

疑、御意見等がありましたら、お伺いいたしま

す。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。県のほうに出さ

れるのはいつごろですか。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） 時期としま

しては、漠然とと言ったら失礼ですけど、時期

は来ているものの、取りまとめが今されている

最中でありますので、整い次第提出するという

形をとらせていただきたいと思います。今のと

ころ案として策定したてことで、住民の意見等

を踏まえたところで、その案を送る前の手続段

階ということで理解していただければと思いま

す。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ２８年度中とか、漠然

としたものでいいんですけど、県に提出される

ちゅうのを。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。２７

年度中にはという構想案もありましたが、もう

今となってはもう３月になっておりますので、

２８年度早々という形をとらせていただきたい

と思っております。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。とにかくスピー

ドを上げれば金が要る、ゆっくりすればそれな

りの負担でてところですけども、これは１０年

と２０年は、もう１０年をまず１００％にして

いくていうことが前提ですか。２０年も選ばれ

るかどうか、選べるかどうか。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） 今回のこの

案を出すに当たりまして、現在の熊本県下市町

村の案、取りまとめられている状況を確認しま

したところ、熊本県下では１０年でできるって

いうのにあわせまして、２０年でていう２０年

概成のほうも結構な市町村がいらっしゃるとい

うのをお伺いしましたので、八代市の場合も、

費用面を考慮しますと、１０年概成は結構厳し

いものがございます。それで、２０年概成とし

ましても、現行予算よりも１.数倍というのも

ありますので、そこら辺で検討していきたいと

考えております。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） ２０年となるとです

ね、結構緩やかなスピードでいいだろうと思う

んですけども、あとは結局エリアをどうするか

によってですね、設置する人の後年度負担がど

うなるかっていうのが一つあると思うんです

よ。 
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 下水道でですね整備して、下水道を使う使用

料とかですよ、それから市町村設置型の場合に

合併浄化槽は市の物ですから、当然負担金もあ

って、市が。個人設置型がありますでしょ、そ

れらの３つの後年度負担がどうするかによっ

て、やっぱり選ぶと思うんですよね、市民は。

ですから、これを恐らくいろんな方々からヒア

リングをされたり、アンケートとったりされる

だろうと思うんですけども、エリア、どれでい

くかっていう、下水道なのか個人設置なのか市

町村設置型なのかで、もし使用料が違えばです

ね、もちろん安いほうを選ばれるというふうに

思うんですよね。ですから、そこは意見をよく

聞かれたほうがいいだろうと思うんですけど

も、両方考え方がありますから、そこは、１０

年でするのか２０年でするのかですね、そのあ

たりと、どの方式で、――もう恐らく農村集落

排水ていうのは恐らくもう無理ていうか、され

ないんだろうと思うんですよね。恐らく集合処

理としてはもう多分選ばれないと思うんですか

ら、ここに書いてある３つのどのほうが一番い

いのかっていうのも、一つの市民の検討材料に

なるんじゃないかなと、私はそう思います。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかに。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） 私は、この件について

は何回か一般質問もしたっですが、そういえ

ば、松永委員が今の言われるように、使用料が

旧郡と旧市、使用料違うですよね。それもまだ

何も改善でけぬとでしょう。改定もでけぬとで

しょう。そのままでしょう。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい、現時

点ではですね。 

○委員（村上光則君） そこあたりを、やっぱ

し使用する者としては負担金――使用料が違う

けんですね、そういうところもやっぱこれが進

まない一つの理由じゃなかっですかね。そこを

どやんかしてくれと私は何遍か質問したっです

けど、そのままの状況じゃ恐らく進まぬとやな

かですか。私はそう思いますが。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ほかに。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 先ほどちょっとお尋ね

をしましたが、北部処理区か、ここは当時でけ

たときが合併前でありましたが、当時の小川

町、それと竜北も入れぬと人口が５万以上なか

ということで、たしかこれがでけたというふう

に私は理解しとっとですが、その中で、昨年、

ことしだった、――去年だったですかね、ある

地区に行ったらですね、もうそこまで下までち

ょっと来とっとですばってん、もうこの先はせ

んて言う話聞いたもんで、で、もうことしまで

して、来年からもうせぬとかなという認識だっ

たもんでさっきお尋ねをしたっですよ。その辺

のところを。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。北部

流域には、先ほど言われましたように、宇城

市、氷川町、八代市の千丁町と鏡町が同じ処理

場を利用しているという事業、県が行う事業で

ございます。それで、千丁、鏡につきまして

は、この概成の中に、２０年でいけば、もうの

み込まれてしまうような事業計画でございま

す。氷川町につきましては、もう数年で終わる

という話を聞いておりますので、もう終息す

る、１００％に近づいている事業体だと思いま

す。宇城市につきましても１０年ほどで終わり

はしないかという話ですので、あと千丁、鏡に

つきましては、今言われたのにお答えします

と、ここまでで来ないんじゃないかじゃなくて

ですね、どこまで行けるかというのをですね、

離れた一軒家だったら、ちょっと迎えに行くの

に無理がありますので、数軒、集落として成り

立っているところが有利であればお迎えに行き
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ます。だから、そこは場所的なものであって、

この１０年概成、２０年概成の話の中で、打ち

切ったりとかするような話ではございませんの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 私が聞いたのはです

ね、鏡の話ですが、下村地区までは行って、そ

の上の中島地区、そこには有佐小学校と有佐保

育園等があるんですが、かなり家も密集してる

んですが、そこから聞いた話なんです。もちろ

ん処理区ちゅうとは私も十分に理解しておりま

すので、今、宇城市、松橋であると思います

が、今、旧氷川町はですね別にしておりましの

で、竜北、千丁、小川、たしかあそこで建設サ

イドの課長さんか議長さんか行って、たしかあ

そこで総会もあると思います、何人か何人か、

たしかそうですね。その辺のところはちょっと

処理区で違うものやけんですね、それは理解し

とっとですばってん、そういう話を聞いたもん

だけん、もうしまいかなと思って、ちょっとさ

っきお尋ねしたっですよ。 

○委員長（福嶋安徳君） もうちょっとで終わ

る地域もあるわけですけんな。ここまで来とっ

て、まだ集落はいっぱい、ずらっとあっとに、

もうでけんて言う人がおらす。そこの地域は待

っとらすですたい。 

○委員長（福嶋安徳君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 確かに今、問題点ちゅ

うとがですね、高齢化社会の中で、ひとり暮ら

しとか、もうあと子供たちも来ぬけん、もう下

水道は管な通っとるばってん、もう設置はせぬ

て、やっぱい言われる家庭も確かにあっとはあ

っとですよ。で、やっぱどうしても設置率が低

かもんだいけんですね、そうなるとやっぱどう

しても一般会計から持ち出さぬといかぬけんで

すね、その辺のところ、私どもも懸念なしとっ

とですばってん、ある程度集落にまとまった戸

数があるならですねという思いで、ちょっとお

尋ねをさっきしたところです。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。国のほうで統一

マニュアルばて話もありました。で、県がまと

めるんですって話で、今、全市町村に、県下の

ていう話もありまして、これをまとめて、この

プランを立てるじゃないですか。そしたら、新

たに国とか県から何か有利な補助とか何かそう

いうのが来るんですか。そういう予定があるん

ですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。そこ

ら辺はですね、期待を込めて、１０年概成、２

０年概成の整備速度、これ別の添付資料で見ら

れるとわかりますけど、事業速度と年間事業費

が比例してますので、莫大な金を投資せないけ

なくなります。そういうのを、やっぱり国庫補

助金なくしては事業が成り立ちませんので、そ

こら辺を期待したところで、うちのほうも予算

要求等していかなければいけないのかなという

責任感を持っておりますので。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。いろいろ説明、

３ケースで１０年と２０年てつくりましたって

いう説明ありまして、確認なんですけど、今、

年間の事業費っていうのが大体１０億ぐらいっ

ていうふうに見ればよかっですかね。汚水処理

の方法ていうことで、この一番上に書いてある

３事業合わせて、大体年間１０億ということで

理解すればよかっですよね。 

 で、ケース１、ケース２、ケース３てあっ

て、多分今の話の中では、１０年ということで

は、スピードもそうですし、年間事業費もそう

ですんで、難しいんですよねっていうふうなお

話だったろうと私は思うとですよ。で、八代市

の方向性としては２０年でいきたいんだという
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ようなお話をされたんだと私は理解したんです

よ。 

 で、最終的に、でもこの中でも事業速度のス

ピードというのをここに書いてありますけれど

も、一番お金がかからないところでいけば、ケ

ース３の２０年ていうとこかなっていうふうに

思うんですよね。それでも２.１倍とか１.３倍

とかっていうのがあるんですけど、実際どれぐ

らいの倍数までのスピードが対応できるんです

か、できそうなんですか。予算は抜きにして。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。あり

がたい意見として承りたいと思います。予算抜

きとしましては、人間が増員されれば不可能は

ないとは思うんですけども、ただ、先ほど言い

ました国費の充当が望めなければ無理かなとい

うのがありますので、国費当てにしたらいかぬ

ですけど、余計つけてもらうのをですね、これ

からも県・国に要望しながら、この１０年概

成、２０年概成の案として一緒に添えて申し上

げたいと考えております。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。今、人がおれば

って話なんですけど、それは役所の人なんです

か、業者さんなんですか、どっちなんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 福田下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。業者

ももっともですけど、それに対応する職員のほ

うが増員されるべきだと思います。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 多分一斉にですよ、県

でまとめてる、全県内の市町村がと、全国もや

ってるということで、一斉にまたこういう工事

がですよ１００％目指して始まってなれば、な

かなか業者さんも集まらぬとじゃなかろうかな

っていうふうにも思うとですたいね。難しい問

題だなというふうに思います。 

 また財源のほうも、一番かかっとでいけば、

１０年の６.５倍ていうとこの、この５１億、

年間ですよね、これ非常に恐ろしい金額だなと

いうふうに思ったっですけれども、こういう何

か金額も出していただいてるんで、多分一番金

のかからぬところで、しかも、ただ利用される

方、今後設置される方々に対しても、やっぱそ

れなりのですね、やっぱこれまで以上の負担金

ていうか、補助金等ば出さぬと、やっぱなかな

か１００％に近づいていかぬやろうなというふ

うに思いますんで、そこらへんのところも考え

るとですね、まだまだ一般会計からの繰り入れ

ちゅうとも必要じゃないかなとも思うとですた

いね。一応意見で、そういうふうにお伝えしと

きますんで、なかなか難しいかとは思いますけ

れども、適正な時期に県のほうに報告されると

いうことでしたんで、報告されるときにはま

た、こういうふうに決まりましたということ

で、またお知らせいただければなというふうに

思います。決まる前ですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

 はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） これは、ケース１、ケ

ース２は、高田方面は下水道のほうの感じでな

っとっとですよね、日奈久と。と、ケース３で

は、高田・日奈久は個人の設置型の合併浄化槽

てなっとっですよね。 

 今だったら、高田方面ちゅうたら、もうほと

んどが設置型の個人設置の合併浄化槽じゃない

のかなと思うとですよね。それをわざわざ下水

道に切りかえちゅうのも何か意味があるのかな

と。まあ今度、最後の終末処理場なんか、ま

た、今までの話であれば、球磨川を渡って、こ

っちのほうに来ないけぬと、それに非常にお金

がかかるということで、どうせやるんだった

ら、もう球磨川以南のほうに、どこかもう１つ
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つくってせぬばなかなか難しいという話で、そ

の計画もなかなか今までなかったと。それで、

結局個人の合併浄化槽、個人設置の合併浄化槽

に進んできてるという状態の中で、これ、やっ

ぱ国が言うたからって、これをせないけぬもん

なのかなていう、ちょっと疑問もあるんですよ

ね。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、福田下水道建

設課長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。増田

委員言われるとおり、球磨川ちゅうか、川を越

えて南に行くのには、いろんな障害物もござい

ますので、費用も多額になろうかと思います。

ただですね、マニュアル、この３省合同のマニ

ュアルに照らし合わせてみますと、これが赤で

塗っている、ケース１の場合ですけど、赤で塗

っているのが、当初からの八代市のこの全体計

画区域なんですよ。まだ事業認可決定してませ

んので、高田、植柳、日奈久に至るまで、合併

浄化槽の設置には補助金が出る区域と今なって

おります。だから、変わらないていえば変わら

ないかもしれませんけど、合併浄化槽の区域か

ら下水道の認可というか、工事を始めますよと

いう区域に入りますと、合併浄化槽の補助が出

なくなります。で、その場合には、工事が終わ

るまで、新築家屋であれば、合併浄化槽をつけ

るときには自費でつけなければいけないとかい

う弊害も出てまいりますので、御迷惑をかける

場合が、今やってる区域でもありますので。 

 それと、今言われるように、合併浄化槽がも

うほとんどつけているんじゃないかと言われる

のに対しましては、単独浄化槽の製造、言えば

設置が終了したのが平成１３年の４月からだっ

たと調べました。それから見ますと、現在もう

１５年たっております。と、２０年後とか言い

ますと３５年、そうすると最新の単独浄化槽で

あっても、耐用年数が３２年ほどですので、も

う切りかえにゃいかぬのかなと。それと、新築

家屋の場合は、もう合併浄化槽しか、もう１５

年前からございませんので、必然的に水処理の

ほうの観点から言いますと、下水道が迎えにい

くのと同等の合併浄化槽によりますと処理をし

ますので、そこら辺はもう必要なくなるのかな

という気持ちもあります。 

○委員長（福嶋安徳君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） いや、感覚的にです

ね、うちも合併浄化槽つけてるんですけど、２

０年ほどになりますけど、耐用年数が何年と言

われても、毎年ずっと点検していくんだけど、

異常なし、異常なしできてるし、４０年、５０

年、簡単に続いていくのかなという気があるか

らですね、これが、今すぐなったら、残りの維

持費を計算して、切りかえようかという気にも

なるでしょうけど、あと先のことが、そこまで

あんまり考えが及ばないとこがあるんですけれ

ども、それがずっと続いていけば、皆さんその

まま合併浄化槽を使うんじゃないかなという気

もするんですけどね。なかなか難しいところだ

と思いますね。そこらあたりはどんな予想され

ているんですかね。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、福田下水道建

設課長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。今か

らですね、住民の方々の意見等も並行して今か

ら聴取させていただきます。で、そこら辺で、

高田、植柳、日奈久方面の住民の方々が下水道

を望むっていうのか、望まないっていうのか、

そこら辺のですね意見も集約させていただきた

いと思いますので、増田委員の御意見として承

らせていただいて、一つの参考とさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 今、高田方面に単独と

合併とどれぐらいなんですか、割合。単独もま

だいっぱいあるんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 吉村下水道計画係
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長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） は

い。下水道建設課計画係の吉村でございます。

よろしくお願いします。 

 今回の検討に当たりましてですね、合併浄化

槽の導入率のほう調べたところですけれども、

高田、植柳地区におけるですね合併浄化槽の導

入率は約３０％ほどという調査結果が出ており

ます。 

 以上です。 

○委員（増田一喜君） 合併だけ。 

○委員長（福嶋安徳君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 単独のほう、あるんで

すか。あとくみ取り式もまだあるんでしょう。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） は

い。 

○委員（増田一喜君） そこら辺の割合どんな

ふうになっとるんですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 吉村下水道建設課計

画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） は

い。くみ取りにつきましてはですね、把握がで

きておりません。申しわけございません。 

○委員（増田一喜君） 単独は。 

○委員長（福嶋安徳君） 吉村下水道建設課計

画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） 単独

槽についても、申しわけございません、把握が

できておりません。先ほど３０％と申しました

のは、合併浄化槽の導入率ということでござい

ますので、約７０％の住民の方が、単独浄化槽

もしくはくみ取りトイレを利用されてるという

状況だと思います。 

○委員（中山諭扶哉君） よかですか。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） ちなみにですけど、

敷川内、日奈久も教えてください。 

○委員長（福嶋安徳君） 吉村下水道建設課計

画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） 敷川

内、日奈久におきましても、高田、植柳地区と

同程度、約３０％程度という調査結果が出てお

ります。 

 以上です。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。先ほども話しま

したが、北部処理区についてはですね、当時合

併前、ちょうど知事さんが福島譲二だったと思

いますが、あの人が、当時のうちの鏡の町長さ

んにお話しをされて、それから千丁、竜北、そ

して人口が５万以上となっとったようですけ

ん、要件が、小川町にも話されて、たしか、そ

の話がまとまって、ただし、最終処分場じゃな

くて処理場は県の施設ということで、たしかで

けたというふう、そんな経緯がありますが、何

はともあれ、ちょっと住民の声を大事にしてで

すね、あの密集した地域で、もう管がですねそ

の辺まで来とれば、金の問題もあると思います

が、飛び離れたところはですね、それはもう、

ちょっと金が要りますことですから、その辺の

ところは考慮しながら進めていただければと思

います。 

 ただ、あんまり進めれば、この下水道でちょ

っと会計を圧迫する、財政を圧迫する可能性も

ありますので、その辺のところもよろしくお願

いしときます。 

○委員（百田 隆君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、百田委員。 

○委員（百田 隆君） 今、高田の話が出まし

たっですばってん、全体からすっと、平均が６

３.４％、まだ非常に低いわけですけど、大体

一番低いほうですかね。どうなんですか、地域

的には、市内で見たら。 

○委員長（福嶋安徳君） 吉村下水道建設課計

画係長。 

○下水道建設課計画係長（吉村真一君） は
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い。平成２６年度末の調べですけれども、下水

道を実施している市町村でですね、本市よりも

低い汚水処理人口普及率の市町につきましては

３市町ございます。また、下水道事業未実施、

実施していない市町村につきましては７町村ご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（福嶋安徳君） いいですか。 

○委員（百田 隆君） 八代市内たい、区域的

には。（発言する者あり）（委員野﨑伸也君

「高田が低かっかいていう話でしょう」と呼

ぶ）うん。（発言する者あり）（委員野﨑伸也

君「高田が低かっですかっていう話ですよ」と

呼ぶ）そうそう。（委員野﨑伸也君「県内じゃ

なくて高田が低かっかいちゅう話」と呼ぶ） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、福田下水道建

設課長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。百田

議員のお尋ねは、八代市内で高田のほうの整備

がおくれてるのかということだったと思います

――で間違いなかったですかね。 

 先ほど言いましたように、合併処理をやっ

て、合併処理浄化槽を設置されとるのが約３０

％程度という情報しか取れてませんので、７０

％ほどの方が、高田に限らず、高田、植柳、敷

川内、日奈久、川南ですよね、そこら辺で、色

分けでですね、うちのほうは調査結果もらっと

ったんですけど、緑色だったかな、それで今う

ちの係長がお答えしたと思います。 

 で、特別高田がおくれとるってわけじゃなく

て、下水道未整備地区に関しましては、合併処

理浄化槽を利用されている率が約３０％ほどし

か今はないというのが実情だと思います。 

○委員（百田 隆君） そういうふうに理解し

ますな。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、もうないです

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ないようで

す。 

 以上で、八代市汚水適正処理構想についてを

終了します。（｢ありがとうございました」と

呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後４時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５９分 本会） 

・生活環境に関する諸問題の調査（環境センタ

ー建設事業の進捗状況について） 

○委員長（福嶋安徳君） それでは、本会に戻

します。はい、本会に戻します。 

 次に、生活環境に関する諸問題の調査に関連

して１件、執行部から発言の申し出があってお

りますので、これを許します。 

 それでは、環境センター建設事業の進捗状況

についてをお願いします。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい、委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）お疲れの

ところ済いません。市民環境部の湯野でござい

ます。よろしくお願いします。 

 環境センター建設事業の進捗状況について。 

○委員長（福嶋安徳君） 座ってよかですよ。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 市民環境部

環境センター建設課の山口課長が説明しますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（福嶋安徳君） 湯野次長、座られて

よかですよ。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 委員

長。 

○委員長（福嶋安徳君） 山口環境センター建

設課長。 
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○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）環境センター建設課、山口でございます。 

 ２７年度補正予算、２８年度予算審議におき

ましては、御承認いただきましてありがとうご

ざいます。長時間にわたる審議の後の所管事務

調査でありますが、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、環境センター建設事業の進捗状況

について御説明いたします。座って説明させて

いただきます。 

 環境センター建設事業は、９月３０日、昨年

の９月３０日に基本設計が終了し、現在、各施

設の実施設計を行っており、３月末には完了す

ることとなっております。また、昨年１１月１

９日に、エネルギー回収推進施設建設に係る起

工式がとり行われ、その後、１２月初めに、も

と県有地約２.６ヘクタールから工事に着手

し、１２月末には、港町の建設用地約５.６ヘ

クタール全ての取得が完了しましたことから、

現在、用地全体の造成工事を行っているところ

でございます。各施設の実施設計が終了しまし

たら、委員会に報告させていただきたいと考え

ておりますので、本日は、昨年１２月から本年

２月までの工事の進捗状況を報告させていただ

きます。 

 それでは、資料に基づき御説明いたします。

資料に別添えで建設用地の航空写真と基本設計

終了時点の施設配置地図をつけております。ま

た、追加資料といたしまして、資料に入ってお

ります写真の撮影方向とペーパードレン工法に

ついての概要を記載した資料を配付させていた

だきました。工事箇所の平面図と照らし合わせ

ながら見ていただければと思います。 

 それでは、表紙をめくっていただき、資料１

ページをごらんください。 

 昨年１２月の作業計画図になります。まず、

用地の外周にあります赤いラインの部分になり

ますが、建設用地の外周の仮囲い工事を１２月

９日から１１日まで、その後、用地の北東部、

計画図面上の右上、赤い斜線のエリアの草刈り

整地を、１５日から２５日まで、その下の部分

の青い斜線の部分にコンクリート盤がありまし

たので、その撤去工事を、それから、――を２

４、２５日で行っております。さらに、用地の

南西部、計画図の左下、赤斜線のエリアの草刈

り整地を２６、２７日で行っております。 

 それでは２ページをお開きいただきまして、

写真のほうごらんください。 

 左上の写真が建設用地の北西側、左下の写真

が建設用地の南西側、中央上段の写真が建設用

地の北東側、中央下の写真が用地の南東側にな

ります。先ほど追加で資料をさしていただきま

した撮影方向と照らし合わせていただければわ

かるかと思います。それから、工事写真の右列

が、上段から現場の詰所の写真、工事に使用し

ました重機、用地の北東ヤードの整備状況の写

真ということになっております。 

 それでは、３ページをお開きください。本年

１月の作業計画図になります。 

 まず、図面の左側、水色のラインの部分にな

りますが、仮排水路整備工事を１月５日から１

５日まで行っております。この排水路は、エネ

ルギー回収推進施設、マテリアルリサイクル推

進施設、管理棟など、今後建設工事を行います

エリアを取り囲むように整備し、工事期間中の

排水路として機能するものです。 

 次に、図面左中央の青色の斜線の部分、旧港

湾道路部分になりますが、アスファルト舗装の

撤去工事を１８日に行っております。また、用

地の東側、八代漁港増殖センターに近い場所に

騒音振動計を５日から７日にかけて設置してお

ります。 

 続きまして、図面の左下、用地の南西エリ

ア、エネルギー回収推進施設が建設されるエリ

アになりますが、こちらの基面整地を５日から
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１３日にかけて、排水層――クリーンカーアッ

シュの敷きならしを９日から２１日にかけて、

ドレーン打設工事を１４日から２９日にかけ

て、土圧計・沈下計設置のためのボーリング工

を１８日から２９日にかけて行い、地盤に加重

をかけるための載荷盛り土工を１月２７日から

開始しております。 

 それでは、４ページをお開きください。 

 本年１月の工事状況の写真になります。最初

の４枚の写真は、先ほど説明いたしましたよう

に、用地の北西側、南西側、北東側、南東側の

写真になります。右側３枚の写真は１月２５日

の降雪の状況の写真です。 

 次のページをごらんください、お開きくださ

い。これにつきましては、追加でお配りしまし

た概要書の２枚目と照らし合わせながらごらん

いただきたいと思います。 

 まず、左上の写真は、クリーンカーアッシュ

の敷きならし状況の写真となります。クリーン

カーアッシュというものは石炭灰のことで、今

回の工事では苓北火力発電所の燃料に使用され

ました石炭灰を使用しております。排水性がよ

いものとなっております。 

 下から、写真から３列目の上段２枚目までの

６枚の写真がペーパードレーンの施工状況にな

ります。ペーパードレーン工法とは、水を含ん

だ軟弱な地盤を改良する方法の一つで、柔らか

い粘土層の中に縦方向に排水材を打ち込み、毛

細管現象を利用して地層に含まれる水を吸い上

げ、地盤改良を促進するための工法です。使用

しておりますペーパードレーン材の見本をお回

ししますので、ごらんいただければと思いま

す。 

 それで説明に入ります。 

 下段に簡単な断面図を載せておりますので、

こちらのほうで説明いたします。下の断面図の

ほうをごらんください。 

 こちらのほうで説明いたしますと、まず、オ

レンジ色の部分が以前埋め立てられました柔ら

かい層で、今回の改良層になり、現地盤高から

地下約９メートルの層となっております。現地

盤の上に、黄色い部分になりますが、５０セン

チの厚さで排水層となるクリーンカーアッシュ

を敷きならし、その上からペーパードレーンを

約９メートル下の非改良層の部分まで打ち込ん

でおります。打ち込んだ本数は２メートル間隔

で、３４３４本、大体１日当たり２６０本程度

を打ち込んでおります。その後、地盤に加重を

かける載荷盛り土をクリーンカーアッシュの上

３.５メートルまで行っております、茶色の盛

り土と書いてある部分でございます。上からの

圧力を受け、改良層に含まれる水分は、先ほど

申しました、ペーパードレーンを通ってクリー

ンカーアッシュの層にしみ出し、クリーンカー

アッシュの層を通って外側のほうにしみ出てき

ます。改良層の水分が抜けることで、地盤の強

度が上がるというところになっております。 

 続きまして、図の右側の写真が改良層の状況

を把握するための沈下計・土圧計の設置状況の

写真になります。右側の上段の写真は、用地の

左側に設置しております騒音計・振動計で、デ

ータはパソコンで記録しておくことになってお

ります。その下の写真は、少し暗くて見えにく

くなっておりますけれども、用地の南西部に設

置しております沈砂地の施工状況、その下の写

真が車両タイヤの泥を落とすための洗車場の使

用状況の写真となっております。 

 それでは、６ページをお開きください。本年

２月の作業計画図になっております。 

 先ほどペーパードレーン工法で説明しました

ように、載荷盛り土工を行っている範囲を示し

ております。赤斜線の部分が１月２７日から２

月１８日まで盛り土を行った範囲になります。

現在、そのままの状態で今月の１４日まで盛り

土のままの状態となっております。青い斜線の

部分が２月１９日から２９日までに盛り土を行
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った部分になります。３月２５日まで盛り土の

ままの状態ということになっております。 

 それでは、７ページ目をお開きください。２

月の工事状況の写真になります。 

 最初の４枚の写真につきましては、１２月の

写真状況を同じ方向で撮った写真ということに

なります。右側の写真につきましては、２月１

９日に県内の事業主の環境主幹課長会議が本市

で開かれた際に、要望によりまして現地の視察

が行われたときの状況でございます。 

 それでは、次のページの写真のほうをごらん

ください。 

 左上が載荷盛り土――造成に使用する土砂の

搬入状況の写真になります。その下の写真は、

造成工事では、場外に余った土砂を運び出すこ

とがないように計画しておりますので、載荷盛

り土用の土砂の不足分は用地内から調達するた

めの掘削状況の写真になります。その下が車両

を通行するための道路の施工状況、２列目の３

枚が載荷盛り土の状況、３列目の３枚が６ペー

ジの図面で説明しました赤斜線部分の完了状況

の写真となっております。４列目の上段の写真

は、盛り土から粉じんが発生しないように防止

剤を噴霧している状況になります。その下が場

内での粉じん発生を防止するために散水してる

状況の写真となっとります。 

 以上が、昨年１２月から本年２月まで行いま

した造成工事の状況となっております。 

 続きまして、資料の最後のほうにつけており

ます今後の工事のスケジュールのほうを御説明

させていただきます。 

 実施設計は３月末で完了することとなってお

りますので、本日は今後の工事に関するスケジ

ュールを御説明いたします。 

 別添えのＡ４版のカラー写真の下のほうです

ね、平面図とあわせてごらんいただければと思

います。こちらが、配置図のほうが、基本設計

終了時の配置図となっております。 

 それでは、まず上段のスケジュールのほうか

ら、エネルギー回収推進施設のスケジュールの

ほうを御説明します。 

 先ほども御説明いたしましたように、現在、

用地の造成工事を実施しており、２８年度に入

りますと、施設の本格工事に入ります。４月中

旬ごろから杭工事に入り、２９年１１月までを

建設工事の期間としております。また、２９年

１１月ごろから試運転の準備を行い、１２月下

旬から試運転に入る計画としております。 

 その下の段が、マテリアルリサイクル推進施

設、配置図では黄色で示しました施設の工事ス

ケジュールになります。３月で実施設計終わり

ますが、現在設計内容の精査を同時進行で行っ

ております。２８年度に入りますと、すぐに工

事発注手続を行い、６月議会に建設請負契約の

提案をさせていただきたいと考えているところ

です。工事期間は３０年１月末までの１９カ月

間、平成３０年１月から試運転に入る計画とし

ております。 

 その下の段が、管理棟配置図の上部中央、青

色の示してます施設の工事スケジュールでござ

います。２８年度になりましたら、設計内容の

精査、６月から工事発注手続を行い、９月議会

に建設請負契約の提案をさせていただきたいと

考えております。工事期間は２９年１１月まで

の１４カ月間としております。 

 その下の段が、車庫棟、洗車棟、配置図でい

きますと西側、藍色で示しております施設の工

事スケジュールでございます。工事発注手続

は、２８年１２月から行い、平成２９年３月議

会に建設請負契約の提案をさせていただきたい

と考えております。工事期間は２９年１２月末

までの１０カ月間の計画としているところでご

ざいます。 

 続きまして、外構施設、配置図では各施設を

取り巻く道路、駐車場や植栽の部分になりま

す。予定といたしましては、２９年度になって
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から工事に入ることとしておりますが、今まで

御説明しました４施設の建設工事が隣接して行

われることから、工事の進捗状況を見ながら、

工事に入ることのできるエリアから順次工事を

発注していきたいと考えております。 

 また、緑地エリア、配置図の右側の部分にな

りますけれども、２８年８月ごろから工事に入

るスケジュールとしておりますが、各施設の建

設工事に係る現場事務所が設置され、また資材

置き場になりますことから、そういった場所の

配置を十分に調整しながら、工事に入ることの

できるエリアから順次工事を発注していきたい

と考えております。 

 以上で、今後の環境センター建設事業のスケ

ジュールの説明を終わります。 

 現在、工事は順調に進んでおり、スケジュー

ルでも御説明しましたように、平成２８年度か

らはエネルギー回収推進施設の本体工事が始ま

りますとともに、マテリアルリサイクル推進施

設、管理棟、車庫・洗車棟のＤＢＯ事業以外の

工事の発注を順次行い、平成３０年度の供用開

始を目指し、着実な事業進捗に向けた取り組み

を進めていきたいと考えております。できます

れば、建設環境委員会の皆様には工事状況を節

目ごとに見ていただければと考えてございま

す。 

 早口でございましたけれども、以上で御説明

を終わらせていただきます。 

○委員長（福嶋安徳君） はい。本件について

何かお聞きになりたいことはありませんか。な

いですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） はい。ないようで

す。 

 以上で、環境センター建設事業の進捗状況に

ついてを終了します。 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かありませんでしょうか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） はい、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） 生活環境事務組合の

件なんですけど、ここに結構議員の方々いらっ

しゃるんですけど、議長もいらっしゃるという

ことで、今の状況がですね、ちょっとよくわか

らない状況で、八代市議会として同文議決の問

題とかもあるもんですから、そういうことにつ

いての調査とかはしなくていいのかなと思いま

して、ちょっとお話しさせていただいたんです

けど。 

○委員長（福嶋安徳君） 中山委員の今提案で

すけれども、生活環境の議長がおりますので、

今の件についてはいかがなお考えでしょうか。 

○委員（古嶋津義君） 今こっちとの三者協議

ば今進めておる最中でございまして、まだきょ

うもちょっと御発言があったばってん、県のが

まだ回答が来とらぬ状態で、粛々と進めてはお

ります。 

○委員長（福嶋安徳君） ずっと関係者の方々

でずっと進んではおらるっとでしょ。 

○委員（古嶋津義君） 今、人がちょっとな、

組合と八代市の担当課のほうで。要は、今の予

定からいくなら、最終処分場がしまいになるの

が平成３５年ぐらいだいけん、そのころに、言

うなれば、あそこも簡単に言えばかててくれて

いう話でしょうけんね。そこばまだニュアンス

的にはそういう気持ちのあるばってん、法的な

問題もあるけん、なかなかそこば、はい、いい

ですよていうのは言われんところのあるけん。 

○委員長（福嶋安徳君） 実は、この環境セン

ター建設する前に、八代市としては独自でそん

ままの姿でこの環境センター建設に進んできま

したもんですから、氷川町との協議がですね、

思うような協議になっとらぬなったですね。だ

から、そういった面が今になって、県との、県

が進めよる、この八代市と氷川町とのこういっ

た分かれて処理をしなきゃいけない部分が出た



 

－85－ 

この状況で、県としては、氷川町と八代市が当

然別々な焼却するような姿になってしまいます

と、氷川町としては、もう自分たちで存続が不

可能という状況になるわけですね。そこの部分

と、その前に、手続として同文議決を図ってい

かないと、この八代市の環境センターが稼働し

ないという状況になるわけです。そういったと

ころを踏まえてですね、本当にそれぞれ検討し

ていかにゃいかぬだろうというふうに思ってお

ります。もし、氷川町が同文議決に反対という

ことになりますならば、建設はできたものの稼

働しないという状況になりかねないという状況

までになるわけですね。そういった面もありま

すので、慎重に検討して、今の環境センターの

議長もそういったことで言っておられますの

で、それはそれとして、県の回答を待ちながら

ですね、その後にいろいろ検討会を開けたらな

というふうに思っております。 

 それでようございますか、中山委員。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（福嶋安徳君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今ちょっと何かいろい

ろ、なかなか自分たちもここに入ったとは初め

てなので、なかなかちょっと難しい話かなと思

うとですけど。 

○委員長（福嶋安徳君） 難しかよ。 

○委員（野﨑伸也君） 今言われたように、何

ですか、建物ができても使えない。 

○委員（古嶋津義君） うん、結局地方自治法

が改正になったけん、言うなら一部事務組合か

ら離脱すっとば１年前に文書で言うとけば今は

よかわけたい。ところが、ここは一部事務組合

で、ごみの焼却場だけじゃなかもんだけん、火

葬場から全部あるけん、一応規約変更ばせぬば

んわけ、向こうの。というとは、鏡と千丁、そ

れと泉、東陽が全部こっちにごみの焼却します

よ、ここでけたらて、その規約を一部を変更せ

ぬばんけん、そのときが、その同文議決の要る

わけたい。で、そこに反対せぬごつ、今、藤本

町長さんとか、向こうの議員さんも今話し合い

をしよっとこです。 

○委員（野﨑伸也君） よかればですたい、ま

んま、ずっとおらす人たちは詳しかかもしれん

ばってん、おったちはあんまわからぬけん―

―。 

○委員長（福嶋安徳君） そうそう、あなたた

ちゃ――。 

○委員（野﨑伸也君） よければ、また今度そ

やん話もまた聞かせて、まだ県から、何かさっ

き来とらぬとかて話も、そこら辺も含めてです

たい、また何か話聞かせてもらえばなと思うん

ですけど。（｢２４年から続きますけん」と呼

ぶ者あり）（笑声）２４年から。 

○委員長（福嶋安徳君） 本当の話をやっとか

ぬと、本当に、やっぱり、ああ何だろうかてい

うふうな形になってしまいますからですね。 

○委員（村上光則君） 委員会ばまた開いてせ

んばいかぬばい、いろいろあるけん。 

○委員（中山諭扶哉君） また随時報告はです

ね、いただきたいですね。 

○委員（古嶋津義君） 今、三者で話し合いし

よらすですけん。 

○委員（野﨑伸也君） 難しかですよ。 

○委員（古嶋津義君） 間に私が入ってからよ

かんばい調整はしよっとです。 

○委員（中山諭扶哉君） 決裁中って言わした

ね。 

○委員（百田 隆君） いつごろ県のあれはあ

ったっですか。 

○委員（古嶋津義君） 大体２月中だったばっ

てん、まだずれ込んどる。 

○委員（中山諭扶哉君） 決裁中て言わしたっ

ですね。 

（聴取不能） 

○委員（古嶋津義君） 泉、東陽、鏡、千丁は

向こうでもう焼却することになっとるけん。そ
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れば今度は八代でせぬばいかんけん、規約ば変

えぬばん。 

（聴取不能） 

○委員長（福嶋安徳君） はい、ではいろいろ

議論が進んでいますけれども、ひとまずこの委

員会を閉じさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 以上で、所管事務調査２件についての調査を

終了いたします。（｢お疲れさまでした」と呼

ぶ者あり） 

○委員（古嶋津義君） そういうことのないよ

う努力しますので。 

○委員長（福嶋安徳君） もうしばらくお待ち

ください。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申し出をいたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（福嶋安徳君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午後５時２２分 閉会） 
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